
Ｍ１Ｍ１Ｍ１Ｍ１Ｍ１

Ｍ２Ｍ２Ｍ２Ｍ２Ｍ２

Ｍ３Ｍ３Ｍ３Ｍ３Ｍ３

Ｍ４Ｍ４Ｍ４Ｍ４Ｍ４

Ｍ５Ｍ５Ｍ５Ｍ５Ｍ５

Ｍ６Ｍ６Ｍ６Ｍ６Ｍ６

S=1:200S=1:200S=1:200S=1:200S=1:200

NO SCALENO SCALENO SCALENO SCALENO SCALE

S=1:100S=1:100S=1:100S=1:100S=1:100

S=1:100S=1:100S=1:100S=1:100S=1:100

S=1:50S=1:50S=1:50S=1:50S=1:50

S=1:50S=1:50S=1:50S=1:50S=1:50けやき荘　Ｂ、Ｃ棟１，２階便所平面詳細図けやき荘　Ｂ、Ｃ棟１，２階便所平面詳細図けやき荘　Ｂ、Ｃ棟１，２階便所平面詳細図けやき荘　Ｂ、Ｃ棟１，２階便所平面詳細図けやき荘　Ｂ、Ｃ棟１，２階便所平面詳細図

S=1:100S=1:100S=1:100S=1:100S=1:100

S=1:300S=1:300S=1:300S=1:300S=1:300

NO SCALENO SCALENO SCALENO SCALENO SCALE

けやき荘　１Ｆ電気設備強電撤去図けやき荘　１Ｆ電気設備強電撤去図けやき荘　１Ｆ電気設備強電撤去図けやき荘　１Ｆ電気設備強電撤去図けやき荘　１Ｆ電気設備強電撤去図

S=1:100S=1:100S=1:100S=1:100S=1:100けやき荘　２Ｆ電気設備強電撤去図けやき荘　２Ｆ電気設備強電撤去図けやき荘　２Ｆ電気設備強電撤去図けやき荘　２Ｆ電気設備強電撤去図けやき荘　２Ｆ電気設備強電撤去図

S=1:100S=1:100S=1:100S=1:100S=1:100

S=1:100S=1:100S=1:100S=1:100S=1:100

けやき荘　１Ｆ電気設備弱電撤去図けやき荘　１Ｆ電気設備弱電撤去図けやき荘　１Ｆ電気設備弱電撤去図けやき荘　１Ｆ電気設備弱電撤去図けやき荘　１Ｆ電気設備弱電撤去図

けやき荘　２Ｆ電気設備弱電撤去図けやき荘　２Ｆ電気設備弱電撤去図けやき荘　２Ｆ電気設備弱電撤去図けやき荘　２Ｆ電気設備弱電撤去図けやき荘　２Ｆ電気設備弱電撤去図

S=1:50S=1:50S=1:50S=1:50S=1:50

S=1:50S=1:50S=1:50S=1:50S=1:50

集会所　１Ｆ電気設備強電撤去図集会所　１Ｆ電気設備強電撤去図集会所　１Ｆ電気設備強電撤去図集会所　１Ｆ電気設備強電撤去図集会所　１Ｆ電気設備強電撤去図

集会所　２Ｆ電気設備強電撤去図集会所　２Ｆ電気設備強電撤去図集会所　２Ｆ電気設備強電撤去図集会所　２Ｆ電気設備強電撤去図集会所　２Ｆ電気設備強電撤去図

S=1:75S=1:75S=1:75S=1:75S=1:75

S=1:75S=1:75S=1:75S=1:75S=1:75

S=1:75S=1:75S=1:75S=1:75S=1:75

S=1:75S=1:75S=1:75S=1:75S=1:75

集会所　１Ｆ電気設備弱電撤去図集会所　１Ｆ電気設備弱電撤去図集会所　１Ｆ電気設備弱電撤去図集会所　１Ｆ電気設備弱電撤去図集会所　１Ｆ電気設備弱電撤去図

集会所　２Ｆ電気設備弱電撤去図集会所　２Ｆ電気設備弱電撤去図集会所　２Ｆ電気設備弱電撤去図集会所　２Ｆ電気設備弱電撤去図集会所　２Ｆ電気設備弱電撤去図

ボイラー室　電気設備撤去図ボイラー室　電気設備撤去図ボイラー室　電気設備撤去図ボイラー室　電気設備撤去図ボイラー室　電気設備撤去図

屋外配線撤去図屋外配線撤去図屋外配線撤去図屋外配線撤去図屋外配線撤去図

キュービクル結線撤去図キュービクル結線撤去図キュービクル結線撤去図キュービクル結線撤去図キュービクル結線撤去図

S=1:50S=1:50S=1:50S=1:50S=1:50作業小屋　電気設備撤去図作業小屋　電気設備撤去図作業小屋　電気設備撤去図作業小屋　電気設備撤去図作業小屋　電気設備撤去図

車庫　電気設備撤去図車庫　電気設備撤去図車庫　電気設備撤去図車庫　電気設備撤去図車庫　電気設備撤去図 S=1:25S=1:25S=1:25S=1:25S=1:25
S=1： 30S=1： 30S=1： 30S=1： 30S=1： 30

S=1： 50S=1： 50S=1： 50S=1： 50S=1： 50

集会所　平面詳細図２，展開図２，集会所　平面詳細図２，展開図２，集会所　平面詳細図２，展開図２，集会所　平面詳細図２，展開図２，集会所　平面詳細図２，展開図２，

各部詳細図各部詳細図各部詳細図各部詳細図各部詳細図

Ａ６５Ａ６５Ａ６５Ａ６５Ａ６５

Ａ６０Ａ６０Ａ６０Ａ６０Ａ６０

Ａ５９Ａ５９Ａ５９Ａ５９Ａ５９

Ａ５８Ａ５８Ａ５８Ａ５８Ａ５８

Ａ５６Ａ５６Ａ５６Ａ５６Ａ５６

Ａ５５Ａ５５Ａ５５Ａ５５Ａ５５

Ａ６３Ａ６３Ａ６３Ａ６３Ａ６３

Ａ６２Ａ６２Ａ６２Ａ６２Ａ６２

Ａ６１Ａ６１Ａ６１Ａ６１Ａ６１

Ａ６４Ａ６４Ａ６４Ａ６４Ａ６４

Ａ５３Ａ５３Ａ５３Ａ５３Ａ５３

Ａ５４Ａ５４Ａ５４Ａ５４Ａ５４

Ａ５７Ａ５７Ａ５７Ａ５７Ａ５７

Ａ５２Ａ５２Ａ５２Ａ５２Ａ５２

Ａ５１Ａ５１Ａ５１Ａ５１Ａ５１

Ａ２８Ａ２８Ａ２８Ａ２８Ａ２８

Ａ７Ａ７Ａ７Ａ７Ａ７

Ａ２７Ａ２７Ａ２７Ａ２７Ａ２７

Ａ１０Ａ１０Ａ１０Ａ１０Ａ１０

NO SCALENO SCALENO SCALENO SCALENO SCALE

NO SCALENO SCALENO SCALENO SCALENO SCALE

Ａ１１Ａ１１Ａ１１Ａ１１Ａ１１

Ａ２２Ａ２２Ａ２２Ａ２２Ａ２２

Ａ２０Ａ２０Ａ２０Ａ２０Ａ２０

Ａ５Ａ５Ａ５Ａ５Ａ５

Ａ２６Ａ２６Ａ２６Ａ２６Ａ２６

Ａ４Ａ４Ａ４Ａ４Ａ４

タイトル・図面リストタイトル・図面リストタイトル・図面リストタイトル・図面リストタイトル・図面リスト

図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

Ａ２５Ａ２５Ａ２５Ａ２５Ａ２５

Ａ８Ａ８Ａ８Ａ８Ａ８

NO SCALENO SCALENO SCALENO SCALENO SCALE

NO SCALENO SCALENO SCALENO SCALENO SCALE

Ａ２４Ａ２４Ａ２４Ａ２４Ａ２４

Ａ１９Ａ１９Ａ１９Ａ１９Ａ１９

Ａ１２Ａ１２Ａ１２Ａ１２Ａ１２

Ａ２３Ａ２３Ａ２３Ａ２３Ａ２３

Ａ１３Ａ１３Ａ１３Ａ１３Ａ１３

Ａ２１Ａ２１Ａ２１Ａ２１Ａ２１

縮　尺縮　尺縮　尺縮　尺縮　尺

Ａ１Ａ１Ａ１Ａ１Ａ１

NO SCALENO SCALENO SCALENO SCALENO SCALE

図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

Ａ１８Ａ１８Ａ１８Ａ１８Ａ１８

図　面　内　容図　面　内　容図　面　内　容図　面　内　容図　面　内　容

Ａ１６Ａ１６Ａ１６Ａ１６Ａ１６

Ａ１４Ａ１４Ａ１４Ａ１４Ａ１４

Ａ１７Ａ１７Ａ１７Ａ１７Ａ１７

Ａ９Ａ９Ａ９Ａ９Ａ９

図　面　内　容図　面　内　容図　面　内　容図　面　内　容図　面　内　容

Ａ６Ａ６Ａ６Ａ６Ａ６

Ａ２Ａ２Ａ２Ａ２Ａ２

Ａ３Ａ３Ａ３Ａ３Ａ３

S=1： 50S=1： 50S=1： 50S=1： 50S=1： 50

S=1： 50S=1： 50S=1： 50S=1： 50S=1： 50

縮　尺縮　尺縮　尺縮　尺縮　尺

Ａ１５Ａ１５Ａ１５Ａ１５Ａ１５

Ａ４７Ａ４７Ａ４７Ａ４７Ａ４７

Ａ３０Ａ３０Ａ３０Ａ３０Ａ３０

Ａ４５Ａ４５Ａ４５Ａ４５Ａ４５

Ａ４６Ａ４６Ａ４６Ａ４６Ａ４６

Ａ３１Ａ３１Ａ３１Ａ３１Ａ３１

Ａ２９Ａ２９Ａ２９Ａ２９Ａ２９

Ａ３２Ａ３２Ａ３２Ａ３２Ａ３２

Ａ４４Ａ４４Ａ４４Ａ４４Ａ４４

Ａ３９Ａ３９Ａ３９Ａ３９Ａ３９

Ａ４２Ａ４２Ａ４２Ａ４２Ａ４２

Ａ４３Ａ４３Ａ４３Ａ４３Ａ４３

Ａ４０Ａ４０Ａ４０Ａ４０Ａ４０

Ａ４９Ａ４９Ａ４９Ａ４９Ａ４９

Ａ５０Ａ５０Ａ５０Ａ５０Ａ５０

Ａ４１Ａ４１Ａ４１Ａ４１Ａ４１

Ａ４８Ａ４８Ａ４８Ａ４８Ａ４８

Ａ３６Ａ３６Ａ３６Ａ３６Ａ３６

Ａ３３Ａ３３Ａ３３Ａ３３Ａ３３

Ａ３４Ａ３４Ａ３４Ａ３４Ａ３４

Ａ３７Ａ３７Ａ３７Ａ３７Ａ３７

Ａ３８Ａ３８Ａ３８Ａ３８Ａ３８

Ａ３５Ａ３５Ａ３５Ａ３５Ａ３５

図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号 図　面　内　容図　面　内　容図　面　内　容図　面　内　容図　面　内　容 縮　尺縮　尺縮　尺縮　尺縮　尺

建築物解体工事特記仕様書１建築物解体工事特記仕様書１建築物解体工事特記仕様書１建築物解体工事特記仕様書１建築物解体工事特記仕様書１

建築物解体工事特記仕様書２建築物解体工事特記仕様書２建築物解体工事特記仕様書２建築物解体工事特記仕様書２建築物解体工事特記仕様書２

建築物解体工事特記仕様書３建築物解体工事特記仕様書３建築物解体工事特記仕様書３建築物解体工事特記仕様書３建築物解体工事特記仕様書３

建築物解体工事特記仕様書４建築物解体工事特記仕様書４建築物解体工事特記仕様書４建築物解体工事特記仕様書４建築物解体工事特記仕様書４

案内図・配置図（現況）案内図・配置図（現況）案内図・配置図（現況）案内図・配置図（現況）案内図・配置図（現況） S=1:200S=1:200S=1:200S=1:200S=1:200

NO SCALENO SCALENO SCALENO SCALENO SCALEけやき荘　内部仕上表けやき荘　内部仕上表けやき荘　内部仕上表けやき荘　内部仕上表けやき荘　内部仕上表

けやき荘　平面図けやき荘　平面図けやき荘　平面図けやき荘　平面図けやき荘　平面図 S=1:200S=1:200S=1:200S=1:200S=1:200

矩形図，小屋伏図，倉庫棚詳細図矩形図，小屋伏図，倉庫棚詳細図矩形図，小屋伏図，倉庫棚詳細図矩形図，小屋伏図，倉庫棚詳細図矩形図，小屋伏図，倉庫棚詳細図

けやき荘　Ｂ棟：厨房増築平面図，仕上表けやき荘　Ｂ棟：厨房増築平面図，仕上表けやき荘　Ｂ棟：厨房増築平面図，仕上表けやき荘　Ｂ棟：厨房増築平面図，仕上表けやき荘　Ｂ棟：厨房増築平面図，仕上表 S=1： 30S=1： 30S=1： 30S=1： 30S=1： 30

S=1： 100S=1： 100S=1： 100S=1： 100S=1： 100

S=1： 50S=1： 50S=1： 50S=1： 50S=1： 50

S=1： 200S=1： 200S=1： 200S=1： 200S=1： 200

けやき荘：外部仕上表けやき荘：外部仕上表けやき荘：外部仕上表けやき荘：外部仕上表けやき荘：外部仕上表

けやき荘　Ｄ棟：平面図けやき荘　Ｄ棟：平面図けやき荘　Ｄ棟：平面図けやき荘　Ｄ棟：平面図けやき荘　Ｄ棟：平面図 S=1:50S=1:50S=1:50S=1:50S=1:50

けやき荘　立面図１けやき荘　立面図１けやき荘　立面図１けやき荘　立面図１けやき荘　立面図１

けやき荘　立面図２けやき荘　立面図２けやき荘　立面図２けやき荘　立面図２けやき荘　立面図２ S=1： 200S=1： 200S=1： 200S=1： 200S=1： 200

S=1： 200S=1： 200S=1： 200S=1： 200S=1： 200

けやき荘　立面図３けやき荘　立面図３けやき荘　立面図３けやき荘　立面図３けやき荘　立面図３

けやき荘　矩形図けやき荘　矩形図けやき荘　矩形図けやき荘　矩形図けやき荘　矩形図
S=1： 10S=1： 10S=1： 10S=1： 10S=1： 10 S=1： 20S=1： 20S=1： 20S=1： 20S=1： 20

S=1： 30S=1： 30S=1： 30S=1： 30S=1： 30

けやき荘　階段詳細図けやき荘　階段詳細図けやき荘　階段詳細図けやき荘　階段詳細図けやき荘　階段詳細図
S=1： 20S=1： 20S=1： 20S=1： 20S=1： 20

S=1： 50S=1： 50S=1： 50S=1： 50S=1： 50

けやき荘　２階木造床伏図，EXP.j詳細図けやき荘　２階木造床伏図，EXP.j詳細図けやき荘　２階木造床伏図，EXP.j詳細図けやき荘　２階木造床伏図，EXP.j詳細図けやき荘　２階木造床伏図，EXP.j詳細図
S=1： 200S=1： 200S=1： 200S=1： 200S=1： 200

S=1： 10S=1： 10S=1： 10S=1： 10S=1： 10 S=1： 20S=1： 20S=1： 20S=1： 20S=1： 20

S=1： 30S=1： 30S=1： 30S=1： 30S=1： 30

けやき荘　天井伏図けやき荘　天井伏図けやき荘　天井伏図けやき荘　天井伏図けやき荘　天井伏図 S=1： 200S=1： 200S=1： 200S=1： 200S=1： 200

けやき荘　屋根伏図，けやき荘　屋根伏図，けやき荘　屋根伏図，けやき荘　屋根伏図，けやき荘　屋根伏図，

タラップ・ボンベ置場詳細図タラップ・ボンベ置場詳細図タラップ・ボンベ置場詳細図タラップ・ボンベ置場詳細図タラップ・ボンベ置場詳細図

S=1： 20S=1： 20S=1： 20S=1： 20S=1： 20 S=1： 30S=1： 30S=1： 30S=1： 30S=1： 30

S=1： 200S=1： 200S=1： 200S=1： 200S=1： 200

けやき荘　Ａ棟：屋根伏図，けやき荘　Ａ棟：屋根伏図，けやき荘　Ａ棟：屋根伏図，けやき荘　Ａ棟：屋根伏図，けやき荘　Ａ棟：屋根伏図，

屋根詳細図，手摺配置図屋根詳細図，手摺配置図屋根詳細図，手摺配置図屋根詳細図，手摺配置図屋根詳細図，手摺配置図

S=1： 30S=1： 30S=1： 30S=1： 30S=1： 30S=1： 10S=1： 10S=1： 10S=1： 10S=1： 10

S=1： 200S=1： 200S=1： 200S=1： 200S=1： 200

手摺配置図，断面詳細図，断面図手摺配置図，断面詳細図，断面図手摺配置図，断面詳細図，断面図手摺配置図，断面詳細図，断面図手摺配置図，断面詳細図，断面図

S=1： 30S=1： 30S=1： 30S=1： 30S=1： 30S=1： 10S=1： 10S=1： 10S=1： 10S=1： 10

S=1： 200S=1： 200S=1： 200S=1： 200S=1： 200S=1： 50S=1： 50S=1： 50S=1： 50S=1： 50

けやき荘　Ｄ棟：平面詳細図けやき荘　Ｄ棟：平面詳細図けやき荘　Ｄ棟：平面詳細図けやき荘　Ｄ棟：平面詳細図けやき荘　Ｄ棟：平面詳細図 S=1： 50S=1： 50S=1： 50S=1： 50S=1： 50

けやき荘　B・C・D棟・渡り廊下：屋根伏図，けやき荘　B・C・D棟・渡り廊下：屋根伏図，けやき荘　B・C・D棟・渡り廊下：屋根伏図，けやき荘　B・C・D棟・渡り廊下：屋根伏図，けやき荘　B・C・D棟・渡り廊下：屋根伏図，

S=1： 30S=1： 30S=1： 30S=1： 30S=1： 30

S=1： 200S=1： 200S=1： 200S=1： 200S=1： 200

けやき荘　Ｄ棟：鉄骨置屋根詳細図，けやき荘　Ｄ棟：鉄骨置屋根詳細図，けやき荘　Ｄ棟：鉄骨置屋根詳細図，けやき荘　Ｄ棟：鉄骨置屋根詳細図，けやき荘　Ｄ棟：鉄骨置屋根詳細図，

小屋伏図，立面図小屋伏図，立面図小屋伏図，立面図小屋伏図，立面図小屋伏図，立面図

けやき荘　B・C・D棟：屋根伏図けやき荘　B・C・D棟：屋根伏図けやき荘　B・C・D棟：屋根伏図けやき荘　B・C・D棟：屋根伏図けやき荘　B・C・D棟：屋根伏図

けやき荘　展開図１，詳細図けやき荘　展開図１，詳細図けやき荘　展開図１，詳細図けやき荘　展開図１，詳細図けやき荘　展開図１，詳細図
S=1： 30S=1： 30S=1： 30S=1： 30S=1： 30

S=1： 50S=1： 50S=1： 50S=1： 50S=1： 50

S=1： 20S=1： 20S=1： 20S=1： 20S=1： 20 S=1： 30S=1： 30S=1： 30S=1： 30S=1： 30

S=1： 50S=1： 50S=1： 50S=1： 50S=1： 50
けやき荘　平面詳細図１，展開図２けやき荘　平面詳細図１，展開図２けやき荘　平面詳細図１，展開図２けやき荘　平面詳細図１，展開図２けやき荘　平面詳細図１，展開図２

けやき荘　平面詳細図２，展開図３けやき荘　平面詳細図２，展開図３けやき荘　平面詳細図２，展開図３けやき荘　平面詳細図２，展開図３けやき荘　平面詳細図２，展開図３

けやき荘　平面詳細図３，展開図４けやき荘　平面詳細図３，展開図４けやき荘　平面詳細図３，展開図４けやき荘　平面詳細図３，展開図４けやき荘　平面詳細図３，展開図４

S=1： 30S=1： 30S=1： 30S=1： 30S=1： 30

S=1： 50S=1： 50S=1： 50S=1： 50S=1： 50

S=1： 10S=1： 10S=1： 10S=1： 10S=1： 10

S=1： 50S=1： 50S=1： 50S=1： 50S=1： 50

けやき荘　鋼製建具ＫＥＹ　ＰＬＡＮけやき荘　鋼製建具ＫＥＹ　ＰＬＡＮけやき荘　鋼製建具ＫＥＹ　ＰＬＡＮけやき荘　鋼製建具ＫＥＹ　ＰＬＡＮけやき荘　鋼製建具ＫＥＹ　ＰＬＡＮ S=1： 200S=1： 200S=1： 200S=1： 200S=1： 200

S=1： 50S=1： 50S=1： 50S=1： 50S=1： 50

けやき荘　木製建具ＫＥＹ　ＰＬＡＮけやき荘　木製建具ＫＥＹ　ＰＬＡＮけやき荘　木製建具ＫＥＹ　ＰＬＡＮけやき荘　木製建具ＫＥＹ　ＰＬＡＮけやき荘　木製建具ＫＥＹ　ＰＬＡＮ

けやき荘　木製建具表けやき荘　木製建具表けやき荘　木製建具表けやき荘　木製建具表けやき荘　木製建具表

基礎リスト，地中梁リスト１基礎リスト，地中梁リスト１基礎リスト，地中梁リスト１基礎リスト，地中梁リスト１基礎リスト，地中梁リスト１

S=1： 30S=1： 30S=1： 30S=1： 30S=1： 30 S=1： 40S=1： 40S=1： 40S=1： 40S=1： 40

S=1： 50S=1： 50S=1： 50S=1： 50S=1： 50 S=1： 200S=1： 200S=1： 200S=1： 200S=1： 200

S=1： 30S=1： 30S=1： 30S=1： 30S=1： 30 S=1： 40S=1： 40S=1： 40S=1： 40S=1： 40

S=1： 50S=1： 50S=1： 50S=1： 50S=1： 50 S=1： 200S=1： 200S=1： 200S=1： 200S=1： 200基礎リスト，地中梁リスト２基礎リスト，地中梁リスト２基礎リスト，地中梁リスト２基礎リスト，地中梁リスト２基礎リスト，地中梁リスト２

基礎リスト，地中梁リスト３基礎リスト，地中梁リスト３基礎リスト，地中梁リスト３基礎リスト，地中梁リスト３基礎リスト，地中梁リスト３

けやき荘　A棟：基礎伏図，けやき荘　A棟：基礎伏図，けやき荘　A棟：基礎伏図，けやき荘　A棟：基礎伏図，けやき荘　A棟：基礎伏図， S=1： 40S=1： 40S=1： 40S=1： 40S=1： 40 S=1： 50S=1： 50S=1： 50S=1： 50S=1： 50

S=1： 200S=1： 200S=1： 200S=1： 200S=1： 200

けやき荘　A・B・C棟：２階大梁KEYPLAN，けやき荘　A・B・C棟：２階大梁KEYPLAN，けやき荘　A・B・C棟：２階大梁KEYPLAN，けやき荘　A・B・C棟：２階大梁KEYPLAN，けやき荘　A・B・C棟：２階大梁KEYPLAN，

Ｒ階大梁KEYPLAN，大梁リストＲ階大梁KEYPLAN，大梁リストＲ階大梁KEYPLAN，大梁リストＲ階大梁KEYPLAN，大梁リストＲ階大梁KEYPLAN，大梁リスト

S=1： 40S=1： 40S=1： 40S=1： 40S=1： 40

S=1： 300S=1： 300S=1： 300S=1： 300S=1： 300

けやき荘　A・B・C・D棟：けやき荘　A・B・C・D棟：けやき荘　A・B・C・D棟：けやき荘　A・B・C・D棟：けやき荘　A・B・C・D棟：

２階梁伏図，Ｒ階梁伏図２階梁伏図，Ｒ階梁伏図２階梁伏図，Ｒ階梁伏図２階梁伏図，Ｒ階梁伏図２階梁伏図，Ｒ階梁伏図

R階小梁ｽﾗﾌﾞKEYPLAN,小梁ﾘｽﾄ,ｽﾗﾌﾞﾘｽﾄ,壁ﾘｽﾄR階小梁ｽﾗﾌﾞKEYPLAN,小梁ﾘｽﾄ,ｽﾗﾌﾞﾘｽﾄ,壁ﾘｽﾄR階小梁ｽﾗﾌﾞKEYPLAN,小梁ﾘｽﾄ,ｽﾗﾌﾞﾘｽﾄ,壁ﾘｽﾄR階小梁ｽﾗﾌﾞKEYPLAN,小梁ﾘｽﾄ,ｽﾗﾌﾞﾘｽﾄ,壁ﾘｽﾄR階小梁ｽﾗﾌﾞKEYPLAN,小梁ﾘｽﾄ,ｽﾗﾌﾞﾘｽﾄ,壁ﾘｽﾄ

S=1： 30S=1： 30S=1： 30S=1： 30S=1： 30 S=1： 40S=1： 40S=1： 40S=1： 40S=1： 40

S=1： 400S=1： 400S=1： 400S=1： 400S=1： 400

S=1： 20S=1： 20S=1： 20S=1： 20S=1： 20

けやき荘　A.B.C棟：2階小梁ｽﾗﾌﾞKEYPLAN,けやき荘　A.B.C棟：2階小梁ｽﾗﾌﾞKEYPLAN,けやき荘　A.B.C棟：2階小梁ｽﾗﾌﾞKEYPLAN,けやき荘　A.B.C棟：2階小梁ｽﾗﾌﾞKEYPLAN,けやき荘　A.B.C棟：2階小梁ｽﾗﾌﾞKEYPLAN,

けやき荘　A・B・C棟：１階柱リストけやき荘　A・B・C棟：１階柱リストけやき荘　A・B・C棟：１階柱リストけやき荘　A・B・C棟：１階柱リストけやき荘　A・B・C棟：１階柱リスト

S=1： 20S=1： 20S=1： 20S=1： 20S=1： 20けやき荘　A・B・C棟：２階柱リストけやき荘　A・B・C棟：２階柱リストけやき荘　A・B・C棟：２階柱リストけやき荘　A・B・C棟：２階柱リストけやき荘　A・B・C棟：２階柱リスト

S=1： 30S=1： 30S=1： 30S=1： 30S=1： 30けやき荘　A・B・C棟：ラーメン図１けやき荘　A・B・C棟：ラーメン図１けやき荘　A・B・C棟：ラーメン図１けやき荘　A・B・C棟：ラーメン図１けやき荘　A・B・C棟：ラーメン図１

S=1： 30S=1： 30S=1： 30S=1： 30S=1： 30けやき荘　A・B・C棟：ラーメン図２けやき荘　A・B・C棟：ラーメン図２けやき荘　A・B・C棟：ラーメン図２けやき荘　A・B・C棟：ラーメン図２けやき荘　A・B・C棟：ラーメン図２

S=1： 50S=1： 50S=1： 50S=1： 50S=1： 50

S=1： 200S=1： 200S=1： 200S=1： 200S=1： 200

けやき荘　A・B・C・D棟：基礎伏図，けやき荘　A・B・C・D棟：基礎伏図，けやき荘　A・B・C・D棟：基礎伏図，けやき荘　A・B・C・D棟：基礎伏図，けやき荘　A・B・C・D棟：基礎伏図，

D棟：基礎詳細図D棟：基礎詳細図D棟：基礎詳細図D棟：基礎詳細図D棟：基礎詳細図

けやき荘　D棟：壁伏図けやき荘　D棟：壁伏図けやき荘　D棟：壁伏図けやき荘　D棟：壁伏図けやき荘　D棟：壁伏図 S=1： 50S=1： 50S=1： 50S=1： 50S=1： 50

Ｒ階梁伏図Ｒ階梁伏図Ｒ階梁伏図Ｒ階梁伏図Ｒ階梁伏図
S=1： 200S=1： 200S=1： 200S=1： 200S=1： 200

けやき荘　A・B・C・D棟：２階梁伏図，けやき荘　A・B・C・D棟：２階梁伏図，けやき荘　A・B・C・D棟：２階梁伏図，けやき荘　A・B・C・D棟：２階梁伏図，けやき荘　A・B・C・D棟：２階梁伏図，

けやき荘　D棟：軸組図１けやき荘　D棟：軸組図１けやき荘　D棟：軸組図１けやき荘　D棟：軸組図１けやき荘　D棟：軸組図１ S=1： 100S=1： 100S=1： 100S=1： 100S=1： 100

S=1： 100S=1： 100S=1： 100S=1： 100S=1： 100けやき荘　D棟：軸組図２けやき荘　D棟：軸組図２けやき荘　D棟：軸組図２けやき荘　D棟：軸組図２けやき荘　D棟：軸組図２

矩形図，展開図矩形図，展開図矩形図，展開図矩形図，展開図矩形図，展開図

S=1： 30S=1： 30S=1： 30S=1： 30S=1： 30 S=1： 50S=1： 50S=1： 50S=1： 50S=1： 50

S=1： 100S=1： 100S=1： 100S=1： 100S=1： 100

ボイラー室　平面詳細図，立面図，ボイラー室　平面詳細図，立面図，ボイラー室　平面詳細図，立面図，ボイラー室　平面詳細図，立面図，ボイラー室　平面詳細図，立面図，

ボイラー室　建具KEY PLAN，建具表ボイラー室　建具KEY PLAN，建具表ボイラー室　建具KEY PLAN，建具表ボイラー室　建具KEY PLAN，建具表ボイラー室　建具KEY PLAN，建具表
S=1： 50S=1： 50S=1： 50S=1： 50S=1： 50

S=1： 200S=1： 200S=1： 200S=1： 200S=1： 200

Ａ６６Ａ６６Ａ６６Ａ６６Ａ６６

Ａ６７Ａ６７Ａ６７Ａ６７Ａ６７

Ａ６８Ａ６８Ａ６８Ａ６８Ａ６８

Ａ６９Ａ６９Ａ６９Ａ６９Ａ６９

Ａ７０Ａ７０Ａ７０Ａ７０Ａ７０

Ａ７１Ａ７１Ａ７１Ａ７１Ａ７１

Ａ７２Ａ７２Ａ７２Ａ７２Ａ７２

Ａ７３Ａ７３Ａ７３Ａ７３Ａ７３

Ａ７４Ａ７４Ａ７４Ａ７４Ａ７４

Ａ７５Ａ７５Ａ７５Ａ７５Ａ７５

Ａ７６Ａ７６Ａ７６Ａ７６Ａ７６

Ａ７７Ａ７７Ａ７７Ａ７７Ａ７７

Ａ７８Ａ７８Ａ７８Ａ７８Ａ７８

Ａ７９Ａ７９Ａ７９Ａ７９Ａ７９

Ａ８０Ａ８０Ａ８０Ａ８０Ａ８０

Ａ８１Ａ８１Ａ８１Ａ８１Ａ８１

Ａ８２Ａ８２Ａ８２Ａ８２Ａ８２

Ａ８３Ａ８３Ａ８３Ａ８３Ａ８３

Ａ８４Ａ８４Ａ８４Ａ８４Ａ８４

Ａ８５Ａ８５Ａ８５Ａ８５Ａ８５

Ａ８６Ａ８６Ａ８６Ａ８６Ａ８６

Ａ８７Ａ８７Ａ８７Ａ８７Ａ８７

Ａ８８Ａ８８Ａ８８Ａ８８Ａ８８

ボイラー室　各伏図，各リスト，ボイラー室　各伏図，各リスト，ボイラー室　各伏図，各リスト，ボイラー室　各伏図，各リスト，ボイラー室　各伏図，各リスト，

ラーメン図，外部ピット断面図ラーメン図，外部ピット断面図ラーメン図，外部ピット断面図ラーメン図，外部ピット断面図ラーメン図，外部ピット断面図

S=1： 30S=1： 30S=1： 30S=1： 30S=1： 30

S=1： 100S=1： 100S=1： 100S=1： 100S=1： 100

ボイラー室　煙突詳細図ボイラー室　煙突詳細図ボイラー室　煙突詳細図ボイラー室　煙突詳細図ボイラー室　煙突詳細図 S=1:50S=1:50S=1:50S=1:50S=1:50

梁伏図，小屋伏図，屋根伏図，矩計図梁伏図，小屋伏図，屋根伏図，矩計図梁伏図，小屋伏図，屋根伏図，矩計図梁伏図，小屋伏図，屋根伏図，矩計図梁伏図，小屋伏図，屋根伏図，矩計図

蔵①　基礎伏図，平面図，床伏図，天井伏図，蔵①　基礎伏図，平面図，床伏図，天井伏図，蔵①　基礎伏図，平面図，床伏図，天井伏図，蔵①　基礎伏図，平面図，床伏図，天井伏図，蔵①　基礎伏図，平面図，床伏図，天井伏図，

S=1： 100S=1： 100S=1： 100S=1： 100S=1： 100

S=1： 50S=1： 50S=1： 50S=1： 50S=1： 50

梁伏図，小屋伏図，屋根伏図，矩計図梁伏図，小屋伏図，屋根伏図，矩計図梁伏図，小屋伏図，屋根伏図，矩計図梁伏図，小屋伏図，屋根伏図，矩計図梁伏図，小屋伏図，屋根伏図，矩計図 S=1： 100S=1： 100S=1： 100S=1： 100S=1： 100

S=1： 50S=1： 50S=1： 50S=1： 50S=1： 50蔵②　基礎伏図，平面図，床伏図，天井伏図，蔵②　基礎伏図，平面図，床伏図，天井伏図，蔵②　基礎伏図，平面図，床伏図，天井伏図，蔵②　基礎伏図，平面図，床伏図，天井伏図，蔵②　基礎伏図，平面図，床伏図，天井伏図，

NO SCALENO SCALENO SCALENO SCALENO SCALE

集会所　１階平面図集会所　１階平面図集会所　１階平面図集会所　１階平面図集会所　１階平面図

集会所　２階平面図集会所　２階平面図集会所　２階平面図集会所　２階平面図集会所　２階平面図

S=1:100S=1:100S=1:100S=1:100S=1:100

S=1:100S=1:100S=1:100S=1:100S=1:100

S=1:100S=1:100S=1:100S=1:100S=1:100集会所　立面図集会所　立面図集会所　立面図集会所　立面図集会所　立面図

集会所　矩形図集会所　矩形図集会所　矩形図集会所　矩形図集会所　矩形図
S=1： 5S=1： 5S=1： 5S=1： 5S=1： 5

S=1： 30S=1： 30S=1： 30S=1： 30S=1： 30

鉄骨階段詳細図，各部詳細図鉄骨階段詳細図，各部詳細図鉄骨階段詳細図，各部詳細図鉄骨階段詳細図，各部詳細図鉄骨階段詳細図，各部詳細図

集会所　２階ホール平面詳細図，階段詳細図，集会所　２階ホール平面詳細図，階段詳細図，集会所　２階ホール平面詳細図，階段詳細図，集会所　２階ホール平面詳細図，階段詳細図，集会所　２階ホール平面詳細図，階段詳細図， S=1： 10S=1： 10S=1： 10S=1： 10S=1： 10 S=1： 20S=1： 20S=1： 20S=1： 20S=1： 20

S=1： 50S=1： 50S=1： 50S=1： 50S=1： 50S=1： 30S=1： 30S=1： 30S=1： 30S=1： 30

S=1:100S=1:100S=1:100S=1:100S=1:100集会所　天井伏図集会所　天井伏図集会所　天井伏図集会所　天井伏図集会所　天井伏図

集会所　１階床伏図，２階床伏図，集会所　１階床伏図，２階床伏図，集会所　１階床伏図，２階床伏図，集会所　１階床伏図，２階床伏図，集会所　１階床伏図，２階床伏図，

２階屋根伏図２階屋根伏図２階屋根伏図２階屋根伏図２階屋根伏図
S=1:100S=1:100S=1:100S=1:100S=1:100

S=1： 30S=1： 30S=1： 30S=1： 30S=1： 30

S=1： 50S=1： 50S=1： 50S=1： 50S=1： 50

集会所　平面詳細図１，展開図１，集会所　平面詳細図１，展開図１，集会所　平面詳細図１，展開図１，集会所　平面詳細図１，展開図１，集会所　平面詳細図１，展開図１，

詳細図，各部断面図詳細図，各部断面図詳細図，各部断面図詳細図，各部断面図詳細図，各部断面図

集会所　平面詳細図３，展開図３，集会所　平面詳細図３，展開図３，集会所　平面詳細図３，展開図３，集会所　平面詳細図３，展開図３，集会所　平面詳細図３，展開図３，

各部断面図各部断面図各部断面図各部断面図各部断面図

S=1： 20S=1： 20S=1： 20S=1： 20S=1： 20 S=1： 30S=1： 30S=1： 30S=1： 30S=1： 30

S=1： 50S=1： 50S=1： 50S=1： 50S=1： 50

集会所　平面詳細図４，展開図４，集会所　平面詳細図４，展開図４，集会所　平面詳細図４，展開図４，集会所　平面詳細図４，展開図４，集会所　平面詳細図４，展開図４，

各部断面図各部断面図各部断面図各部断面図各部断面図

S=1： 5S=1： 5S=1： 5S=1： 5S=1： 5

S=1： 30S=1： 30S=1： 30S=1： 30S=1： 30

集会所　平面詳細図５，展開図５，集会所　平面詳細図５，展開図５，集会所　平面詳細図５，展開図５，集会所　平面詳細図５，展開図５，集会所　平面詳細図５，展開図５，

各部詳細図各部詳細図各部詳細図各部詳細図各部詳細図

S=1： 5S=1： 5S=1： 5S=1： 5S=1： 5

S=1： 30S=1： 30S=1： 30S=1： 30S=1： 30

集会所　平面詳細図６，展開図６，集会所　平面詳細図６，展開図６，集会所　平面詳細図６，展開図６，集会所　平面詳細図６，展開図６，集会所　平面詳細図６，展開図６，

各部詳細図，各部断面図各部詳細図，各部断面図各部詳細図，各部断面図各部詳細図，各部断面図各部詳細図，各部断面図

S=1： 30S=1： 30S=1： 30S=1： 30S=1： 30

S=1： 50S=1： 50S=1： 50S=1： 50S=1： 50

S=1:100S=1:100S=1:100S=1:100S=1:100集会所　建具ＫＥＹ　ＰＬＡＮ集会所　建具ＫＥＹ　ＰＬＡＮ集会所　建具ＫＥＹ　ＰＬＡＮ集会所　建具ＫＥＹ　ＰＬＡＮ集会所　建具ＫＥＹ　ＰＬＡＮ

集会所　建具表１集会所　建具表１集会所　建具表１集会所　建具表１集会所　建具表１ S=1:50S=1:50S=1:50S=1:50S=1:50

S=1:50S=1:50S=1:50S=1:50S=1:50

S=1:50S=1:50S=1:50S=1:50S=1:50

集会所　建具表２集会所　建具表２集会所　建具表２集会所　建具表２集会所　建具表２

集会所　建具表３集会所　建具表３集会所　建具表３集会所　建具表３集会所　建具表３

S=1:100S=1:100S=1:100S=1:100S=1:100集会所　基礎伏図集会所　基礎伏図集会所　基礎伏図集会所　基礎伏図集会所　基礎伏図

S=1:100S=1:100S=1:100S=1:100S=1:100集会所　２階梁伏図，Ｒ階梁伏図集会所　２階梁伏図，Ｒ階梁伏図集会所　２階梁伏図，Ｒ階梁伏図集会所　２階梁伏図，Ｒ階梁伏図集会所　２階梁伏図，Ｒ階梁伏図

集会所　基礎リスト，地中梁リスト集会所　基礎リスト，地中梁リスト集会所　基礎リスト，地中梁リスト集会所　基礎リスト，地中梁リスト集会所　基礎リスト，地中梁リスト

集会所　１階柱リスト，２階柱リスト集会所　１階柱リスト，２階柱リスト集会所　１階柱リスト，２階柱リスト集会所　１階柱リスト，２階柱リスト集会所　１階柱リスト，２階柱リスト S=1:30S=1:30S=1:30S=1:30S=1:30

S=1:40S=1:40S=1:40S=1:40S=1:40

集会所　大梁リスト集会所　大梁リスト集会所　大梁リスト集会所　大梁リスト集会所　大梁リスト S=1:30S=1:30S=1:30S=1:30S=1:30

集会所　スラブリスト，小梁リスト，集会所　スラブリスト，小梁リスト，集会所　スラブリスト，小梁リスト，集会所　スラブリスト，小梁リスト，集会所　スラブリスト，小梁リスト，

その他リストその他リストその他リストその他リストその他リスト
S=1:30S=1:30S=1:30S=1:30S=1:30

集会所　３通りラーメン図集会所　３通りラーメン図集会所　３通りラーメン図集会所　３通りラーメン図集会所　３通りラーメン図 S=1:30S=1:30S=1:30S=1:30S=1:30

NO SCALENO SCALENO SCALENO SCALENO SCALE作業小屋　仕上表作業小屋　仕上表作業小屋　仕上表作業小屋　仕上表作業小屋　仕上表

作業小屋　平面図，天井伏図作業小屋　平面図，天井伏図作業小屋　平面図，天井伏図作業小屋　平面図，天井伏図作業小屋　平面図，天井伏図 S=1:100S=1:100S=1:100S=1:100S=1:100

S=1:100S=1:100S=1:100S=1:100S=1:100作業小屋　立面図作業小屋　立面図作業小屋　立面図作業小屋　立面図作業小屋　立面図

作業小屋　１階平面詳細図作業小屋　１階平面詳細図作業小屋　１階平面詳細図作業小屋　１階平面詳細図作業小屋　１階平面詳細図 S=1:30S=1:30S=1:30S=1:30S=1:30

作業小屋　展開図１作業小屋　展開図１作業小屋　展開図１作業小屋　展開図１作業小屋　展開図１ S=1:50S=1:50S=1:50S=1:50S=1:50

S=1:50S=1:50S=1:50S=1:50S=1:50作業小屋　展開図２作業小屋　展開図２作業小屋　展開図２作業小屋　展開図２作業小屋　展開図２

作業小屋　断面図１作業小屋　断面図１作業小屋　断面図１作業小屋　断面図１作業小屋　断面図１ S=1:30S=1:30S=1:30S=1:30S=1:30

S=1:30S=1:30S=1:30S=1:30S=1:30作業小屋　断面図２作業小屋　断面図２作業小屋　断面図２作業小屋　断面図２作業小屋　断面図２

作業小屋　建具KEY PLAN，建具表作業小屋　建具KEY PLAN，建具表作業小屋　建具KEY PLAN，建具表作業小屋　建具KEY PLAN，建具表作業小屋　建具KEY PLAN，建具表

Ｅ１Ｅ１Ｅ１Ｅ１Ｅ１

Ｅ２Ｅ２Ｅ２Ｅ２Ｅ２

Ｅ３Ｅ３Ｅ３Ｅ３Ｅ３

Ｅ４Ｅ４Ｅ４Ｅ４Ｅ４

Ｅ５Ｅ５Ｅ５Ｅ５Ｅ５

Ｅ６Ｅ６Ｅ６Ｅ６Ｅ６

Ｅ７Ｅ７Ｅ７Ｅ７Ｅ７

Ｅ８Ｅ８Ｅ８Ｅ８Ｅ８

Ｅ９Ｅ９Ｅ９Ｅ９Ｅ９

Ｅ１０Ｅ１０Ｅ１０Ｅ１０Ｅ１０

Ｅ１１Ｅ１１Ｅ１１Ｅ１１Ｅ１１

Ｅ１２Ｅ１２Ｅ１２Ｅ１２Ｅ１２

Ｅ１３Ｅ１３Ｅ１３Ｅ１３Ｅ１３

Ｅ１４Ｅ１４Ｅ１４Ｅ１４Ｅ１４

集会所　仕上表集会所　仕上表集会所　仕上表集会所　仕上表集会所　仕上表

車庫　平面図，立面図，基礎伏図，車庫　平面図，立面図，基礎伏図，車庫　平面図，立面図，基礎伏図，車庫　平面図，立面図，基礎伏図，車庫　平面図，立面図，基礎伏図，

小屋伏図，断面図小屋伏図，断面図小屋伏図，断面図小屋伏図，断面図小屋伏図，断面図 S=1： 50S=1： 50S=1： 50S=1： 50S=1： 50

S=1： 20S=1： 20S=1： 20S=1： 20S=1： 20

S=1： 50S=1： 50S=1： 50S=1： 50S=1： 50

S=1： 200S=1： 200S=1： 200S=1： 200S=1： 200

S=1： 30S=1： 30S=1： 30S=1： 30S=1： 30 S=1： 50S=1： 50S=1： 50S=1： 50S=1： 50

S=1： 100S=1： 100S=1： 100S=1： 100S=1： 100

S=1： 50S=1： 50S=1： 50S=1： 50S=1： 50

S=1： 100S=1： 100S=1： 100S=1： 100S=1： 100

S=1： 20S=1： 20S=1： 20S=1： 20S=1： 20

S=1： 200S=1： 200S=1： 200S=1： 200S=1： 200

樹木撤去図樹木撤去図樹木撤去図樹木撤去図樹木撤去図 S=1:200S=1:200S=1:200S=1:200S=1:200

S=1:200S=1:200S=1:200S=1:200S=1:200自然石等撤去図自然石等撤去図自然石等撤去図自然石等撤去図自然石等撤去図

仮設計画図仮設計画図仮設計画図仮設計画図仮設計画図

Ａ８９Ａ８９Ａ８９Ａ８９Ａ８９

Ａ９０Ａ９０Ａ９０Ａ９０Ａ９０

Ａ９１Ａ９１Ａ９１Ａ９１Ａ９１

Ａ９２Ａ９２Ａ９２Ａ９２Ａ９２

Ａ９３Ａ９３Ａ９３Ａ９３Ａ９３

Ａ９４Ａ９４Ａ９４Ａ９４Ａ９４

Ａ９５Ａ９５Ａ９５Ａ９５Ａ９５

Ａ９６Ａ９６Ａ９６Ａ９６Ａ９６

Ａ９７Ａ９７Ａ９７Ａ９７Ａ９７

作業小屋　各伏図，断面図作業小屋　各伏図，断面図作業小屋　各伏図，断面図作業小屋　各伏図，断面図作業小屋　各伏図，断面図
S=1： 30S=1： 30S=1： 30S=1： 30S=1： 30

S=1： 100S=1： 100S=1： 100S=1： 100S=1： 100

図面リスト図面リスト図面リスト図面リスト図面リスト

外構撤去詳細図１外構撤去詳細図１外構撤去詳細図１外構撤去詳細図１外構撤去詳細図１

外構撤去詳細図２外構撤去詳細図２外構撤去詳細図２外構撤去詳細図２外構撤去詳細図２

案内図・配置図（解体後）案内図・配置図（解体後）案内図・配置図（解体後）案内図・配置図（解体後）案内図・配置図（解体後）

敷地内侵入防止詳細図（木柵）敷地内侵入防止詳細図（木柵）敷地内侵入防止詳細図（木柵）敷地内侵入防止詳細図（木柵）敷地内侵入防止詳細図（木柵）

S=1： 200S=1： 200S=1： 200S=1： 200S=1： 200

S=1： 30S=1： 30S=1： 30S=1： 30S=1： 30

けやき荘　１階衛生・換気設備平面図けやき荘　１階衛生・換気設備平面図けやき荘　１階衛生・換気設備平面図けやき荘　１階衛生・換気設備平面図けやき荘　１階衛生・換気設備平面図

衛生設備屋外配管図衛生設備屋外配管図衛生設備屋外配管図衛生設備屋外配管図衛生設備屋外配管図

けやき荘　Ａ棟１，２階便所平面詳細図けやき荘　Ａ棟１，２階便所平面詳細図けやき荘　Ａ棟１，２階便所平面詳細図けやき荘　Ａ棟１，２階便所平面詳細図けやき荘　Ａ棟１，２階便所平面詳細図

衛生設備機器表・管種凡例衛生設備機器表・管種凡例衛生設備機器表・管種凡例衛生設備機器表・管種凡例衛生設備機器表・管種凡例

けやき荘　２階衛生設備平面図けやき荘　２階衛生設備平面図けやき荘　２階衛生設備平面図けやき荘　２階衛生設備平面図けやき荘　２階衛生設備平面図

Ｍ８Ｍ８Ｍ８Ｍ８Ｍ８

Ｍ９Ｍ９Ｍ９Ｍ９Ｍ９

Ｍ１０Ｍ１０Ｍ１０Ｍ１０Ｍ１０

Ｍ１１Ｍ１１Ｍ１１Ｍ１１Ｍ１１

Ｍ１２Ｍ１２Ｍ１２Ｍ１２Ｍ１２

Ｍ１３Ｍ１３Ｍ１３Ｍ１３Ｍ１３

Ｍ１４Ｍ１４Ｍ１４Ｍ１４Ｍ１４

Ｍ１５Ｍ１５Ｍ１５Ｍ１５Ｍ１５

S=1:100S=1:100S=1:100S=1:100S=1:100

S=1:100S=1:100S=1:100S=1:100S=1:100

S=1:100S=1:100S=1:100S=1:100S=1:100

S=1:100S=1:100S=1:100S=1:100S=1:100

S=1:50S=1:50S=1:50S=1:50S=1:50

S=1:100S=1:100S=1:100S=1:100S=1:100

S=1:100S=1:100S=1:100S=1:100S=1:100

S=1： 50S=1： 50S=1： 50S=1： 50S=1： 50

S=1： 100S=1： 100S=1： 100S=1： 100S=1： 100

NO SCALENO SCALENO SCALENO SCALENO SCALEＭ１６Ｍ１６Ｍ１６Ｍ１６Ｍ１６

けやき荘　１階暖房設備平面図けやき荘　１階暖房設備平面図けやき荘　１階暖房設備平面図けやき荘　１階暖房設備平面図けやき荘　１階暖房設備平面図

けやき荘　１階冷房設備平面図けやき荘　１階冷房設備平面図けやき荘　１階冷房設備平面図けやき荘　１階冷房設備平面図けやき荘　１階冷房設備平面図

集会所　１，２階衛生設備平面図集会所　１，２階衛生設備平面図集会所　１，２階衛生設備平面図集会所　１，２階衛生設備平面図集会所　１，２階衛生設備平面図

集会所　１，２階便所平面詳細図集会所　１，２階便所平面詳細図集会所　１，２階便所平面詳細図集会所　１，２階便所平面詳細図集会所　１，２階便所平面詳細図

集会所　１，２階暖房設備平面図集会所　１，２階暖房設備平面図集会所　１，２階暖房設備平面図集会所　１，２階暖房設備平面図集会所　１，２階暖房設備平面図

作業小屋　１，２階暖房、衛生設備平面図作業小屋　１，２階暖房、衛生設備平面図作業小屋　１，２階暖房、衛生設備平面図作業小屋　１，２階暖房、衛生設備平面図作業小屋　１，２階暖房、衛生設備平面図

ボイラー室　平面詳細図・機器表ボイラー室　平面詳細図・機器表ボイラー室　平面詳細図・機器表ボイラー室　平面詳細図・機器表ボイラー室　平面詳細図・機器表

屋外ピット内配管図屋外ピット内配管図屋外ピット内配管図屋外ピット内配管図屋外ピット内配管図

けやき荘　２階暖房設備平面図けやき荘　２階暖房設備平面図けやき荘　２階暖房設備平面図けやき荘　２階暖房設備平面図けやき荘　２階暖房設備平面図

地下貯油槽詳細図地下貯油槽詳細図地下貯油槽詳細図地下貯油槽詳細図地下貯油槽詳細図

S=1:50S=1:50S=1:50S=1:50S=1:50Ｍ７Ｍ７Ｍ７Ｍ７Ｍ７ 　　　　　Ｂ棟厨房機器平面詳細図　　　　　Ｂ棟厨房機器平面詳細図　　　　　Ｂ棟厨房機器平面詳細図　　　　　Ｂ棟厨房機器平面詳細図　　　　　Ｂ棟厨房機器平面詳細図

　　　　　Ｂ棟厨房機器表　　　　　Ｂ棟厨房機器表　　　　　Ｂ棟厨房機器表　　　　　Ｂ棟厨房機器表　　　　　Ｂ棟厨房機器表

けやき荘　Ｄ棟バスルーム平面詳細図けやき荘　Ｄ棟バスルーム平面詳細図けやき荘　Ｄ棟バスルーム平面詳細図けやき荘　Ｄ棟バスルーム平面詳細図けやき荘　Ｄ棟バスルーム平面詳細図

NO SCALENO SCALENO SCALENO SCALENO SCALE

S=1： 100S=1： 100S=1： 100S=1： 100S=1： 100

S=1： 50S=1： 50S=1： 50S=1： 50S=1： 50

S=1： 200S=1： 200S=1： 200S=1： 200S=1： 200 S=1： 500S=1： 500S=1： 500S=1： 500S=1： 500

けやき荘　鋼製建具表１けやき荘　鋼製建具表１けやき荘　鋼製建具表１けやき荘　鋼製建具表１けやき荘　鋼製建具表１

けやき荘　鋼製建具表２けやき荘　鋼製建具表２けやき荘　鋼製建具表２けやき荘　鋼製建具表２けやき荘　鋼製建具表２

けやき荘　A・B・C・D棟：基礎伏図，けやき荘　A・B・C・D棟：基礎伏図，けやき荘　A・B・C・D棟：基礎伏図，けやき荘　A・B・C・D棟：基礎伏図，けやき荘　A・B・C・D棟：基礎伏図，

けやき荘　A・B・C・D棟：基礎伏図，けやき荘　A・B・C・D棟：基礎伏図，けやき荘　A・B・C・D棟：基礎伏図，けやき荘　A・B・C・D棟：基礎伏図，けやき荘　A・B・C・D棟：基礎伏図，

S=1： 200S=1： 200S=1： 200S=1： 200S=1： 200

S=1： 200S=1： 200S=1： 200S=1： 200S=1： 200

S=1:50S=1:50S=1:50S=1:50S=1:50

施設看板撤去位置図・外構配置図・部分詳細図施設看板撤去位置図・外構配置図・部分詳細図施設看板撤去位置図・外構配置図・部分詳細図施設看板撤去位置図・外構配置図・部分詳細図施設看板撤去位置図・外構配置図・部分詳細図

S=1:200S=1:200S=1:200S=1:200S=1:200S=1:50S=1:50S=1:50S=1:50S=1:50

蔵①　電気設備撤去図蔵①　電気設備撤去図蔵①　電気設備撤去図蔵①　電気設備撤去図蔵①　電気設備撤去図

盛岡市立けやき荘解体工事盛岡市立けやき荘解体工事盛岡市立けやき荘解体工事盛岡市立けやき荘解体工事盛岡市立けやき荘解体工事

１級建築士事務所１級建築士事務所１級建築士事務所１級建築士事務所１級建築士事務所

１級建築士登録　第285024号１級建築士登録　第285024号１級建築士登録　第285024号１級建築士登録　第285024号１級建築士登録　第285024号 伊五澤　和宣伊五澤　和宣伊五澤　和宣伊五澤　和宣伊五澤　和宣

盛岡市みたけ四丁目８番４０号　ＴＥＬ盛岡市みたけ四丁目８番４０号　ＴＥＬ盛岡市みたけ四丁目８番４０号　ＴＥＬ盛岡市みたけ四丁目８番４０号　ＴＥＬ盛岡市みたけ四丁目８番４０号　ＴＥＬ ０１９－（６４１）－５７５５０１９－（６４１）－５７５５０１９－（６４１）－５７５５０１９－（６４１）－５７５５０１９－（６４１）－５７５５

一級建築士　登録第306963号　伊五澤　直樹一級建築士　登録第306963号　伊五澤　直樹一級建築士　登録第306963号　伊五澤　直樹一級建築士　登録第306963号　伊五澤　直樹一級建築士　登録第306963号　伊五澤　直樹一級建築士　登録第306963号　伊五澤　直樹一級建築士　登録第306963号　伊五澤　直樹一級建築士　登録第306963号　伊五澤　直樹一級建築士　登録第306963号　伊五澤　直樹一級建築士　登録第306963号　伊五澤　直樹

建築意匠建築意匠建築意匠建築意匠建築意匠

特記特記特記特記特記

工事名工事名工事名工事名工事名

縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺

枚ノ内枚ノ内枚ノ内枚ノ内枚ノ内

区分区分区分区分区分

号号号号号
番番番番番
面面面面面
図図図図図

伊 五 沢 設 計伊 五 沢 設 計伊 五 沢 設 計伊 五 沢 設 計伊 五 沢 設 計会社会社会社会社会社

有限有限有限有限有限
検　図検　図検　図検　図検　図 製　図製　図製　図製　図製　図

図面内容図面内容図面内容図面内容図面内容

NOSCALENOSCALENOSCALENOSCALENOSCALE盛岡市立けやき荘解体工事盛岡市立けやき荘解体工事盛岡市立けやき荘解体工事盛岡市立けやき荘解体工事盛岡市立けやき荘解体工事
Ａ１Ａ１Ａ１Ａ１Ａ１

タイトル・図面リストタイトル・図面リストタイトル・図面リストタイトル・図面リストタイトル・図面リスト

A97A97A97A97A97



[3.12.1][3.12.1][3.12.1][3.12.1][3.12.1]

（契　約　後）（契　約　後）（契　約　後）（契　約　後）（契　約　後）
・工事工程表　　・現場代理人，主任技術者等届・工事工程表　　・現場代理人，主任技術者等届・工事工程表　　・現場代理人，主任技術者等届・工事工程表　　・現場代理人，主任技術者等届・工事工程表　　・現場代理人，主任技術者等届

・火災保険加入契約書（写）　　・請負代金内訳書・火災保険加入契約書（写）　　・請負代金内訳書・火災保険加入契約書（写）　　・請負代金内訳書・火災保険加入契約書（写）　　・請負代金内訳書・火災保険加入契約書（写）　　・請負代金内訳書
（工　事　中）（工　事　中）（工　事　中）（工　事　中）（工　事　中） ・出来高検査願　　　・施工体制台帳（写）・出来高検査願　　　・施工体制台帳（写）・出来高検査願　　　・施工体制台帳（写）・出来高検査願　　　・施工体制台帳（写）・出来高検査願　　　・施工体制台帳（写）

・工事完成届　　　　・工事完成引渡書・工事完成届　　　　・工事完成引渡書・工事完成届　　　　・工事完成引渡書・工事完成届　　　　・工事完成引渡書・工事完成届　　　　・工事完成引渡書
（完　成　後）（完　成　後）（完　成　後）（完　成　後）（完　成　後）

共通，特記仕様書等に定められている主な提出書類共通，特記仕様書等に定められている主な提出書類共通，特記仕様書等に定められている主な提出書類共通，特記仕様書等に定められている主な提出書類共通，特記仕様書等に定められている主な提出書類

（契　約　後）（契　約　後）（契　約　後）（契　約　後）（契　約　後）

（工　事　中）（工　事　中）（工　事　中）（工　事　中）（工　事　中）
・各種工事施工計画書　　　・各種工事施工図・各種工事施工計画書　　　・各種工事施工図・各種工事施工計画書　　　・各種工事施工図・各種工事施工計画書　　　・各種工事施工図・各種工事施工計画書　　　・各種工事施工図
・工事作業日報　　　・主要資材規格又は品質証明書・工事作業日報　　　・主要資材規格又は品質証明書・工事作業日報　　　・主要資材規格又は品質証明書・工事作業日報　　　・主要資材規格又は品質証明書・工事作業日報　　　・主要資材規格又は品質証明書

・完成図　　・責任施工保証書　　・各種届出書等・完成図　　・責任施工保証書　　・各種届出書等・完成図　　・責任施工保証書　　・各種届出書等・完成図　　・責任施工保証書　　・各種届出書等・完成図　　・責任施工保証書　　・各種届出書等
・官公署認可及び検査済証・官公署認可及び検査済証・官公署認可及び検査済証・官公署認可及び検査済証・官公署認可及び検査済証
・取扱説明書（設備機器説明含む）・取扱説明書（設備機器説明含む）・取扱説明書（設備機器説明含む）・取扱説明書（設備機器説明含む）・取扱説明書（設備機器説明含む）

（完　成　後）（完　成　後）（完　成　後）（完　成　後）（完　成　後）

・各種試験成績書又は報告書　・主要資材搬入検査願・各種試験成績書又は報告書　・主要資材搬入検査願・各種試験成績書又は報告書　・主要資材搬入検査願・各種試験成績書又は報告書　・主要資材搬入検査願・各種試験成績書又は報告書　・主要資材搬入検査願
・施工体制台帳（写）・施工体制台帳（写）・施工体制台帳（写）・施工体制台帳（写）・施工体制台帳（写）

１．仮囲い１．仮囲い１．仮囲い１．仮囲い１．仮囲い

・  単管シート（H=          ）・  単管シート（H=          ）・  単管シート（H=          ）・  単管シート（H=          ）・  単管シート（H=          ） ・  防音シート（H=          ）・  防音シート（H=          ）・  防音シート（H=          ）・  防音シート（H=          ）・  防音シート（H=          ）

・  設けない・  設けない・  設けない・  設けない・  設けない

２．騒音、防塵等２．騒音、防塵等２．騒音、防塵等２．騒音、防塵等２．騒音、防塵等
の対策の対策の対策の対策の対策

[2.2.1][2.2.1][2.2.1][2.2.1][2.2.1]
・　防音パネル・　防音パネル・　防音パネル・　防音パネル・　防音パネル

・　設けない・　設けない・　設けない・　設けない・　設けない

３．交通誘導員３．交通誘導員３．交通誘導員３．交通誘導員３．交通誘導員

４．監督職員４．監督職員４．監督職員４．監督職員４．監督職員
事務所事務所事務所事務所事務所

・  波形鉄板  （H=          ）・  波形鉄板  （H=          ）・  波形鉄板  （H=          ）・  波形鉄板  （H=          ）・  波形鉄板  （H=          ）

・　配置しない・　配置しない・　配置しない・　配置しない・　配置しない

※  設ける  （位置、延長等は図示）※  設ける  （位置、延長等は図示）※  設ける  （位置、延長等は図示）※  設ける  （位置、延長等は図示）※  設ける  （位置、延長等は図示）

※　設ける（適用範囲、高さ等は図示)※　設ける（適用範囲、高さ等は図示)※　設ける（適用範囲、高さ等は図示)※　設ける（適用範囲、高さ等は図示)※　設ける（適用範囲、高さ等は図示)
・　防音シート・　防音シート・　防音シート・　防音シート・　防音シート ・　養生シート・　養生シート・　養生シート・　養生シート・　養生シート

[2.3.1][2.3.1][2.3.1][2.3.1][2.3.1]
 ※　設けない（請負者事務所に打合せ会議室を確保する） ※　設けない（請負者事務所に打合せ会議室を確保する） ※　設けない（請負者事務所に打合せ会議室を確保する） ※　設けない（請負者事務所に打合せ会議室を確保する） ※　設けない（請負者事務所に打合せ会議室を確保する）
 ・　設ける（規模　　　　㎡程度　請負者事務所と同棟　・可　・否） ・　設ける（規模　　　　㎡程度　請負者事務所と同棟　・可　・否） ・　設ける（規模　　　　㎡程度　請負者事務所と同棟　・可　・否） ・　設ける（規模　　　　㎡程度　請負者事務所と同棟　・可　・否） ・　設ける（規模　　　　㎡程度　請負者事務所と同棟　・可　・否）

　　組　　組　　組　　組　　組数　　　量数　　　量数　　　量数　　　量数　　　量
軍　手軍　手軍　手軍　手軍　手備品の種類備品の種類備品の種類備品の種類備品の種類
　　ケ　　ケ　　ケ　　ケ　　ケ 　　組　　組　　組　　組　　組 　　ケ　　ケ　　ケ　　ケ　　ケ 　　ケ　　ケ　　ケ　　ケ　　ケ数　　　量数　　　量数　　　量数　　　量数　　　量

懐中電灯懐中電灯懐中電灯懐中電灯懐中電灯備品の種類備品の種類備品の種類備品の種類備品の種類 上履き上履き上履き上履き上履き 衣類ﾛｯｶｰ衣類ﾛｯｶｰ衣類ﾛｯｶｰ衣類ﾛｯｶｰ衣類ﾛｯｶｰ安全帯安全帯安全帯安全帯安全帯
　　ケ　　ケ　　ケ　　ケ　　ケ 　　ケ　　ケ　　ケ　　ケ　　ケ　　組　　組　　組　　組　　組 　　組　　組　　組　　組　　組数　　　量数　　　量数　　　量数　　　量数　　　量

備品の種類備品の種類備品の種類備品の種類備品の種類 保護帽保護帽保護帽保護帽保護帽雨がっぱ雨がっぱ雨がっぱ雨がっぱ雨がっぱｺﾞﾑ長靴ｺﾞﾑ長靴ｺﾞﾑ長靴ｺﾞﾑ長靴ｺﾞﾑ長靴温度計温度計温度計温度計温度計
　　ケ　　ケ　　ケ　　ケ　　ケ　　ケ　　ケ　　ケ　　ケ　　ケ　　組　　組　　組　　組　　組 　　ケ　　ケ　　ケ　　ケ　　ケ数　　　量数　　　量数　　　量数　　　量数　　　量

備品の種類備品の種類備品の種類備品の種類備品の種類 ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ書　棚書　棚書　棚書　棚書　棚机・椅子机・椅子机・椅子机・椅子机・椅子 掛時計掛時計掛時計掛時計掛時計

 構内既存の施設　※ 利用できる（ ※ 有償　・ 無償） 構内既存の施設　※ 利用できる（ ※ 有償　・ 無償） 構内既存の施設　※ 利用できる（ ※ 有償　・ 無償） 構内既存の施設　※ 利用できる（ ※ 有償　・ 無償） 構内既存の施設　※ 利用できる（ ※ 有償　・ 無償）

 構内既存の施設　※ 利用できる（ ※ 有償　・ 無償） 構内既存の施設　※ 利用できる（ ※ 有償　・ 無償） 構内既存の施設　※ 利用できる（ ※ 有償　・ 無償） 構内既存の施設　※ 利用できる（ ※ 有償　・ 無償） 構内既存の施設　※ 利用できる（ ※ 有償　・ 無償）

※　指定しない　　・　指定する（図示）※　指定しない　　・　指定する（図示）※　指定しない　　・　指定する（図示）※　指定しない　　・　指定する（図示）※　指定しない　　・　指定する（図示）

・・・・・外部足場外部足場外部足場外部足場外部足場
・　　　　　　　　）・　　　　　　　　）・　　　　　　　　）・　　　　　　　　）・　　　　　　　　）

・設置しない・設置しない・設置しない・設置しない・設置しない

・設置する　　（設置範囲　・工事に必要な範囲・設置する　　（設置範囲　・工事に必要な範囲・設置する　　（設置範囲　・工事に必要な範囲・設置する　　（設置範囲　・工事に必要な範囲・設置する　　（設置範囲　・工事に必要な範囲

・設置する　　（設置範囲　・工事に必要な範囲・設置する　　（設置範囲　・工事に必要な範囲・設置する　　（設置範囲　・工事に必要な範囲・設置する　　（設置範囲　・工事に必要な範囲・設置する　　（設置範囲　・工事に必要な範囲
・　　　　　　　　）・　　　　　　　　）・　　　　　　　　）・　　　　　　　　）・　　　　　　　　）

・設置しない・設置しない・設置しない・設置しない・設置しない

<表2.2.1><表2.2.1><表2.2.1><表2.2.1><表2.2.1>

防護シート防護シート防護シート防護シート防護シート

<2.2.4><2.2.4><2.2.4><2.2.4><2.2.4>

内部足場内部足場内部足場内部足場内部足場 ・設置する　　（・　　　　　　　※脚立，足場板等）・設置する　　（・　　　　　　　※脚立，足場板等）・設置する　　（・　　　　　　　※脚立，足場板等）・設置する　　（・　　　　　　　※脚立，足場板等）・設置する　　（・　　　　　　　※脚立，足場板等）

・設置しない・設置しない・設置しない・設置しない・設置しない

　・材料，撤去材等の運搬方法　・材料，撤去材等の運搬方法　・材料，撤去材等の運搬方法　・材料，撤去材等の運搬方法　・材料，撤去材等の運搬方法
　　　種別（・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種　・Ｅ種）　　　種別（・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種　・Ｅ種）　　　種別（・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種　・Ｅ種）　　　種別（・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種　・Ｅ種）　　　種別（・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種　・Ｅ種）

　　　　Ｄ種：利用可能な階段　　　　　　（　　　　　　　　）　　　　Ｄ種：利用可能な階段　　　　　　（　　　　　　　　）　　　　Ｄ種：利用可能な階段　　　　　　（　　　　　　　　）　　　　Ｄ種：利用可能な階段　　　　　　（　　　　　　　　）　　　　Ｄ種：利用可能な階段　　　　　　（　　　　　　　　）
　　　　Ｃ種：利用可能なエレベーター　　（　　　　　　　　）　　　　Ｃ種：利用可能なエレベーター　　（　　　　　　　　）　　　　Ｃ種：利用可能なエレベーター　　（　　　　　　　　）　　　　Ｃ種：利用可能なエレベーター　　（　　　　　　　　）　　　　Ｃ種：利用可能なエレベーター　　（　　　　　　　　）

　 足場を設ける場合は、「手すり先行工法等に関するガイドライン（厚生労　 足場を設ける場合は、「手すり先行工法等に関するガイドライン（厚生労　 足場を設ける場合は、「手すり先行工法等に関するガイドライン（厚生労　 足場を設ける場合は、「手すり先行工法等に関するガイドライン（厚生労　 足場を設ける場合は、「手すり先行工法等に関するガイドライン（厚生労
 働省平成21年4月策定）」によるものとし、設置については「手すり先行工 働省平成21年4月策定）」によるものとし、設置については「手すり先行工 働省平成21年4月策定）」によるものとし、設置については「手すり先行工 働省平成21年4月策定）」によるものとし、設置については「手すり先行工 働省平成21年4月策定）」によるものとし、設置については「手すり先行工
 法による足場の組立て等に関する基準」及び「働きやすい安心感のある足場 法による足場の組立て等に関する基準」及び「働きやすい安心感のある足場 法による足場の組立て等に関する基準」及び「働きやすい安心感のある足場 法による足場の組立て等に関する基準」及び「働きやすい安心感のある足場 法による足場の組立て等に関する基準」及び「働きやすい安心感のある足場
 に関する基準」によること。 に関する基準」によること。 に関する基準」によること。 に関する基準」によること。 に関する基準」によること。

・  酸素・アセチレン・軽油等の危険物は所定の位置に施錠できる小屋等に・  酸素・アセチレン・軽油等の危険物は所定の位置に施錠できる小屋等に・  酸素・アセチレン・軽油等の危険物は所定の位置に施錠できる小屋等に・  酸素・アセチレン・軽油等の危険物は所定の位置に施錠できる小屋等に・  酸素・アセチレン・軽油等の危険物は所定の位置に施錠できる小屋等に
保管すること。保管すること。保管すること。保管すること。保管すること。

行うこと。行うこと。行うこと。行うこと。行うこと。

・  工事に関係部分の出入の表示を行うこと。・  工事に関係部分の出入の表示を行うこと。・  工事に関係部分の出入の表示を行うこと。・  工事に関係部分の出入の表示を行うこと。・  工事に関係部分の出入の表示を行うこと。

５．工事用水５．工事用水５．工事用水５．工事用水５．工事用水

６．工事用電力６．工事用電力６．工事用電力６．工事用電力６．工事用電力

７．工事用通路７．工事用通路７．工事用通路７．工事用通路７．工事用通路

８．足場等８．足場等８．足場等８．足場等８．足場等

９．その他９．その他９．その他９．その他９．その他

１．解体工法１．解体工法１．解体工法１．解体工法１．解体工法
シートや散水等により騒音・振動の減少、粉塵の防止に努めること。シートや散水等により騒音・振動の減少、粉塵の防止に努めること。シートや散水等により騒音・振動の減少、粉塵の防止に努めること。シートや散水等により騒音・振動の減少、粉塵の防止に努めること。シートや散水等により騒音・振動の減少、粉塵の防止に努めること。

（建設リサイクル法規則第２条）」による。（建設リサイクル法規則第２条）」による。（建設リサイクル法規則第２条）」による。（建設リサイクル法規則第２条）」による。（建設リサイクル法規則第２条）」による。

　石綿含有建材の処理　石綿含有建材の処理　石綿含有建材の処理　石綿含有建材の処理　石綿含有建材の処理
　　・石綿含有吹付け材の除去　　・石綿含有吹付け材の除去　　・石綿含有吹付け材の除去　　・石綿含有吹付け材の除去　　・石綿含有吹付け材の除去

　　　除去した石綿含有吹付け材等の飛散防止措置　　　除去した石綿含有吹付け材等の飛散防止措置　　　除去した石綿含有吹付け材等の飛散防止措置　　　除去した石綿含有吹付け材等の飛散防止措置　　　除去した石綿含有吹付け材等の飛散防止措置
　　　　※湿潤化　　・固形化　　　　※湿潤化　　・固形化　　　　※湿潤化　　・固形化　　　　※湿潤化　　・固形化　　　　※湿潤化　　・固形化
　　　除去した石綿含有吹付け材等の処分　　　除去した石綿含有吹付け材等の処分　　　除去した石綿含有吹付け材等の処分　　　除去した石綿含有吹付け材等の処分　　　除去した石綿含有吹付け材等の処分
　　　　・埋立処分（管理型最終処分場）　　　　・埋立処分（管理型最終処分場）　　　　・埋立処分（管理型最終処分場）　　　　・埋立処分（管理型最終処分場）　　　　・埋立処分（管理型最終処分場）
　　　　・中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）　　　　・中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）　　　　・中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）　　　　・中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）　　　　・中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）

　　　除去対象範囲　　・図示　　　・　　　　除去対象範囲　　・図示　　　・　　　　除去対象範囲　　・図示　　　・　　　　除去対象範囲　　・図示　　　・　　　　除去対象範囲　　・図示　　　・　
　　　除去工法　　　　・　　　　　　　　除去工法　　　　・　　　　　　　　除去工法　　　　・　　　　　　　　除去工法　　　　・　　　　　　　　除去工法　　　　・　　　　　

［6.3.1］[6.3.2]［6.3.3］[6.3.4]［6.3.1］[6.3.2]［6.3.3］[6.3.4]［6.3.1］[6.3.2]［6.3.3］[6.3.4]［6.3.1］[6.3.2]［6.3.3］[6.3.4]［6.3.1］[6.3.2]［6.3.3］[6.3.4]

　　・石綿含有保温材等の除去　　・石綿含有保温材等の除去　　・石綿含有保温材等の除去　　・石綿含有保温材等の除去　　・石綿含有保温材等の除去
　　　除去対象範囲　　・図示　　　・　　　　除去対象範囲　　・図示　　　・　　　　除去対象範囲　　・図示　　　・　　　　除去対象範囲　　・図示　　　・　　　　除去対象範囲　　・図示　　　・　
　　　除去工法　　　　・破砕して除去　　・手ばらし　　　除去工法　　　　・破砕して除去　　・手ばらし　　　除去工法　　　　・破砕して除去　　・手ばらし　　　除去工法　　　　・破砕して除去　　・手ばらし　　　除去工法　　　　・破砕して除去　　・手ばらし

［6.4.1］［6.4.1］［6.4.1］［6.4.1］［6.4.1］

試料№試料№試料№試料№試料№ 調査箇所調査箇所調査箇所調査箇所調査箇所調査試料名称調査試料名称調査試料名称調査試料名称調査試料名称 含有の有無含有の有無含有の有無含有の有無含有の有無 石綿等の種類石綿等の種類石綿等の種類石綿等の種類石綿等の種類

　　　　※湿潤化　　・固形化　　　　※湿潤化　　・固形化　　　　※湿潤化　　・固形化　　　　※湿潤化　　・固形化　　　　※湿潤化　　・固形化
　　　除去した石綿含有保温剤等の飛散防止　　　除去した石綿含有保温剤等の飛散防止　　　除去した石綿含有保温剤等の飛散防止　　　除去した石綿含有保温剤等の飛散防止　　　除去した石綿含有保温剤等の飛散防止

　　　・中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）　　　・中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）　　　・中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）　　　・中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）　　　・中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）
　　　・埋立処分（管理型最終処分場）　　　・埋立処分（管理型最終処分場）　　　・埋立処分（管理型最終処分場）　　　・埋立処分（管理型最終処分場）　　　・埋立処分（管理型最終処分場）
　　　除去した石綿含有保温材等の処分　　　除去した石綿含有保温材等の処分　　　除去した石綿含有保温材等の処分　　　除去した石綿含有保温材等の処分　　　除去した石綿含有保温材等の処分

[6.4.2][6.4.2][6.4.2][6.4.2][6.4.2]

[6.4.3][6.4.3][6.4.3][6.4.3][6.4.3]

[6.5.1][6.5.1][6.5.1][6.5.1][6.5.1]　　　石綿含有成形板の除去　　　石綿含有成形板の除去　　　石綿含有成形板の除去　　　石綿含有成形板の除去　　　石綿含有成形板の除去
　　　除去対象範囲　　・図示　　　除去対象範囲　　・図示　　　除去対象範囲　　・図示　　　除去対象範囲　　・図示　　　除去対象範囲　　・図示

　　　除去した石綿含有成形板の処分　　　除去した石綿含有成形板の処分　　　除去した石綿含有成形板の処分　　　除去した石綿含有成形板の処分　　　除去した石綿含有成形板の処分
　　　・石綿含有せっこうボード　　　・石綿含有せっこうボード　　　・石綿含有せっこうボード　　　・石綿含有せっこうボード　　　・石綿含有せっこうボード
　　　　※埋立処分（管理型最終処分場）　　　　※埋立処分（管理型最終処分場）　　　　※埋立処分（管理型最終処分場）　　　　※埋立処分（管理型最終処分場）　　　　※埋立処分（管理型最終処分場）
　　　・石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板　　　・石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板　　　・石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板　　　・石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板　　　・石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板

　　　※埋立処分（安定型最終処分場）　　　※埋立処分（安定型最終処分場）　　　※埋立処分（安定型最終処分場）　　　※埋立処分（安定型最終処分場）　　　※埋立処分（安定型最終処分場）
　　　※中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）　　　※中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）　　　※中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）　　　※中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）　　　※中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）

[6.5.4][6.5.4][6.5.4][6.5.4][6.5.4]

　石綿含有建材等※調査結果（設計業務委託時）　石綿含有建材等※調査結果（設計業務委託時）　石綿含有建材等※調査結果（設計業務委託時）　石綿含有建材等※調査結果（設計業務委託時）　石綿含有建材等※調査結果（設計業務委託時）

　・自動測定器による測定　・自動測定器による測定　・自動測定器による測定　・自動測定器による測定　・自動測定器による測定
　測定方法　測定方法　測定方法　測定方法　測定方法

　　測　定　名　称　　測　定　名　称　　測　定　名　称　　測　定　名　称　　測　定　名　称
粉じん相対濃度計（デジタル粉じん計）、パーティ粉じん相対濃度計（デジタル粉じん計）、パーティ粉じん相対濃度計（デジタル粉じん計）、パーティ粉じん相対濃度計（デジタル粉じん計）、パーティ粉じん相対濃度計（デジタル粉じん計）、パーティ
クルカウンター、繊維状粒子自動測定器（リアルタクルカウンター、繊維状粒子自動測定器（リアルタクルカウンター、繊維状粒子自動測定器（リアルタクルカウンター、繊維状粒子自動測定器（リアルタクルカウンター、繊維状粒子自動測定器（リアルタ
イムファイバーモニター）等の粉じんを迅速に測定イムファイバーモニター）等の粉じんを迅速に測定イムファイバーモニター）等の粉じんを迅速に測定イムファイバーモニター）等の粉じんを迅速に測定イムファイバーモニター）等の粉じんを迅速に測定
できる機器を用いた測定できる機器を用いた測定できる機器を用いた測定できる機器を用いた測定できる機器を用いた測定

　　　　　　　　　測　定　方　法　　　　　　　　　測　定　方　法　　　　　　　　　測　定　方　法　　　　　　　　　測　定　方　法　　　　　　　　　測　定　方　法

　　・測　定　４　　・測　定　４　　・測　定　４　　・測　定　４　　・測　定　４
　　・測　定　５　　　・測　定　５　　　・測　定　５　　　・測　定　５　　　・測　定　５　

　測　定　名　称　測　定　名　称　測　定　名　称　測　定　名　称　測　定　名　称
フィルタ直径(mm)フィルタ直径(mm)フィルタ直径(mm)フィルタ直径(mm)フィルタ直径(mm)

メンブレンメンブレンメンブレンメンブレンメンブレン 試料の吸引流量試料の吸引流量試料の吸引流量試料の吸引流量試料の吸引流量
(L/min)(L/min)(L/min)(L/min)(L/min)

試料の吸引時間試料の吸引時間試料の吸引時間試料の吸引時間試料の吸引時間
(min)(min)(min)(min)(min)

　・測定４　　・　　・測定４　　・　　・測定４　　・　　・測定４　　・　　・測定４　　・　
　・測定５　・測定５　・測定５　・測定５　・測定５
　・測定　・測定　・測定　・測定　・測定
　・　　・　　・　　・　　・　
　・測定　・測定　・測定　・測定　・測定
　・　　・　　・　　・　　・　
　・測定　・測定　・測定　・測定　・測定

4747474747

4747474747

2525252525 55555

1010101010

1010101010

3030303030

120120120120120

240240240240240

　・JIS K 3850-1に基づいた測定　・JIS K 3850-1に基づいた測定　・JIS K 3850-1に基づいた測定　・JIS K 3850-1に基づいた測定　・JIS K 3850-1に基づいた測定
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１．石綿含有建材１．石綿含有建材１．石綿含有建材１．石綿含有建材１．石綿含有建材
　　の除去工事　　の除去工事　　の除去工事　　の除去工事　　の除去工事

　施工調査　施工調査　施工調査　施工調査　施工調査
　　※石綿含有建材の事前調査　　※石綿含有建材の事前調査　　※石綿含有建材の事前調査　　※石綿含有建材の事前調査　　※石綿含有建材の事前調査
　　　　工事着手に先立ち、目視及び貸与する設計図書等によって　　　　工事着手に先立ち、目視及び貸与する設計図書等によって　　　　工事着手に先立ち、目視及び貸与する設計図書等によって　　　　工事着手に先立ち、目視及び貸与する設計図書等によって　　　　工事着手に先立ち、目視及び貸与する設計図書等によって
　　　　石綿を含有している吹き付け材、成形板、建築材料等の使　　　　石綿を含有している吹き付け材、成形板、建築材料等の使　　　　石綿を含有している吹き付け材、成形板、建築材料等の使　　　　石綿を含有している吹き付け材、成形板、建築材料等の使　　　　石綿を含有している吹き付け材、成形板、建築材料等の使
　　　　用の有無について調査する。　　　　用の有無について調査する。　　　　用の有無について調査する。　　　　用の有無について調査する。　　　　用の有無について調査する。

［6.1.3］［6.1.3］［6.1.3］［6.1.3］［6.1.3］

　・石綿粉じん濃度測定　・石綿粉じん濃度測定　・石綿粉じん濃度測定　・石綿粉じん濃度測定　・石綿粉じん濃度測定

　　　　　測定個所数　　　　　測定個所数　　　　　測定個所数　　　　　測定個所数　　　　　測定個所数
 適用 適用 適用 適用 適用

　測定　測定　測定　測定　測定
　名称　名称　名称　名称　名称

 処理作業後シート 処理作業後シート 処理作業後シート 処理作業後シート 処理作業後シート
撤去後1週間以降撤去後1週間以降撤去後1週間以降撤去後1週間以降撤去後1週間以降

 測　定　時　期 測　定　時　期 測　定　時　期 測　定　時　期 測　定　時　期

 調査対象室外部の付近 調査対象室外部の付近 調査対象室外部の付近 調査対象室外部の付近 調査対象室外部の付近

　　測　定　場　所　　測　定　場　所　　測　定　場　所　　測　定　場　所　　測　定　場　所

 処理作業室内 処理作業室内 処理作業室内 処理作業室内 処理作業室内

 処理作業室内 処理作業室内 処理作業室内 処理作業室内 処理作業室内

ゾーン入口ゾーン入口ゾーン入口ゾーン入口ゾーン入口
セキュリティセキュリティセキュリティセキュリティセキュリティ

集じん・排気装置集じん・排気装置集じん・排気装置集じん・排気装置集じん・排気装置
の排出口（処理作の排出口（処理作の排出口（処理作の排出口（処理作の排出口（処理作
業室外の場合）業室外の場合）業室外の場合）業室外の場合）業室外の場合）
処理作業室外処理作業室外処理作業室外処理作業室外処理作業室外
・施工区画周辺・施工区画周辺・施工区画周辺・施工区画周辺・施工区画周辺
・敷地境界・敷地境界・敷地境界・敷地境界・敷地境界

処理作業室内処理作業室内処理作業室内処理作業室内処理作業室内

処理作業室内処理作業室内処理作業室内処理作業室内処理作業室内

調査対象室外部の付近調査対象室外部の付近調査対象室外部の付近調査対象室外部の付近調査対象室外部の付近

出口吹出し風速出口吹出し風速出口吹出し風速出口吹出し風速出口吹出し風速
1m/sec以下の位置1m/sec以下の位置1m/sec以下の位置1m/sec以下の位置1m/sec以下の位置

・計　　　　点・計　　　　点・計　　　　点・計　　　　点・計　　　　点
・計　　　　点・計　　　　点・計　　　　点・計　　　　点・計　　　　点
・計　　　　点・計　　　　点・計　　　　点・計　　　　点・計　　　　点

・計　　　　点・計　　　　点・計　　　　点・計　　　　点・計　　　　点

処理作業後処理作業後処理作業後処理作業後処理作業後
（シート養生中）（シート養生中）（シート養生中）（シート養生中）（シート養生中）

処理作業前処理作業前処理作業前処理作業前処理作業前

処理作業中処理作業中処理作業中処理作業中処理作業中

　・　　・　　・　　・　　・　
　・　　・　　・　　・　　・　
　・　　・　　・　　・　　・　

　・　　・　　・　　・　　・　

　・　　・　　・　　・　　・　
　・　　・　　・　　・　　・　

　・　・　・　・　・
　・　・　・　・　・

 測定１ 測定１ 測定１ 測定１ 測定１
 測定２ 測定２ 測定２ 測定２ 測定２
 測定３ 測定３ 測定３ 測定３ 測定３

 測定４ 測定４ 測定４ 測定４ 測定４

 測定５ 測定５ 測定５ 測定５ 測定５

 測定６ 測定６ 測定６ 測定６ 測定６

 測定７ 測定７ 測定７ 測定７ 測定７

 測定８ 測定８ 測定８ 測定８ 測定８
 測定９ 測定９ 測定９ 測定９ 測定９

　測定点　測定時期、場所及び　測定点　測定時期、場所及び　測定点　測定時期、場所及び　測定点　測定時期、場所及び　測定点　測定時期、場所及び
［6.1.4］［6.1.4］［6.1.4］［6.1.4］［6.1.4］

　・分析による石綿含有建材の調査　・分析による石綿含有建材の調査　・分析による石綿含有建材の調査　・分析による石綿含有建材の調査　・分析による石綿含有建材の調査
　　分析対象　　分析対象　　分析対象　　分析対象　　分析対象
　　　アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、　　　アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、　　　アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、　　　アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、　　　アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、
　　　クリソライト、クロシドライト、トレモライト　　　クリソライト、クロシドライト、トレモライト　　　クリソライト、クロシドライト、トレモライト　　　クリソライト、クロシドライト、トレモライト　　　クリソライト、クロシドライト、トレモライト
　　分析方法　　分析方法　　分析方法　　分析方法　　分析方法

　　   定性分析方法  　　　　   定性分析方法  　　　　   定性分析方法  　　　　   定性分析方法  　　　　   定性分析方法  　　　　　　定量分析方法　　　　定量分析方法　　　　定量分析方法　　　　定量分析方法　　　　定量分析方法
　　材　料　名　　材　料　名　　材　料　名　　材　料　名　　材　料　名      JIS A 1481 または     JIS A 1481 または     JIS A 1481 または     JIS A 1481 または     JIS A 1481 または 　　　JIS A1481-3または　　　JIS A1481-3または　　　JIS A1481-3または　　　JIS A1481-3または　　　JIS A1481-3または

       JIS A 1481-2       JIS A 1481-2       JIS A 1481-2       JIS A 1481-2       JIS A 1481-2 　　　　JIS A 1481-4　　　　JIS A 1481-4　　　　JIS A 1481-4　　　　JIS A 1481-4　　　　JIS A 1481-4
　・　・　・　・　・ 　・　　　　　　　　箇所　・　　　　　　　　箇所　・　　　　　　　　箇所　・　　　　　　　　箇所　・　　　　　　　　箇所 　・　　　　　　　　箇所　・　　　　　　　　箇所　・　　　　　　　　箇所　・　　　　　　　　箇所　・　　　　　　　　箇所
　・　・　・　・　・ 　・　　　　　　　　箇所　・　　　　　　　　箇所　・　　　　　　　　箇所　・　　　　　　　　箇所　・　　　　　　　　箇所 　・　　　　　　　　箇所　・　　　　　　　　箇所　・　　　　　　　　箇所　・　　　　　　　　箇所　・　　　　　　　　箇所
　・　・　・　・　・ 　・　　　　　　　　箇所　・　　　　　　　　箇所　・　　　　　　　　箇所　・　　　　　　　　箇所　・　　　　　　　　箇所 　・　　　　　　　　箇所　・　　　　　　　　箇所　・　　　　　　　　箇所　・　　　　　　　　箇所　・　　　　　　　　箇所
　　サンプル数　　1箇所あたり３サンプル　　サンプル数　　1箇所あたり３サンプル　　サンプル数　　1箇所あたり３サンプル　　サンプル数　　1箇所あたり３サンプル　　サンプル数　　1箇所あたり３サンプル
　　採取箇所　　　・図示　　　　・　　　採取箇所　　　・図示　　　　・　　　採取箇所　　　・図示　　　　・　　　採取箇所　　　・図示　　　　・　　　採取箇所　　　・図示　　　　・　

※  解体工法は、低振動・低騒音型の機械器具等の選定を心がけ、防音※  解体工法は、低振動・低騒音型の機械器具等の選定を心がけ、防音※  解体工法は、低振動・低騒音型の機械器具等の選定を心がけ、防音※  解体工法は、低振動・低騒音型の機械器具等の選定を心がけ、防音※  解体工法は、低振動・低騒音型の機械器具等の選定を心がけ、防音

※  解体方法及び手順は、「分別解体等に係る施工方法に関する基準※  解体方法及び手順は、「分別解体等に係る施工方法に関する基準※  解体方法及び手順は、「分別解体等に係る施工方法に関する基準※  解体方法及び手順は、「分別解体等に係る施工方法に関する基準※  解体方法及び手順は、「分別解体等に係る施工方法に関する基準

[1.2.1～2][1.2.1～2][1.2.1～2][1.2.1～2][1.2.1～2]２．施工計画書等２．施工計画書等２．施工計画書等２．施工計画書等２．施工計画書等

出し、承諾を得ること。出し、承諾を得ること。出し、承諾を得ること。出し、承諾を得ること。出し、承諾を得ること。

３．杭３．杭３．杭３．杭３．杭 杭の解体杭の解体杭の解体杭の解体杭の解体

杭の解体工法杭の解体工法杭の解体工法杭の解体工法杭の解体工法
・　引き抜き工法　（・　振動　　　・　ケーシング　　　・　　　　　)・　引き抜き工法　（・　振動　　　・　ケーシング　　　・　　　　　)・　引き抜き工法　（・　振動　　　・　ケーシング　　　・　　　　　)・　引き抜き工法　（・　振動　　　・　ケーシング　　　・　　　　　)・　引き抜き工法　（・　振動　　　・　ケーシング　　　・　　　　　)
・　粉砕による解体・　粉砕による解体・　粉砕による解体・　粉砕による解体・　粉砕による解体

・　行う　（※杭頭から　　　ｍまで　　　・全長　）・　行う　（※杭頭から　　　ｍまで　　　・全長　）・　行う　（※杭頭から　　　ｍまで　　　・全長　）・　行う　（※杭頭から　　　ｍまで　　　・全長　）・　行う　（※杭頭から　　　ｍまで　　　・全長　）
[3.9.2][3.9.2][3.9.2][3.9.2][3.9.2]

４．樹木等４．樹木等４．樹木等４．樹木等４．樹木等 樹木の伐採伐根　　　　　　　　・　行う（図示による）樹木の伐採伐根　　　　　　　　・　行う（図示による）樹木の伐採伐根　　　　　　　　・　行う（図示による）樹木の伐採伐根　　　　　　　　・　行う（図示による）樹木の伐採伐根　　　　　　　　・　行う（図示による）
樹木の移植　　　　　　　　　　・　行う（図示による）樹木の移植　　　　　　　　　　・　行う（図示による）樹木の移植　　　　　　　　　　・　行う（図示による）樹木の移植　　　　　　　　　　・　行う（図示による）樹木の移植　　　　　　　　　　・　行う（図示による）

[3.11.1][3.11.1][3.11.1][3.11.1][3.11.1]

備考備考備考備考備考所在地(Km)所在地(Km)所在地(Km)所在地(Km)所在地(Km)種　　類種　　類種　　類種　　類種　　類 処理施設名称等処理施設名称等処理施設名称等処理施設名称等処理施設名称等
・CCA処理木材・CCA処理木材・CCA処理木材・CCA処理木材・CCA処理木材

含有石膏ボード含有石膏ボード含有石膏ボード含有石膏ボード含有石膏ボード
・ヒ素又はカドミウム・ヒ素又はカドミウム・ヒ素又はカドミウム・ヒ素又はカドミウム・ヒ素又はカドミウム

[4.5.1][4.5.1][4.5.1][4.5.1][4.5.1]

・　・　・　・　・　

１．処分に注意を１．処分に注意を１．処分に注意を１．処分に注意を１．処分に注意を
要する建設廃要する建設廃要する建設廃要する建設廃要する建設廃
物物物物物
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４
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４
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４
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５．地下埋設物の５．地下埋設物の５．地下埋設物の５．地下埋設物の５．地下埋設物の
埋設配管埋設配管埋設配管埋設配管埋設配管

６．解体後の整地６．解体後の整地６．解体後の整地６．解体後の整地６．解体後の整地
解体後の埋戻し及び盛り土解体後の埋戻し及び盛り土解体後の埋戻し及び盛り土解体後の埋戻し及び盛り土解体後の埋戻し及び盛り土
・　行う・　行う・　行う・　行う・　行う

埋戻し及び盛土の材料埋戻し及び盛土の材料埋戻し及び盛土の材料埋戻し及び盛土の材料埋戻し及び盛土の材料
・　Ａ　種・　Ａ　種・　Ａ　種・　Ａ　種・　Ａ　種 ※　Ｂ　種※　Ｂ　種※　Ｂ　種※　Ｂ　種※　Ｂ　種 ・　Ｃ　種・　Ｃ　種・　Ｃ　種・　Ｃ　種・　Ｃ　種 ・　Ｄ　種・　Ｄ　種・　Ｄ　種・　Ｄ　種・　Ｄ　種

・・・・・
埋戻し範囲埋戻し範囲埋戻し範囲埋戻し範囲埋戻し範囲 ・　図示による・　図示による・　図示による・　図示による・　図示による

・　構造物撤去等により自現場で発生するコンクリート塊を現場内・　構造物撤去等により自現場で発生するコンクリート塊を現場内・　構造物撤去等により自現場で発生するコンクリート塊を現場内・　構造物撤去等により自現場で発生するコンクリート塊を現場内・　構造物撤去等により自現場で発生するコンクリート塊を現場内

m3m3m3m3m3
Ｃ種の場合Ｃ種の場合Ｃ種の場合Ｃ種の場合Ｃ種の場合

建設発生土受入れ量建設発生土受入れ量建設発生土受入れ量建設発生土受入れ量建設発生土受入れ量
発生場所発生場所発生場所発生場所発生場所
受入条件受入条件受入条件受入条件受入条件

(3.2.3)(表3.2.1)(3.2.3)(表3.2.1)(3.2.3)(表3.2.1)(3.2.3)(表3.2.1)(3.2.3)(表3.2.1)

　で破砕したもの（粒径40㎜以下）を使用する。　で破砕したもの（粒径40㎜以下）を使用する。　で破砕したもの（粒径40㎜以下）を使用する。　で破砕したもの（粒径40㎜以下）を使用する。　で破砕したもの（粒径40㎜以下）を使用する。

整地の高さ整地の高さ整地の高さ整地の高さ整地の高さ ・　現状ＧＬ　　　　　　・　図示による・　現状ＧＬ　　　　　　・　図示による・　現状ＧＬ　　　　　　・　図示による・　現状ＧＬ　　　　　　・　図示による・　現状ＧＬ　　　　　　・　図示による

・　行う（図示による）・　行う（図示による）・　行う（図示による）・　行う（図示による）・　行う（図示による）
地下埋設物及び埋設配管の解体地下埋設物及び埋設配管の解体地下埋設物及び埋設配管の解体地下埋設物及び埋設配管の解体地下埋設物及び埋設配管の解体

[3.13.1][3.13.1][3.13.1][3.13.1][3.13.1]

５．提出書類５．提出書類５．提出書類５．提出書類５．提出書類

・工事総合施工計画書・工事総合施工計画書・工事総合施工計画書・工事総合施工計画書・工事総合施工計画書

・  作業通路は、指定通路表示を行い、足場等の堅固なもので頭上の保護を・  作業通路は、指定通路表示を行い、足場等の堅固なもので頭上の保護を・  作業通路は、指定通路表示を行い、足場等の堅固なもので頭上の保護を・  作業通路は、指定通路表示を行い、足場等の堅固なもので頭上の保護を・  作業通路は、指定通路表示を行い、足場等の堅固なもので頭上の保護を

・  建物周辺は、粉塵防止や火災発生に備えて散水を行うこと。・  建物周辺は、粉塵防止や火災発生に備えて散水を行うこと。・  建物周辺は、粉塵防止や火災発生に備えて散水を行うこと。・  建物周辺は、粉塵防止や火災発生に備えて散水を行うこと。・  建物周辺は、粉塵防止や火災発生に備えて散水を行うこと。

工程表・施工計画書・仮設計画書等は、工事契約後速やかに監督員に提工程表・施工計画書・仮設計画書等は、工事契約後速やかに監督員に提工程表・施工計画書・仮設計画書等は、工事契約後速やかに監督員に提工程表・施工計画書・仮設計画書等は、工事契約後速やかに監督員に提工程表・施工計画書・仮設計画書等は、工事契約後速やかに監督員に提
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Ⅱ　　建　築　工　事　仕　様Ⅱ　　建　築　工　事　仕　様Ⅱ　　建　築　工　事　仕　様Ⅱ　　建　築　工　事　仕　様Ⅱ　　建　築　工　事　仕　様

特　　　　記　　　　事　　　　項特　　　　記　　　　事　　　　項特　　　　記　　　　事　　　　項特　　　　記　　　　事　　　　項特　　　　記　　　　事　　　　項項　　　　目項　　　　目項　　　　目項　　　　目項　　　　目章章章章章
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１．一般事項１．一般事項１．一般事項１．一般事項１．一般事項

・　工事着手前及び完成時に，以下に示す調査範囲の近隣家屋等の内外の・　工事着手前及び完成時に，以下に示す調査範囲の近隣家屋等の内外の・　工事着手前及び完成時に，以下に示す調査範囲の近隣家屋等の内外の・　工事着手前及び完成時に，以下に示す調査範囲の近隣家屋等の内外の・　工事着手前及び完成時に，以下に示す調査範囲の近隣家屋等の内外の
状況（地盤，擁壁，内外壁，床，建具等）を調査・記録し，報告書を監督状況（地盤，擁壁，内外壁，床，建具等）を調査・記録し，報告書を監督状況（地盤，擁壁，内外壁，床，建具等）を調査・記録し，報告書を監督状況（地盤，擁壁，内外壁，床，建具等）を調査・記録し，報告書を監督状況（地盤，擁壁，内外壁，床，建具等）を調査・記録し，報告書を監督

調査範囲　　※　図示調査範囲　　※　図示調査範囲　　※　図示調査範囲　　※　図示調査範囲　　※　図示

・　施工体系図を現場に掲示すること。・　施工体系図を現場に掲示すること。・　施工体系図を現場に掲示すること。・　施工体系図を現場に掲示すること。・　施工体系図を現場に掲示すること。

技術者技術者技術者技術者技術者
※　適用しない※　適用しない※　適用しない※　適用しない※　適用しない・　適用する・　適用する・　適用する・　適用する・　適用する [1.3.3][1.3.3][1.3.3][1.3.3][1.3.3]

２．適用基準等２．適用基準等２．適用基準等２．適用基準等２．適用基準等

・　建築工事監理指針　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（最新版）・　建築工事監理指針　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（最新版）・　建築工事監理指針　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（最新版）・　建築工事監理指針　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（最新版）・　建築工事監理指針　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（最新版）
（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）

・　受注者は、監督員と随時打合せを行い、工程の確認・調整及び工事の円・　受注者は、監督員と随時打合せを行い、工程の確認・調整及び工事の円・　受注者は、監督員と随時打合せを行い、工程の確認・調整及び工事の円・　受注者は、監督員と随時打合せを行い、工程の確認・調整及び工事の円・　受注者は、監督員と随時打合せを行い、工程の確認・調整及び工事の円
滑な進捗をはかること。滑な進捗をはかること。滑な進捗をはかること。滑な進捗をはかること。滑な進捗をはかること。

・　工事施工中に予期せぬ事態や疑義が生じた場合には、監督員に報告の上・　工事施工中に予期せぬ事態や疑義が生じた場合には、監督員に報告の上・　工事施工中に予期せぬ事態や疑義が生じた場合には、監督員に報告の上・　工事施工中に予期せぬ事態や疑義が生じた場合には、監督員に報告の上・　工事施工中に予期せぬ事態や疑義が生じた場合には、監督員に報告の上
、指示に従うこと。、指示に従うこと。、指示に従うこと。、指示に従うこと。、指示に従うこと。

員に提出すること。員に提出すること。員に提出すること。員に提出すること。員に提出すること。

・　工事写真撮ガイドブック＜建築工事編及び解体工事編＞　　（最新版）・　工事写真撮ガイドブック＜建築工事編及び解体工事編＞　　（最新版）・　工事写真撮ガイドブック＜建築工事編及び解体工事編＞　　（最新版）・　工事写真撮ガイドブック＜建築工事編及び解体工事編＞　　（最新版）・　工事写真撮ガイドブック＜建築工事編及び解体工事編＞　　（最新版）

［1.5.2］［1.5.2］［1.5.2］［1.5.2］［1.5.2］

 ・　下表で技能士を適用することとした職種に、１級又は単一級技能士を配 ・　下表で技能士を適用することとした職種に、１級又は単一級技能士を配 ・　下表で技能士を適用することとした職種に、１級又は単一級技能士を配 ・　下表で技能士を適用することとした職種に、１級又は単一級技能士を配 ・　下表で技能士を適用することとした職種に、１級又は単一級技能士を配
    置する。    置する。    置する。    置する。    置する。
 ※　下表で技能士を適用することとした職種に、１級、２級又は単一級技能 ※　下表で技能士を適用することとした職種に、１級、２級又は単一級技能 ※　下表で技能士を適用することとした職種に、１級、２級又は単一級技能 ※　下表で技能士を適用することとした職種に、１級、２級又は単一級技能 ※　下表で技能士を適用することとした職種に、１級、２級又は単一級技能
   士を配置する。   士を配置する。   士を配置する。   士を配置する。   士を配置する。

仮設工事仮設工事仮設工事仮設工事仮設工事 ・とび（とび作業）・とび（とび作業）・とび（とび作業）・とび（とび作業）・とび（とび作業）

・型枠施工（型枠工事作業）・型枠施工（型枠工事作業）・型枠施工（型枠工事作業）・型枠施工（型枠工事作業）・型枠施工（型枠工事作業）
・鉄筋施工（鉄筋組立作業）・鉄筋施工（鉄筋組立作業）・鉄筋施工（鉄筋組立作業）・鉄筋施工（鉄筋組立作業）・鉄筋施工（鉄筋組立作業）

・該当する作業がある以下の職種（作業）の全て・該当する作業がある以下の職種（作業）の全て・該当する作業がある以下の職種（作業）の全て・該当する作業がある以下の職種（作業）の全て・該当する作業がある以下の職種（作業）の全て
 技能検定職種（技能検定作業） 技能検定職種（技能検定作業） 技能検定職種（技能検定作業） 技能検定職種（技能検定作業） 技能検定職種（技能検定作業）

コンクリート工事コンクリート工事コンクリート工事コンクリート工事コンクリート工事
鉄筋工事鉄筋工事鉄筋工事鉄筋工事鉄筋工事

以下の該当工事以下の該当工事以下の該当工事以下の該当工事以下の該当工事
　工　事　種　目　工　事　種　目　工　事　種　目　工　事　種　目　工　事　種　目

・ＡＬＣパネル施工（ＡＬＣパネル工事作業）・ＡＬＣパネル施工（ＡＬＣパネル工事作業）・ＡＬＣパネル施工（ＡＬＣパネル工事作業）・ＡＬＣパネル施工（ＡＬＣパネル工事作業）・ＡＬＣパネル施工（ＡＬＣパネル工事作業）
・ブロック建築（コンクリートブロック工事作業）・ブロック建築（コンクリートブロック工事作業）・ブロック建築（コンクリートブロック工事作業）・ブロック建築（コンクリートブロック工事作業）・ブロック建築（コンクリートブロック工事作業）コンクリートブロック・ALCパネルコンクリートブロック・ALCパネルコンクリートブロック・ALCパネルコンクリートブロック・ALCパネルコンクリートブロック・ALCパネル

・押出成形セメント板工事・押出成形セメント板工事・押出成形セメント板工事・押出成形セメント板工事・押出成形セメント板工事

鉄骨工事鉄骨工事鉄骨工事鉄骨工事鉄骨工事 ・とび（とび作業）・とび（とび作業）・とび（とび作業）・とび（とび作業）・とび（とび作業）
・鉄工（構造物鉄工作業）・鉄工（構造物鉄工作業）・鉄工（構造物鉄工作業）・鉄工（構造物鉄工作業）・鉄工（構造物鉄工作業）

ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ工事ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ工事ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ工事ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ工事ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ工事

塗装工事塗装工事塗装工事塗装工事塗装工事
内装工事内装工事内装工事内装工事内装工事

建具工事建具工事建具工事建具工事建具工事

・バルコニー施工（金属バルコニー工事作業）・バルコニー施工（金属バルコニー工事作業）・バルコニー施工（金属バルコニー工事作業）・バルコニー施工（金属バルコニー工事作業）・バルコニー施工（金属バルコニー工事作業）

                ・カーペット系床仕上作業                ・カーペット系床仕上作業                ・カーペット系床仕上作業                ・カーペット系床仕上作業                ・カーペット系床仕上作業

・ガラス施工（ガラス工事作業）・ガラス施工（ガラス工事作業）・ガラス施工（ガラス工事作業）・ガラス施工（ガラス工事作業）・ガラス施工（ガラス工事作業）
・サッシ施工（ビル用サッシ施工作業）・サッシ施工（ビル用サッシ施工作業）・サッシ施工（ビル用サッシ施工作業）・サッシ施工（ビル用サッシ施工作業）・サッシ施工（ビル用サッシ施工作業）

・左官（左官作業）・左官（左官作業）・左官（左官作業）・左官（左官作業）・左官（左官作業）

・内装仕上施工（・プラスチック系床仕上工事作業・内装仕上施工（・プラスチック系床仕上工事作業・内装仕上施工（・プラスチック系床仕上工事作業・内装仕上施工（・プラスチック系床仕上工事作業・内装仕上施工（・プラスチック系床仕上工事作業
・塗装（建築塗装作業）・塗装（建築塗装作業）・塗装（建築塗装作業）・塗装（建築塗装作業）・塗装（建築塗装作業）

・自動ドア施工（自動ドア施工作業）・自動ドア施工（自動ドア施工作業）・自動ドア施工（自動ドア施工作業）・自動ドア施工（自動ドア施工作業）・自動ドア施工（自動ドア施工作業）
・ガラス施工（ガラス工事作業）・ガラス施工（ガラス工事作業）・ガラス施工（ガラス工事作業）・ガラス施工（ガラス工事作業）・ガラス施工（ガラス工事作業）

・カーテンウォール施工（金属製ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ工事作業）・カーテンウォール施工（金属製ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ工事作業）・カーテンウォール施工（金属製ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ工事作業）・カーテンウォール施工（金属製ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ工事作業）・カーテンウォール施工（金属製ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ工事作業）

・サッシ施工（ビル用サッシ施工作業）・サッシ施工（ビル用サッシ施工作業）・サッシ施工（ビル用サッシ施工作業）・サッシ施工（ビル用サッシ施工作業）・サッシ施工（ビル用サッシ施工作業）
左官工事左官工事左官工事左官工事左官工事

・建築板金（内外装板金作業）・建築板金（内外装板金作業）・建築板金（内外装板金作業）・建築板金（内外装板金作業）・建築板金（内外装板金作業）
金属工事金属工事金属工事金属工事金属工事 ・内装仕上施工（鋼製下地工事作業）・内装仕上施工（鋼製下地工事作業）・内装仕上施工（鋼製下地工事作業）・内装仕上施工（鋼製下地工事作業）・内装仕上施工（鋼製下地工事作業）

・建築大工（大工工事作業）・建築大工（大工工事作業）・建築大工（大工工事作業）・建築大工（大工工事作業）・建築大工（大工工事作業）木工事木工事木工事木工事木工事
・タイル張り（タイル張り作業）・タイル張り（タイル張り作業）・タイル張り（タイル張り作業）・タイル張り（タイル張り作業）・タイル張り（タイル張り作業）タイル工事タイル工事タイル工事タイル工事タイル工事

石工事石工事石工事石工事石工事 ・石材施工（石張り作業）・石材施工（石張り作業）・石材施工（石張り作業）・石材施工（石張り作業）・石材施工（石張り作業）

防水工事防水工事防水工事防水工事防水工事

            ・合成ゴム系シート防水工事作業            ・合成ゴム系シート防水工事作業            ・合成ゴム系シート防水工事作業            ・合成ゴム系シート防水工事作業            ・合成ゴム系シート防水工事作業

・防水施工（・アスファルト防水工事作業・防水施工（・アスファルト防水工事作業・防水施工（・アスファルト防水工事作業・防水施工（・アスファルト防水工事作業・防水施工（・アスファルト防水工事作業
            ・ウレタンゴム系塗膜防水工事作業            ・ウレタンゴム系塗膜防水工事作業            ・ウレタンゴム系塗膜防水工事作業            ・ウレタンゴム系塗膜防水工事作業            ・ウレタンゴム系塗膜防水工事作業
            ・アクリルゴム系塗膜防水工事作業            ・アクリルゴム系塗膜防水工事作業            ・アクリルゴム系塗膜防水工事作業            ・アクリルゴム系塗膜防水工事作業            ・アクリルゴム系塗膜防水工事作業

            ・塩化ビニル系シート防水工事作業            ・塩化ビニル系シート防水工事作業            ・塩化ビニル系シート防水工事作業            ・塩化ビニル系シート防水工事作業            ・塩化ビニル系シート防水工事作業

            ・シーリング防水工事作業            ・シーリング防水工事作業            ・シーリング防水工事作業            ・シーリング防水工事作業            ・シーリング防水工事作業
            ・セメント系防水工事作業            ・セメント系防水工事作業            ・セメント系防水工事作業            ・セメント系防水工事作業            ・セメント系防水工事作業

            ・改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄﾄｰﾁ防水工事作業            ・改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄﾄｰﾁ防水工事作業            ・改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄﾄｰﾁ防水工事作業            ・改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄﾄｰﾁ防水工事作業            ・改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄﾄｰﾁ防水工事作業
            ・ＦＲＰ防水工事作業           ）            ・ＦＲＰ防水工事作業           ）            ・ＦＲＰ防水工事作業           ）            ・ＦＲＰ防水工事作業           ）            ・ＦＲＰ防水工事作業           ）

屋根及びとい工事屋根及びとい工事屋根及びとい工事屋根及びとい工事屋根及びとい工事
・建築板金（内外装板金作業）・建築板金（内外装板金作業）・建築板金（内外装板金作業）・建築板金（内外装板金作業）・建築板金（内外装板金作業）

・かわらぶき（かわらぶき作業）・かわらぶき（かわらぶき作業）・かわらぶき（かわらぶき作業）・かわらぶき（かわらぶき作業）・かわらぶき（かわらぶき作業）

排水工事排水工事排水工事排水工事排水工事
舗装工事舗装工事舗装工事舗装工事舗装工事

植栽工事植栽工事植栽工事植栽工事植栽工事

・配管（建築配管作業）・配管（建築配管作業）・配管（建築配管作業）・配管（建築配管作業）・配管（建築配管作業）
・路面標示施工（・溶融ﾍﾟｲﾝﾄﾊﾝﾄﾞﾏｰｶｰ工事作業・路面標示施工（・溶融ﾍﾟｲﾝﾄﾊﾝﾄﾞﾏｰｶｰ工事作業・路面標示施工（・溶融ﾍﾟｲﾝﾄﾊﾝﾄﾞﾏｰｶｰ工事作業・路面標示施工（・溶融ﾍﾟｲﾝﾄﾊﾝﾄﾞﾏｰｶｰ工事作業・路面標示施工（・溶融ﾍﾟｲﾝﾄﾊﾝﾄﾞﾏｰｶｰ工事作業
　　　　　　　　・加熱ﾍﾟｲﾝﾄﾏｼﾝﾏｰｶｰ工事作業）　　　　　　　　・加熱ﾍﾟｲﾝﾄﾏｼﾝﾏｰｶｰ工事作業）　　　　　　　　・加熱ﾍﾟｲﾝﾄﾏｼﾝﾏｰｶｰ工事作業）　　　　　　　　・加熱ﾍﾟｲﾝﾄﾏｼﾝﾏｰｶｰ工事作業）　　　　　　　　・加熱ﾍﾟｲﾝﾄﾏｼﾝﾏｰｶｰ工事作業）
・造園（造園工事作業）・造園（造園工事作業）・造園（造園工事作業）・造園（造園工事作業）・造園（造園工事作業）

３．電気保安３．電気保安３．電気保安３．電気保安３．電気保安

４．技能士４．技能士４．技能士４．技能士４．技能士

工事名工事名工事名工事名工事名 　　　　　　　　　　　　　特記仕様書　　　　　　　　　　　　　特記仕様書　　　　　　　　　　　　　特記仕様書　　　　　　　　　　　　　特記仕様書　　　　　　　　　　　　　特記仕様書

Ⅰ．工　事　概　要Ⅰ．工　事　概　要Ⅰ．工　事　概　要Ⅰ．工　事　概　要Ⅰ．工　事　概　要

盛岡市立けやき荘解体工事盛岡市立けやき荘解体工事盛岡市立けやき荘解体工事盛岡市立けやき荘解体工事盛岡市立けやき荘解体工事

１．工事場所　：盛岡市上太田細工４番１．工事場所　：盛岡市上太田細工４番１．工事場所　：盛岡市上太田細工４番１．工事場所　：盛岡市上太田細工４番１．工事場所　：盛岡市上太田細工４番

用途地域：市街化調整区域　　　　　　防火地域等：指定なし用途地域：市街化調整区域　　　　　　防火地域等：指定なし用途地域：市街化調整区域　　　　　　防火地域等：指定なし用途地域：市街化調整区域　　　　　　防火地域等：指定なし用途地域：市街化調整区域　　　　　　防火地域等：指定なし

３．工事規模　：1.解体：けやき荘：RC造2階建　1,494.17㎡，2.ﾎﾞｲﾗｰ室：RC造1階建　81.00㎡３．工事規模　：1.解体：けやき荘：RC造2階建　1,494.17㎡，2.ﾎﾞｲﾗｰ室：RC造1階建　81.00㎡３．工事規模　：1.解体：けやき荘：RC造2階建　1,494.17㎡，2.ﾎﾞｲﾗｰ室：RC造1階建　81.00㎡３．工事規模　：1.解体：けやき荘：RC造2階建　1,494.17㎡，2.ﾎﾞｲﾗｰ室：RC造1階建　81.00㎡３．工事規模　：1.解体：けやき荘：RC造2階建　1,494.17㎡，2.ﾎﾞｲﾗｰ室：RC造1階建　81.00㎡

２．敷地面積　：8,024.91㎡２．敷地面積　：8,024.91㎡２．敷地面積　：8,024.91㎡２．敷地面積　：8,024.91㎡２．敷地面積　：8,024.91㎡

3.解体：蔵①：土蔵造2階建　33.04㎡，4.蔵②：土蔵造2階建　138.84㎡3.解体：蔵①：土蔵造2階建　33.04㎡，4.蔵②：土蔵造2階建　138.84㎡3.解体：蔵①：土蔵造2階建　33.04㎡，4.蔵②：土蔵造2階建　138.84㎡3.解体：蔵①：土蔵造2階建　33.04㎡，4.蔵②：土蔵造2階建　138.84㎡3.解体：蔵①：土蔵造2階建　33.04㎡，4.蔵②：土蔵造2階建　138.84㎡

5.解体：集会所：RC造2階建　550.25 ㎡，6.作業小屋：W造2階建　158.84㎡5.解体：集会所：RC造2階建　550.25 ㎡，6.作業小屋：W造2階建　158.84㎡5.解体：集会所：RC造2階建　550.25 ㎡，6.作業小屋：W造2階建　158.84㎡5.解体：集会所：RC造2階建　550.25 ㎡，6.作業小屋：W造2階建　158.84㎡5.解体：集会所：RC造2階建　550.25 ㎡，6.作業小屋：W造2階建　158.84㎡

7.解体：車庫：W造1階建　44.55 ㎡，8.解体：付属棟一式（外構配置図・外構詳細図参照）7.解体：車庫：W造1階建　44.55 ㎡，8.解体：付属棟一式（外構配置図・外構詳細図参照）7.解体：車庫：W造1階建　44.55 ㎡，8.解体：付属棟一式（外構配置図・外構詳細図参照）7.解体：車庫：W造1階建　44.55 ㎡，8.解体：付属棟一式（外構配置図・外構詳細図参照）7.解体：車庫：W造1階建　44.55 ㎡，8.解体：付属棟一式（外構配置図・外構詳細図参照）

9：解体：樹木一式（樹木撤去図参照），10：解体：自然石一式（自然石等撤去図参照）9：解体：樹木一式（樹木撤去図参照），10：解体：自然石一式（自然石等撤去図参照）9：解体：樹木一式（樹木撤去図参照），10：解体：自然石一式（自然石等撤去図参照）9：解体：樹木一式（樹木撤去図参照），10：解体：自然石一式（自然石等撤去図参照）9：解体：樹木一式（樹木撤去図参照），10：解体：自然石一式（自然石等撤去図参照）

11：整地一式（再生砕石敷：8,024.91㎡　ｔ＝100）11：整地一式（再生砕石敷：8,024.91㎡　ｔ＝100）11：整地一式（再生砕石敷：8,024.91㎡　ｔ＝100）11：整地一式（再生砕石敷：8,024.91㎡　ｔ＝100）11：整地一式（再生砕石敷：8,024.91㎡　ｔ＝100）

５．その他５．その他５．その他５．その他５．その他

４．工事範囲　：けやき荘敷地内建物解体（付属棟含む）、樹木撤去、自然石等撤去、整地４．工事範囲　：けやき荘敷地内建物解体（付属棟含む）、樹木撤去、自然石等撤去、整地４．工事範囲　：けやき荘敷地内建物解体（付属棟含む）、樹木撤去、自然石等撤去、整地４．工事範囲　：けやき荘敷地内建物解体（付属棟含む）、樹木撤去、自然石等撤去、整地４．工事範囲　：けやき荘敷地内建物解体（付属棟含む）、樹木撤去、自然石等撤去、整地

12：上記解体に伴う電気設備工事一式・機械設備工事一式12：上記解体に伴う電気設備工事一式・機械設備工事一式12：上記解体に伴う電気設備工事一式・機械設備工事一式12：上記解体に伴う電気設備工事一式・機械設備工事一式12：上記解体に伴う電気設備工事一式・機械設備工事一式

６　別 途 工 事６　別 途 工 事６　別 途 工 事６　別 途 工 事６　別 途 工 事

・  万能鋼板  （H=2.0m      ）・  万能鋼板  （H=2.0m      ）・  万能鋼板  （H=2.0m      ）・  万能鋼板  （H=2.0m      ）・  万能鋼板  （H=2.0m      ）

・  防音パネル（H=          ）・  防音パネル（H=          ）・  防音パネル（H=          ）・  防音パネル（H=          ）・  防音パネル（H=          ）
・  パネルゲート 　 （W=          H=          ）×      箇所・  パネルゲート 　 （W=          H=          ）×      箇所・  パネルゲート 　 （W=          H=          ）×      箇所・  パネルゲート 　 （W=          H=          ）×      箇所・  パネルゲート 　 （W=          H=          ）×      箇所

 　　　　　　　　・ 利用できない 　　　　　　　　・ 利用できない 　　　　　　　　・ 利用できない 　　　　　　　　・ 利用できない 　　　　　　　　・ 利用できない

 　　　　　　　　・ 利用できない 　　　　　　　　・ 利用できない 　　　　　　　　・ 利用できない 　　　　　　　　・ 利用できない 　　　　　　　　・ 利用できない

　・ 監督員と協議による）　・ 監督員と協議による）　・ 監督員と協議による）　・ 監督員と協議による）　・ 監督員と協議による）

　・ 監督員と協議による）　・ 監督員と協議による）　・ 監督員と協議による）　・ 監督員と協議による）　・ 監督員と協議による）

　・　　・　　・　　・　　・　

　　　調査日　令和５年８月１日，２日，２５日　　　調査日　令和５年８月１日，２日，２５日　　　調査日　令和５年８月１日，２日，２５日　　　調査日　令和５年８月１日，２日，２５日　　　調査日　令和５年８月１日，２日，２５日

※石綿含有建材等・・・石綿含有建材、PCB含有建材を言う。※石綿含有建材等・・・石綿含有建材、PCB含有建材を言う。※石綿含有建材等・・・石綿含有建材、PCB含有建材を言う。※石綿含有建材等・・・石綿含有建材、PCB含有建材を言う。※石綿含有建材等・・・石綿含有建材、PCB含有建材を言う。

　　　　調査範囲（・全棟　　　　　　・図示　　　　　　　　）　　　　調査範囲（・全棟　　　　　　・図示　　　　　　　　）　　　　調査範囲（・全棟　　　　　　・図示　　　　　　　　）　　　　調査範囲（・全棟　　　　　　・図示　　　　　　　　）　　　　調査範囲（・全棟　　　　　　・図示　　　　　　　　）
　　　　貸与資料（石綿分析結果報告書　　　　　　　　　　　）　　　　貸与資料（石綿分析結果報告書　　　　　　　　　　　）　　　　貸与資料（石綿分析結果報告書　　　　　　　　　　　）　　　　貸与資料（石綿分析結果報告書　　　　　　　　　　　）　　　　貸与資料（石綿分析結果報告書　　　　　　　　　　　）

１．共通仕様１．共通仕様１．共通仕様１．共通仕様１．共通仕様
図面及び特記仕様に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の図面及び特記仕様に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の図面及び特記仕様に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の図面及び特記仕様に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の図面及び特記仕様に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の

「建築物解体工事共通仕様書(令和４年版）」（以下、「解体共通仕様書」という。）による。「建築物解体工事共通仕様書(令和４年版）」（以下、「解体共通仕様書」という。）による。「建築物解体工事共通仕様書(令和４年版）」（以下、「解体共通仕様書」という。）による。「建築物解体工事共通仕様書(令和４年版）」（以下、「解体共通仕様書」という。）による。「建築物解体工事共通仕様書(令和４年版）」（以下、「解体共通仕様書」という。）による。

（以下「改修標準仕様書」という。）による。（以下「改修標準仕様書」という。）による。（以下「改修標準仕様書」という。）による。（以下「改修標準仕様書」という。）による。（以下「改修標準仕様書」という。）による。
なお、施工条件明示書は特記仕様書に含める。なお、施工条件明示書は特記仕様書に含める。なお、施工条件明示書は特記仕様書に含める。なお、施工条件明示書は特記仕様書に含める。なお、施工条件明示書は特記仕様書に含める。

２．特記仕様２．特記仕様２．特記仕様２．特記仕様２．特記仕様

は全て適用することを原則とすることから、〇印は付けない。は全て適用することを原則とすることから、〇印は付けない。は全て適用することを原則とすることから、〇印は付けない。は全て適用することを原則とすることから、〇印は付けない。は全て適用することを原則とすることから、〇印は付けない。
１）項目は番号に○印のついたものを適用する。ただし、【共通】特記仕様書の項目について１）項目は番号に○印のついたものを適用する。ただし、【共通】特記仕様書の項目について１）項目は番号に○印のついたものを適用する。ただし、【共通】特記仕様書の項目について１）項目は番号に○印のついたものを適用する。ただし、【共通】特記仕様書の項目について１）項目は番号に○印のついたものを適用する。ただし、【共通】特記仕様書の項目について

２）特記事項は、・印のついたものを適用する。・印のつかない場合は※印のついたものを適２）特記事項は、・印のついたものを適用する。・印のつかない場合は※印のついたものを適２）特記事項は、・印のついたものを適用する。・印のつかない場合は※印のついたものを適２）特記事項は、・印のついたものを適用する。・印のつかない場合は※印のついたものを適２）特記事項は、・印のついたものを適用する。・印のつかない場合は※印のついたものを適
用する。・印と※印のついた場合は、共に適用する。用する。・印と※印のついた場合は、共に適用する。用する。・印と※印のついた場合は、共に適用する。用する。・印と※印のついた場合は、共に適用する。用する。・印と※印のついた場合は、共に適用する。
なお、【共通】特記仕様書の特記事項は、・印のついたものを適用するが、選択肢が無いなお、【共通】特記仕様書の特記事項は、・印のついたものを適用するが、選択肢が無いなお、【共通】特記仕様書の特記事項は、・印のついたものを適用するが、選択肢が無いなお、【共通】特記仕様書の特記事項は、・印のついたものを適用するが、選択肢が無いなお、【共通】特記仕様書の特記事項は、・印のついたものを適用するが、選択肢が無い

事項については、内容そのものを適用とすることを原則とする。事項については、内容そのものを適用とすることを原則とする。事項については、内容そのものを適用とすることを原則とする。事項については、内容そのものを適用とすることを原則とする。事項については、内容そのものを適用とすることを原則とする。
３）特記事項に記載の［　］、（　）及び＜　＞内の表示番号は、それぞれ「解体共通仕様書」、３）特記事項に記載の［　］、（　）及び＜　＞内の表示番号は、それぞれ「解体共通仕様書」、３）特記事項に記載の［　］、（　）及び＜　＞内の表示番号は、それぞれ「解体共通仕様書」、３）特記事項に記載の［　］、（　）及び＜　＞内の表示番号は、それぞれ「解体共通仕様書」、３）特記事項に記載の［　］、（　）及び＜　＞内の表示番号は、それぞれ「解体共通仕様書」、

「標準仕様書」及び「改修標準仕様書」の当該項目、当該図又は当該表を示す。「標準仕様書」及び「改修標準仕様書」の当該項目、当該図又は当該表を示す。「標準仕様書」及び「改修標準仕様書」の当該項目、当該図又は当該表を示す。「標準仕様書」及び「改修標準仕様書」の当該項目、当該図又は当該表を示す。「標準仕様書」及び「改修標準仕様書」の当該項目、当該図又は当該表を示す。

・  キャスターゲート（W=6.0m      H=1.8m      ）×    １箇所・  キャスターゲート（W=6.0m      H=1.8m      ）×    １箇所・  キャスターゲート（W=6.0m      H=1.8m      ）×    １箇所・  キャスターゲート（W=6.0m      H=1.8m      ）×    １箇所・  キャスターゲート（W=6.0m      H=1.8m      ）×    １箇所

（対象建築物竣工年　昭和４９・５０・５１(築５２・５１・５０年)）（対象建築物竣工年　昭和４９・５０・５１(築５２・５１・５０年)）（対象建築物竣工年　昭和４９・５０・５１(築５２・５１・５０年)）（対象建築物竣工年　昭和４９・５０・５１(築５２・５１・５０年)）（対象建築物竣工年　昭和４９・５０・５１(築５２・５１・５０年)）

※　配置する（263日　×　2人　＝526人日）※　配置する（263日　×　2人　＝526人日）※　配置する（263日　×　2人　＝526人日）※　配置する（263日　×　2人　＝526人日）※　配置する（263日　×　2人　＝526人日）

ただし、「解体共通仕様書」に記載されていない事項は、「公共建築工事標準仕様書（令和７ただし、「解体共通仕様書」に記載されていない事項は、「公共建築工事標準仕様書（令和７ただし、「解体共通仕様書」に記載されていない事項は、「公共建築工事標準仕様書（令和７ただし、「解体共通仕様書」に記載されていない事項は、「公共建築工事標準仕様書（令和７ただし、「解体共通仕様書」に記載されていない事項は、「公共建築工事標準仕様書（令和７
年版）」(以下「標準仕様書」という。）及び「公共建築改修工事標準仕様書(令和７年版）」年版）」(以下「標準仕様書」という。）及び「公共建築改修工事標準仕様書(令和７年版）」年版）」(以下「標準仕様書」という。）及び「公共建築改修工事標準仕様書(令和７年版）」年版）」(以下「標準仕様書」という。）及び「公共建築改修工事標準仕様書(令和７年版）」年版）」(以下「標準仕様書」という。）及び「公共建築改修工事標準仕様書(令和７年版）」

・計　　５　点・計　　５　点・計　　５　点・計　　５　点・計　　５　点

・計　　３　点・計　　３　点・計　　３　点・計　　３　点・計　　３　点

・計　　２　点・計　　２　点・計　　２　点・計　　２　点・計　　２　点
・計　　２　点・計　　２　点・計　　２　点・計　　２　点・計　　２　点

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層

3434343434

3232323232
3333333333

集会所（娯楽室）内壁集会所（娯楽室）内壁集会所（娯楽室）内壁集会所（娯楽室）内壁集会所（娯楽室）内壁

11111
22222
33333
44444
55555
66666
77777
88888
99999
1010101010
1111111111
1212121212
1313131313
1414141414
1515151515
1616161616
1717171717
1818181818
1919191919
2020202020
2121212121
2222222222
2323232323
2424242424
2525252525
2626262626
2727272727
2828282828

ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付 けやき荘（A棟）外壁けやき荘（A棟）外壁けやき荘（A棟）外壁けやき荘（A棟）外壁けやき荘（A棟）外壁 有有有有有 ｸﾘｿﾀｲﾙｸﾘｿﾀｲﾙｸﾘｿﾀｲﾙｸﾘｿﾀｲﾙｸﾘｿﾀｲﾙ
ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付 けやき荘（B棟）外壁けやき荘（B棟）外壁けやき荘（B棟）外壁けやき荘（B棟）外壁けやき荘（B棟）外壁 無無無無無
ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付 無無無無無
ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付 無無無無無

けやき荘（C棟）外壁けやき荘（C棟）外壁けやき荘（C棟）外壁けやき荘（C棟）外壁けやき荘（C棟）外壁

けやき荘（D棟）外壁けやき荘（D棟）外壁けやき荘（D棟）外壁けやき荘（D棟）外壁けやき荘（D棟）外壁

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞt=4.0ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞt=4.0ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞt=4.0ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞt=4.0ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞt=4.0 けやき荘（D棟）軒天けやき荘（D棟）軒天けやき荘（D棟）軒天けやき荘（D棟）軒天けやき荘（D棟）軒天 有有有有有 ｸﾘｿﾀｲﾙｸﾘｿﾀｲﾙｸﾘｿﾀｲﾙｸﾘｿﾀｲﾙｸﾘｿﾀｲﾙ
ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付 無無無無無けやき荘（D棟）内壁けやき荘（D棟）内壁けやき荘（D棟）内壁けやき荘（D棟）内壁けやき荘（D棟）内壁

ｼﾞｭﾗｸ壁t=1.0ｼﾞｭﾗｸ壁t=1.0ｼﾞｭﾗｸ壁t=1.0ｼﾞｭﾗｸ壁t=1.0ｼﾞｭﾗｸ壁t=1.0 けやき荘（D棟）内壁けやき荘（D棟）内壁けやき荘（D棟）内壁けやき荘（D棟）内壁けやき荘（D棟）内壁 無無無無無
けやき荘（D棟）内壁けやき荘（D棟）内壁けやき荘（D棟）内壁けやき荘（D棟）内壁けやき荘（D棟）内壁 無無無無無

無無無無無ｿﾞﾗｺｰﾄ吹付ｿﾞﾗｺｰﾄ吹付ｿﾞﾗｺｰﾄ吹付ｿﾞﾗｺｰﾄ吹付ｿﾞﾗｺｰﾄ吹付 けやき荘（B棟）内壁けやき荘（B棟）内壁けやき荘（B棟）内壁けやき荘（B棟）内壁けやき荘（B棟）内壁

石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9 無無無無無けやき荘（D棟）天井けやき荘（D棟）天井けやき荘（D棟）天井けやき荘（D棟）天井けやき荘（D棟）天井

無無無無無けやき荘（D棟）天井けやき荘（D棟）天井けやき荘（D棟）天井けやき荘（D棟）天井けやき荘（D棟）天井ﾐﾈﾗｰﾄﾝt=12ﾐﾈﾗｰﾄﾝt=12ﾐﾈﾗｰﾄﾝt=12ﾐﾈﾗｰﾄﾝt=12ﾐﾈﾗｰﾄﾝt=12
無無無無無けやき荘（D棟）天井けやき荘（D棟）天井けやき荘（D棟）天井けやき荘（D棟）天井けやき荘（D棟）天井難燃内装合板t=5.5難燃内装合板t=5.5難燃内装合板t=5.5難燃内装合板t=5.5難燃内装合板t=5.5

難燃内装合板t=5.5難燃内装合板t=5.5難燃内装合板t=5.5難燃内装合板t=5.5難燃内装合板t=5.5

無無無無無ｾﾝﾁｭﾘｰﾃﾞﾗｯｸｽﾘｼﾝｾﾝﾁｭﾘｰﾃﾞﾗｯｸｽﾘｼﾝｾﾝﾁｭﾘｰﾃﾞﾗｯｸｽﾘｼﾝｾﾝﾁｭﾘｰﾃﾞﾗｯｸｽﾘｼﾝｾﾝﾁｭﾘｰﾃﾞﾗｯｸｽﾘｼﾝ 車庫　外壁車庫　外壁車庫　外壁車庫　外壁車庫　外壁

無無無無無ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎﾞｰﾄﾞt=9ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎﾞｰﾄﾞt=9ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎﾞｰﾄﾞt=9ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎﾞｰﾄﾞt=9ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎﾞｰﾄﾞt=9 車庫　天井車庫　天井車庫　天井車庫　天井車庫　天井

無無無無無ｾﾝﾁｭﾘｰﾘｼﾝ吹付ｾﾝﾁｭﾘｰﾘｼﾝ吹付ｾﾝﾁｭﾘｰﾘｼﾝ吹付ｾﾝﾁｭﾘｰﾘｼﾝ吹付ｾﾝﾁｭﾘｰﾘｼﾝ吹付 作業小屋　外壁作業小屋　外壁作業小屋　外壁作業小屋　外壁作業小屋　外壁

石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9 無無無無無
石綿ｽﾚｰﾄt=3石綿ｽﾚｰﾄt=3石綿ｽﾚｰﾄt=3石綿ｽﾚｰﾄt=3石綿ｽﾚｰﾄt=3 有有有有有 ｸﾘｿﾀｲﾙｸﾘｿﾀｲﾙｸﾘｿﾀｲﾙｸﾘｿﾀｲﾙｸﾘｿﾀｲﾙ

作業小屋（A室）内壁作業小屋（A室）内壁作業小屋（A室）内壁作業小屋（A室）内壁作業小屋（A室）内壁

作業小屋（A室）内壁作業小屋（A室）内壁作業小屋（A室）内壁作業小屋（A室）内壁作業小屋（A室）内壁

無無無無無ﾌﾟﾘﾝﾄ石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9ﾌﾟﾘﾝﾄ石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9ﾌﾟﾘﾝﾄ石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9ﾌﾟﾘﾝﾄ石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9ﾌﾟﾘﾝﾄ石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9 作業小屋（B室）内壁作業小屋（B室）内壁作業小屋（B室）内壁作業小屋（B室）内壁作業小屋（B室）内壁

無無無無無ﾌﾟﾘﾝﾄ石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9ﾌﾟﾘﾝﾄ石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9ﾌﾟﾘﾝﾄ石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9ﾌﾟﾘﾝﾄ石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9ﾌﾟﾘﾝﾄ石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9 作業小屋（A室）天井作業小屋（A室）天井作業小屋（A室）天井作業小屋（A室）天井作業小屋（A室）天井

ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付 無無無無無集会所　外壁集会所　外壁集会所　外壁集会所　外壁集会所　外壁

大平板大平板大平板大平板大平板 集会所　軒天集会所　軒天集会所　軒天集会所　軒天集会所　軒天 有有有有有 ｸﾘｿﾀｲﾙ,ｱﾓｻｲﾄｸﾘｿﾀｲﾙ,ｱﾓｻｲﾄｸﾘｿﾀｲﾙ,ｱﾓｻｲﾄｸﾘｿﾀｲﾙ,ｱﾓｻｲﾄｸﾘｿﾀｲﾙ,ｱﾓｻｲﾄ
有有有有有ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙt=2ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙt=2ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙt=2ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙt=2ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙt=2 ｸﾘｿﾀｲﾙｸﾘｿﾀｲﾙｸﾘｿﾀｲﾙｸﾘｿﾀｲﾙｸﾘｿﾀｲﾙ
無無無無無ｿﾞﾗｺｰﾄ吹付ｿﾞﾗｺｰﾄ吹付ｿﾞﾗｺｰﾄ吹付ｿﾞﾗｺｰﾄ吹付ｿﾞﾗｺｰﾄ吹付

集会所（湯沸室）床集会所（湯沸室）床集会所（湯沸室）床集会所（湯沸室）床集会所（湯沸室）床

集会所（湯沸室）内壁集会所（湯沸室）内壁集会所（湯沸室）内壁集会所（湯沸室）内壁集会所（湯沸室）内壁

無無無無無ｾﾗｺｰﾄ吹付+ｸﾛｽｾﾗｺｰﾄ吹付+ｸﾛｽｾﾗｺｰﾄ吹付+ｸﾛｽｾﾗｺｰﾄ吹付+ｸﾛｽｾﾗｺｰﾄ吹付+ｸﾛｽ
無無無無無京ｼﾞｭﾗｸ壁t=1.0京ｼﾞｭﾗｸ壁t=1.0京ｼﾞｭﾗｸ壁t=1.0京ｼﾞｭﾗｸ壁t=1.0京ｼﾞｭﾗｸ壁t=1.0

集会所（階段）内壁集会所（階段）内壁集会所（階段）内壁集会所（階段）内壁集会所（階段）内壁

石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9 無無無無無集会所（廊下）天井集会所（廊下）天井集会所（廊下）天井集会所（廊下）天井集会所（廊下）天井

ﾀﾞｲﾛｰﾄﾝt=9ﾀﾞｲﾛｰﾄﾝt=9ﾀﾞｲﾛｰﾄﾝt=9ﾀﾞｲﾛｰﾄﾝt=9ﾀﾞｲﾛｰﾄﾝt=9 集会所（集会室）天井集会所（集会室）天井集会所（集会室）天井集会所（集会室）天井集会所（集会室）天井 有有有有有 ｸﾘｿﾀｲﾙｸﾘｿﾀｲﾙｸﾘｿﾀｲﾙｸﾘｿﾀｲﾙｸﾘｿﾀｲﾙ
杉柾ﾍﾞﾆﾔt=18杉柾ﾍﾞﾆﾔt=18杉柾ﾍﾞﾆﾔt=18杉柾ﾍﾞﾆﾔt=18杉柾ﾍﾞﾆﾔt=18 集会所（集会室）天井集会所（集会室）天井集会所（集会室）天井集会所（集会室）天井集会所（集会室）天井 無無無無無

2929292929 有有有有有
ﾍｯﾀﾞｰﾍｯﾀﾞｰﾍｯﾀﾞｰﾍｯﾀﾞｰﾍｯﾀﾞｰ

断熱材（水練り珪藻土）断熱材（水練り珪藻土）断熱材（水練り珪藻土）断熱材（水練り珪藻土）断熱材（水練り珪藻土）
ﾎﾞｲﾗｰ室ﾎﾞｲﾗｰ室ﾎﾞｲﾗｰ室ﾎﾞｲﾗｰ室ﾎﾞｲﾗｰ室

有有有有有ﾎﾞｲﾗｰ室ﾎﾞｲﾗｰ室ﾎﾞｲﾗｰ室ﾎﾞｲﾗｰ室ﾎﾞｲﾗｰ室3030303030
配管ｴﾙﾎﾞ配管ｴﾙﾎﾞ配管ｴﾙﾎﾞ配管ｴﾙﾎﾞ配管ｴﾙﾎﾞ

保温材（水練り珪藻土）保温材（水練り珪藻土）保温材（水練り珪藻土）保温材（水練り珪藻土）保温材（水練り珪藻土）

ｱﾓｻｲﾄｱﾓｻｲﾄｱﾓｻｲﾄｱﾓｻｲﾄｱﾓｻｲﾄ

3131313131 けやき荘（B棟）けやき荘（B棟）けやき荘（B棟）けやき荘（B棟）けやき荘（B棟） 有有有有有
有有有有有作業小屋作業小屋作業小屋作業小屋作業小屋

有有有有有集会所集会所集会所集会所集会所

ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付 無無無無無ﾎﾞｲﾗｰ室　外壁ﾎﾞｲﾗｰ室　外壁ﾎﾞｲﾗｰ室　外壁ﾎﾞｲﾗｰ室　外壁ﾎﾞｲﾗｰ室　外壁

けやき荘けやき荘けやき荘けやき荘けやき荘

（A・B・C・D棟）（A・B・C・D棟）（A・B・C・D棟）（A・B・C・D棟）（A・B・C・D棟）

集会所、作業小屋集会所、作業小屋集会所、作業小屋集会所、作業小屋集会所、作業小屋
3535353535 無無無無無

3636363636 ｱｽﾌｧﾙﾄ系目地材ｱｽﾌｧﾙﾄ系目地材ｱｽﾌｧﾙﾄ系目地材ｱｽﾌｧﾙﾄ系目地材ｱｽﾌｧﾙﾄ系目地材 けやき荘　EXP.jけやき荘　EXP.jけやき荘　EXP.jけやき荘　EXP.jけやき荘　EXP.j

3737373737
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水ｱｽﾌｧﾙﾄ防水ｱｽﾌｧﾙﾄ防水ｱｽﾌｧﾙﾄ防水ｱｽﾌｧﾙﾄ防水

+均しﾓﾙﾀﾙ+均しﾓﾙﾀﾙ+均しﾓﾙﾀﾙ+均しﾓﾙﾀﾙ+均しﾓﾙﾀﾙ

けやき荘（A棟）けやき荘（A棟）けやき荘（A棟）けやき荘（A棟）けやき荘（A棟）

屋上防水屋上防水屋上防水屋上防水屋上防水

みなし含有みなし含有みなし含有みなし含有みなし含有

けやき荘けやき荘けやき荘けやき荘けやき荘

（A・B・C棟）（A・B・C棟）（A・B・C棟）（A・B・C棟）（A・B・C棟）

便所便所便所便所便所
3838383838

みなし含有みなし含有みなし含有みなし含有みなし含有

みなし含有みなし含有みなし含有みなし含有みなし含有
+均しﾓﾙﾀﾙ+均しﾓﾙﾀﾙ+均しﾓﾙﾀﾙ+均しﾓﾙﾀﾙ+均しﾓﾙﾀﾙ

作業小屋作業小屋作業小屋作業小屋作業小屋3939393939 陶芸窯開口部油性ｺｰｷﾝｸﾞ材陶芸窯開口部油性ｺｰｷﾝｸﾞ材陶芸窯開口部油性ｺｰｷﾝｸﾞ材陶芸窯開口部油性ｺｰｷﾝｸﾞ材陶芸窯開口部油性ｺｰｷﾝｸﾞ材 みなし含有みなし含有みなし含有みなし含有みなし含有

ｱﾓｻｲﾄｱﾓｻｲﾄｱﾓｻｲﾄｱﾓｻｲﾄｱﾓｻｲﾄ
ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄ

建具周囲油性ｺｰｷﾝｸﾞ材建具周囲油性ｺｰｷﾝｸﾞ材建具周囲油性ｺｰｷﾝｸﾞ材建具周囲油性ｺｰｷﾝｸﾞ材建具周囲油性ｺｰｷﾝｸﾞ材 ｸﾘｿﾀｲﾙ,ｱｸﾁﾉﾗｲﾄｸﾘｿﾀｲﾙ,ｱｸﾁﾉﾗｲﾄｸﾘｿﾀｲﾙ,ｱｸﾁﾉﾗｲﾄｸﾘｿﾀｲﾙ,ｱｸﾁﾉﾗｲﾄｸﾘｿﾀｲﾙ,ｱｸﾁﾉﾗｲﾄ

建具周囲油性ｺｰｷﾝｸﾞ材建具周囲油性ｺｰｷﾝｸﾞ材建具周囲油性ｺｰｷﾝｸﾞ材建具周囲油性ｺｰｷﾝｸﾞ材建具周囲油性ｺｰｷﾝｸﾞ材 ｸﾘｿﾀｲﾙ,ｱｸﾁﾉﾗｲﾄｸﾘｿﾀｲﾙ,ｱｸﾁﾉﾗｲﾄｸﾘｿﾀｲﾙ,ｱｸﾁﾉﾗｲﾄｸﾘｿﾀｲﾙ,ｱｸﾁﾉﾗｲﾄｸﾘｿﾀｲﾙ,ｱｸﾁﾉﾗｲﾄ

建具周囲油性ｺｰｷﾝｸﾞ材建具周囲油性ｺｰｷﾝｸﾞ材建具周囲油性ｺｰｷﾝｸﾞ材建具周囲油性ｺｰｷﾝｸﾞ材建具周囲油性ｺｰｷﾝｸﾞ材 ｸﾘｿﾀｲﾙ,ｱｸﾁﾉﾗｲﾄｸﾘｿﾀｲﾙ,ｱｸﾁﾉﾗｲﾄｸﾘｿﾀｲﾙ,ｱｸﾁﾉﾗｲﾄｸﾘｿﾀｲﾙ,ｱｸﾁﾉﾗｲﾄｸﾘｿﾀｲﾙ,ｱｸﾁﾉﾗｲﾄ

ｼｰﾘﾝｸﾞ材PCBｼｰﾘﾝｸﾞ材PCBｼｰﾘﾝｸﾞ材PCBｼｰﾘﾝｸﾞ材PCBｼｰﾘﾝｸﾞ材PCB

１級建築士事務所１級建築士事務所１級建築士事務所１級建築士事務所１級建築士事務所

１級建築士登録　第285024号１級建築士登録　第285024号１級建築士登録　第285024号１級建築士登録　第285024号１級建築士登録　第285024号 伊五澤　和宣伊五澤　和宣伊五澤　和宣伊五澤　和宣伊五澤　和宣

盛岡市みたけ四丁目８番４０号　ＴＥＬ盛岡市みたけ四丁目８番４０号　ＴＥＬ盛岡市みたけ四丁目８番４０号　ＴＥＬ盛岡市みたけ四丁目８番４０号　ＴＥＬ盛岡市みたけ四丁目８番４０号　ＴＥＬ ０１９－（６４１）－５７５５０１９－（６４１）－５７５５０１９－（６４１）－５７５５０１９－（６４１）－５７５５０１９－（６４１）－５７５５

一級建築士　登録第306963号　伊五澤　直樹一級建築士　登録第306963号　伊五澤　直樹一級建築士　登録第306963号　伊五澤　直樹一級建築士　登録第306963号　伊五澤　直樹一級建築士　登録第306963号　伊五澤　直樹一級建築士　登録第306963号　伊五澤　直樹一級建築士　登録第306963号　伊五澤　直樹一級建築士　登録第306963号　伊五澤　直樹一級建築士　登録第306963号　伊五澤　直樹一級建築士　登録第306963号　伊五澤　直樹

建築意匠建築意匠建築意匠建築意匠建築意匠

特記特記特記特記特記

工事名工事名工事名工事名工事名

縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺

枚ノ内枚ノ内枚ノ内枚ノ内枚ノ内

区分区分区分区分区分

号号号号号
番番番番番
面面面面面
図図図図図

伊 五 沢 設 計伊 五 沢 設 計伊 五 沢 設 計伊 五 沢 設 計伊 五 沢 設 計会社会社会社会社会社

有限有限有限有限有限
検　図検　図検　図検　図検　図 製　図製　図製　図製　図製　図

図面内容図面内容図面内容図面内容図面内容

盛岡市立けやき荘解体工事盛岡市立けやき荘解体工事盛岡市立けやき荘解体工事盛岡市立けやき荘解体工事盛岡市立けやき荘解体工事 建築物解体工事特記仕様書　１建築物解体工事特記仕様書　１建築物解体工事特記仕様書　１建築物解体工事特記仕様書　１建築物解体工事特記仕様書　１ NOSCALENOSCALENOSCALENOSCALENOSCALE

Ａ２Ａ２Ａ２Ａ２Ａ２A97A97A97A97A97
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機
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・官公署への手続き等

工事の着手、施工にあたり、関係官公署その他の関係機関への必要な

手続等を遅延なく行う。

・分析調査 ・行う

・行わない

章
7

特
殊
な
建
設
副
産
物
の
処
理

　　

1．撤去

撤去前に内容物（発電設備燃料等）の回収を要する機器、配管等の処置

・事前に回収し、洗浄等の処置を行う

2.撤去

（地下埋設物、埋設配管を含む）

する。

これ以外の配管配線、機器類はコンクリート及び配管配線、

機器類はコンクリート及び内外装材と同時に解体してよい。

　※ 下記の廃棄物等及び機器類は内外装材の解体前に取外し回収

　※ 図示された機器類、配管配線、ケーブルの解体を行う。

　　１）廃棄物等　

再資源化を図るもの

・ 小型二次電池

・ 蛍光ランプ及びＨＩＤランプ（水銀リサイクル共）

・　

特別管理産業廃棄物

・ アスベスト含有材（ ・　　　　　　　　　　　　）

・ ＰＣＢ含有機器（・蛍光灯安定器 ・変圧器 ・　　　　）

・ 廃油　（・　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・ 廃アルカリ（ ・アルカリ蓄電池　・　　　　　　）

特殊な建設副産物

・ イオン化式感知器

・ 六ふっ化硫黄(SF6)ガス（・ガス絶縁開閉器 ・　　　）

２）機器類

・ 受変電盤

・ 直流電源装置

・ 発電装置

・　

※特記なき部分は建築物解体特記仕様書と併せて適用する。※特記なき部分は建築物解体特記仕様書と併せて適用する。

1.一般事項

吸収冷凍機、吸収冷温水機等の撤去前に臭化リチウム水溶液の抜き
取りを行う。ただし、抜取費用は（・本工事　・別途）とする。

・廃酸・廃アルカリ処分

・ダイオキシン類処理

焼却炉等の撤去前に残灰よりサンプリング調査を行い、監督職員に

報告する。ただし、サンプリング費用は（・本工事　・別途）とする。

・廃油処理

ただし、内部清掃、洗浄油の回収費用は（・本工事　・別途）とする。

・冷媒（フロン類）の回収

修標準仕様書第３編2.4．3により適切に行うこと。

冷凍機、パッケージ形空気調和機等の撤去に伴う冷媒回収方法は、改

ただし、家電リサイクル対象機器は除く。冷媒回収の費用は（・本工

事　・別途）とする。

・家電リサイクル

対象機器は とする。なお、冷媒回収はポンプダウン方式とす

る。（リサイクル料金は本工事に含む）

・汚泥、汚水処理

浄化槽及び排水槽内は汚泥・汚水を汲み取り、内部清掃を行う。

ただし、汚泥・汚水・清掃洗浄水の回収、処分費は（・本工事・別途

）とする。

・屋外設備

・給水装置

・敷地内第１弁を閉としプラグ止めの上、埋設標示杭設置とする。
・本管にて閉栓とする。

・排水設備
・本管にて閉止とする。

・公設桝にてキャップ止めとする。　
・都市ガス設備

・本管にて閉栓とする。
・敷地内第１弁を閉としプラグ止めの上、埋設標示杭設置とする。

1．一般事項

等の処置

・事前に回収し、洗浄等の処置を行う

・　

・貯油槽

・給水装置

・排水設備

・都市ガス設備

・ボイラー

・浄化槽

・昇降機

種　　別 手　続　等

※廃止届

※廃止届

※廃止届

※廃止届

※廃止届

※廃止届

※廃止届

・撤去前に内容物（冷媒・吸収液・廃油等）の回収を要する機器、配管

2，撤去

・石綿含有製品処理

ダクトフランジパッキン及び配管エルボ部保温材の処理方法は、以下

による。　撤去する長方形ダクトのフランジ部、配管のエルボ・チー

後を切断し、他のダクト・配管とは別に廃棄を行う。

ズ部に含まれる石綿を処分するため、フランジ・エルボ・チーズの前

※配管、ダクト以外の解体方法は、関連する官公署、石綿作業主任者
などに確認し法令に従い適切に処理を行うこと。

ダクトフランジ部撤去参考詳細図　

石綿含有ﾌﾗﾝｼﾞｶﾞｽｹｯﾄ
ﾀﾞｸﾄ切断部

約100約100

１．ダクトの切断に当たり飛散防止処置として、フランジ部を飛散抑制剤

の塗布又はテープ貼りを行う。

２．フランジ部両側約１００ｍｍの箇所において慎重に切断する。

３．ダクト片側の切断終了後、フランジ部内部を外面同様、飛散防止処置

として飛散抑制剤の塗布又はテープ貼を行い、もう片側の切断を行う。

理とする。

４．切断したフランジ付ダクトは、ビニール袋等に詰め、構外搬出適切処

地下貯油槽、オイルサービスタンク、油配管等は撤去前に内部清掃を行う。

除去した石綿含有吹付け材等の飛散防止措置

　※湿潤化　　・固形化

・埋立処分（管理型最終処分場）

除去した石綿含有吹付け材等の処分

除去対象範囲　　・図示による　

・埋立処分（管理型最終処分場）

除去した石綿含有保温材等の処分

・中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）

除去した石綿含有保温材等の飛散防止

　※湿潤化　　・固形化

除去対象範囲　　・図示による　

の除去 ・石綿含有吹付け材の除去 （6.3.2～3）

除去工法　　　　※6.3.2(1)による　・　

・中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）

・石綿含有保温材等の除去

除去工法　　　　・切断又は破砕して除去　・手ばらし　

（6.4.1）

（6.5.1）（6.5.3）

除去対象範囲　　・図示による

飛散防止の養生

・行う（・養生シート　・　　　　　　）

・行わない

　※埋立処分（管理型最終処分場）

・石綿含有成形板等の除去

除去した石綿含有成形板等の処分

・中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）

・埋立処分（安定型最終処分場）

・石綿含有せっこうボード

・石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板等

・石綿含有仕上げ塗材の除去

石綿含有仕上げ塗材の除去工法

・高圧洗浄工法
・電気グラインダー工法（・湿潤化　・　　　）

・ 埋立処分（管理型最終処分場）

・　　

（6.6.1～6.6.4）

除去対象範囲　　・ 図示

除去した石綿含有仕上げ塗材（汚泥）の処理

1.石綿含有建材

使用箇所

監督職員に提出する。

1.施工計画調査 （7.1.3）

特殊な建設副産物

・フロン、ハロン

・PFOS

・六ふっ化硫黄ガス

・特定化学物質

2.特殊な建設副産物

の処理等

特殊な建設副産物

処理等 （7.3.1）

・冷媒フロン

・建材用断熱フロン

・ハロン

・イオン化式感知器

・六ふっ化硫黄ガス

・PFOS

・特定化学物質

・　

処理及び回収等

※登録を受けた回収業者に回収委託

※焼却による破壊処理可能な処理施設

※ハロン消火設備設置業者等に処理委託

※法令に基づき製造業者等に処理委託

※製造業者等に処理委託

※廃棄物処理業者に処理委託

※関係法令に基づき、処理業者に処理委託

種類、製造所、製造年、型式等等

特殊な建設副産物の調査に基づき処理計画を定め、施工計画書を

建築物解体工事特記仕様書　２ NOSCALE
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１級建築士登録　第285024号

製　図

伊五澤　和宣

有限

会社

検　図１級建築士事務所

盛岡市みたけ四丁目８番４０号　ＴＥＬ 019-(641)-5755

図面内容

工事名

区分

枚ノ内
番

縮尺
特記

号

面
図

一級建築士　登録第285024号　　伊五澤　和宣

伊 五 沢 設 計

建築意匠

盛岡市立けやき荘解体工事



配管エルボ・チーズ部撤去参考詳細図　

保温材

配管切断部

配管切断部

石綿含有保温材
100

1
0
0

保温材

配管切断部

配管切断部

配管切断部

石綿含有保温材
100 100

1
0
0

１．配管の切断に当たり飛散防止処置として、保温材部を飛散抑制剤の

塗布又はテープ貼を行う。

２．保温材部両側約１００ｍｍの箇所において慎重に切断する。

する。

３．切断した保温付配管は、ビニール袋等に詰め、構外搬出適切処理と

※ ダクトフランジ部の撤去に先立ち、フランジ部１箇所につき

２箇所切断する。

石綿含有設備資材撤去リスト

ダクトフランジ部

（ダクト板厚）

寸　　法種　　類 箇　所 備　　考

配管種別 配　　　管　　　材　　　料

空気調和

排水

給水

ガス

給湯

（１）共通

配管種別（既設配管）

・　冷温水、冷却水

・　ドレン管

・　油

・　蒸気

・　冷媒管

・　配管用炭素鋼鋼管（白）

・　硬質塩化ビニル管（ＶＰ）　　・　配管用炭素鋼鋼管（白）

・　配管用炭素鋼鋼管（黒）

・　配管用炭素鋼鋼管（黒）　・　圧力配管用炭素鋼鋼管（黒）

・　冷媒用被覆銅管

・　屋内給水管

・　屋外給水管

・　水道用亜鉛メッキ鋼管　・　塩ビラインニング鋼管　・　ポリエチレン粉体ライニング鋼管　

・　水道用硬質塩化ビニル管（ＶＷ）　・　ポリエチレン管　・　塩ビライニング鋼管（ＶＤ）

・　給湯管 ・　配管用炭素鋼鋼管（白）　・　銅管

・　汚水管

・　雑排水管

・　通気管

・　屋外排水管

・　屋内ガス管

・　屋外ガス管

・　排水用鋳鉄管　・　塩ビラインニング鋼管　・　鉛管

・　配管用炭素鋼鋼管（白）

・　配管用炭素鋼鋼管（白）

・　コンクリート管　・　ビニル管（ＶＰ）

・　配管用炭素鋼鋼管（白）

・　ガス用ポリエチレン管　・　配管用炭素鋼鋼管（白）

・　保温種別　（　・　ロックウール保温材　・　グラスウール保温材　・　ポリスチレンフォーム保温材　・　化粧ケース（樹脂製））

・　ダクト種別　（・　亜鉛鉄板　・　鋼板製　）

・　衛生器具　（　・　陶器製　　・　ＳＵＳ製　）

撤去内容

・　図示された、機器・ダクト・配管の撤去を行う。

・　ダクト付属品・配管付属品は、ダクト・配管と一体で撤去してよい。

・　コンクリート埋設部及び土間部の配管は建物と一体に撤去してよい。

・　浄化槽、排水槽

・　浄化槽掘り起こし後は、現場発生土にて埋め戻しとする。

・　浄化槽掘り起こしに伴う掘削工法は、法付け工法とする。

・　屋外設備 ・　配管土工事は本工事とし、掘り起こし後は現場発生土で埋め戻しとする。

・　屋外給水配管の埋設深さは６００Ｈとする。

・　屋外ガス配管の埋設深さは６００Ｈとする。

・　桝掘り起こし後は現場発生土で埋め戻しとする。

数量φ 設置場所 備　　考Ｖ記号 Ｋｗ機　　器　　仕　　様機器名

撤去する機器表

※ 機器内部にアスベスト等含有している可能性がある機器は製造メーカーに確認し、監督職員に報告する。

・　ビニル管（ＶＰ）

・　ビニル管（ＶＰ）

・　ビニル管（ＶＰ）

・　地下貯油槽本体は、掘り起こし撤去とする。

・　地下貯油槽の用途廃止に係る安全管理指針に基づき撤去する。

・　地下貯油槽掘り起こし後は、現場発生土にて埋め戻しとする。

・　地下貯油槽

２

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

２

１

１ＷＦ　-１ 軟 水 器 樹脂量１８L 最大流量１,１００L/h

ＴＰＵ-１ 加圧シスターン ２５A×０.２５kW　　タンク６０L

ＲＶ　-１ 減 圧 弁 装 置 減圧弁４０A 安全弁２５A

ＰＨＷ-２ 給湯循環ポンプ ラインポンプ ４０A×０.７５kW

ＰＨＷ-１ 給湯循環ポンプ ラインポンプ ４０A×０.４kW

ＴＥＸ-１ 密閉式膨張タンク 総容量１８０L

ＴＶＷ-１ 貯 湯 槽 １,０００L (0.9φ×1.8h)

ＨＳ　-１ 蒸 気 ヘ ッ タ ー ２００φ×１,９００L

ＯＰ　-１ オ イ ル ポ ン プ ２０A×０.４kW

オイルサービスタンクＯＳＴ-１ ３００L

ＯＴ　-１ 地 下 貯 油 槽 コロッケ式 ４,５００L

ＨＷＴ-１ ホットウエルタンク １,０００L (1.0W×1.0L×1.0h)

ＢＳ　-２ 無圧開放式温水機 定格出力１５０Kw

換算蒸発量５００㎏/H 換算蒸発量３１５㎏/h還流蒸気ボイラーＢＳ　-１ ３

３

３

３

１ １００

２００

２００

２００

２００

０.２５

０.４

０.７５

０.４ ３ ２００ ２真 空 ポ ン プ 複式 ５００m2

ＴＷＨ-１ 高 架 水 槽 ２.０L×１.５W×１.０H ＦＲＰ製３.０m3 １
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１級建築士登録　第285024号

製　図

伊五澤　和宣

有限

会社

検　図１級建築士事務所

盛岡市みたけ四丁目８番４０号　ＴＥＬ 019-(641)-5755
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一級建築士　登録第285024号　　伊五澤　和宣

伊 五 沢 設 計盛岡市立けやき荘解体工事

建築意匠



(※)週休２日工事　掲示の例(※)週休２日工事　掲示の例(※)週休２日工事　掲示の例(※)週休２日工事　掲示の例(※)週休２日工事　掲示の例

　この工事は、盛岡市が発注した週休２日工事です。　この工事は、盛岡市が発注した週休２日工事です。　この工事は、盛岡市が発注した週休２日工事です。　この工事は、盛岡市が発注した週休２日工事です。　この工事は、盛岡市が発注した週休２日工事です。

　建設現場の働き方改革を推進するため、土曜・日曜・祝日の休工に取り組んでいます。　建設現場の働き方改革を推進するため、土曜・日曜・祝日の休工に取り組んでいます。　建設現場の働き方改革を推進するため、土曜・日曜・祝日の休工に取り組んでいます。　建設現場の働き方改革を推進するため、土曜・日曜・祝日の休工に取り組んでいます。　建設現場の働き方改革を推進するため、土曜・日曜・祝日の休工に取り組んでいます。

受注者：受注者：受注者：受注者：受注者：

電　話：電　話：電　話：電　話：電　話：

 ・ 週休２日工事は、４週８休(現場閉所率が28.5％以上)であることを求める。　 ・ 週休２日工事は、４週８休(現場閉所率が28.5％以上)であることを求める。　 ・ 週休２日工事は、４週８休(現場閉所率が28.5％以上)であることを求める。　 ・ 週休２日工事は、４週８休(現場閉所率が28.5％以上)であることを求める。　 ・ 週休２日工事は、４週８休(現場閉所率が28.5％以上)であることを求める。　

盛岡市コード（６桁）：032018盛岡市コード（６桁）：032018盛岡市コード（６桁）：032018盛岡市コード（６桁）：032018盛岡市コード（６桁）：032018

 (〇)本工事は、電子納品の実施を受発注者間の｢協議｣により決定する。 (〇)本工事は、電子納品の実施を受発注者間の｢協議｣により決定する。 (〇)本工事は、電子納品の実施を受発注者間の｢協議｣により決定する。 (〇)本工事は、電子納品の実施を受発注者間の｢協議｣により決定する。 (〇)本工事は、電子納品の実施を受発注者間の｢協議｣により決定する。

 (　)本工事は、電子納品を｢義務｣として実施する。 (　)本工事は、電子納品を｢義務｣として実施する。 (　)本工事は、電子納品を｢義務｣として実施する。 (　)本工事は、電子納品を｢義務｣として実施する。 (　)本工事は、電子納品を｢義務｣として実施する。

 ※作成は監督員との協議による。 ※作成は監督員との協議による。 ※作成は監督員との協議による。 ※作成は監督員との協議による。 ※作成は監督員との協議による。

00000

特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項 項　　目項　　目項　　目項　　目項　　目項　　目項　　目項　　目項　　目項　　目項　　目項　　目項　　目項　　目項　　目項　　目項　　目項　　目項　　目項　　目

国土交通省が発出した「工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件及び営繕工事編（最新版）」を満たす、国土交通省が発出した「工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件及び営繕工事編（最新版）」を満たす、国土交通省が発出した「工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件及び営繕工事編（最新版）」を満たす、国土交通省が発出した「工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件及び営繕工事編（最新版）」を満たす、国土交通省が発出した「工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件及び営繕工事編（最新版）」を満たす、

・ 発注者指定型　・ 受注者希望型（監督員との協議による）・ 発注者指定型　・ 受注者希望型（監督員との協議による）・ 発注者指定型　・ 受注者希望型（監督員との協議による）・ 発注者指定型　・ 受注者希望型（監督員との協議による）・ 発注者指定型　・ 受注者希望型（監督員との協議による）

　 （ASP）　 （ASP）　 （ASP）　 （ASP）　 （ASP）

工事番号：〇〇〇〇　枚数／全枚数工事番号：〇〇〇〇　枚数／全枚数工事番号：〇〇〇〇　枚数／全枚数工事番号：〇〇〇〇　枚数／全枚数工事番号：〇〇〇〇　枚数／全枚数

ＣＯＲＩＮＳコード番号：〇〇〇〇〇〇ＣＯＲＩＮＳコード番号：〇〇〇〇〇〇ＣＯＲＩＮＳコード番号：〇〇〇〇〇〇ＣＯＲＩＮＳコード番号：〇〇〇〇〇〇ＣＯＲＩＮＳコード番号：〇〇〇〇〇〇

工事の名称：令和〇〇年度　〇〇〇〇〇工事工事の名称：令和〇〇年度　〇〇〇〇〇工事工事の名称：令和〇〇年度　〇〇〇〇〇工事工事の名称：令和〇〇年度　〇〇〇〇〇工事工事の名称：令和〇〇年度　〇〇〇〇〇工事

発注者署名欄発注者署名欄発注者署名欄発注者署名欄発注者署名欄 受注者署名欄受注者署名欄受注者署名欄受注者署名欄受注者署名欄

発注者：盛岡市〇〇部××課発注者：盛岡市〇〇部××課発注者：盛岡市〇〇部××課発注者：盛岡市〇〇部××課発注者：盛岡市〇〇部××課

受注者：△△株式会社受注者：△△株式会社受注者：△△株式会社受注者：△△株式会社受注者：△△株式会社

ウィルス対策ソフト名：□□ウィルス対策ソフト名：□□ウィルス対策ソフト名：□□ウィルス対策ソフト名：□□ウィルス対策ソフト名：□□

ウィルス定義：〇年〇月〇日版ウィルス定義：〇年〇月〇日版ウィルス定義：〇年〇月〇日版ウィルス定義：〇年〇月〇日版ウィルス定義：〇年〇月〇日版

チェック年月日：〇年〇月〇日チェック年月日：〇年〇月〇日チェック年月日：〇年〇月〇日チェック年月日：〇年〇月〇日チェック年月日：〇年〇月〇日

フォーマット形式：ＩＳＯ９６６０（レベル１）フォーマット形式：ＩＳＯ９６６０（レベル１）フォーマット形式：ＩＳＯ９６６０（レベル１）フォーマット形式：ＩＳＯ９６６０（レベル１）フォーマット形式：ＩＳＯ９６６０（レベル１）

 IDXC_B02.DTD(インターネットで入手。) IDXC_B02.DTD(インターネットで入手。) IDXC_B02.DTD(インターネットで入手。) IDXC_B02.DTD(インターネットで入手。) IDXC_B02.DTD(インターネットで入手。)

（施工計画書フォルダ）（施工計画書フォルダ）（施工計画書フォルダ）（施工計画書フォルダ）（施工計画書フォルダ）  ・施工計画書(DTD+XML+PDFファイル) ・施工計画書(DTD+XML+PDFファイル) ・施工計画書(DTD+XML+PDFファイル) ・施工計画書(DTD+XML+PDFファイル) ・施工計画書(DTD+XML+PDFファイル)

PLANPLANPLANPLANPLAN
 ・施工計画書(オリジナルファイル) ・施工計画書(オリジナルファイル) ・施工計画書(オリジナルファイル) ・施工計画書(オリジナルファイル) ・施工計画書(オリジナルファイル)

ORGORGORGORGORG

（工程表フォルダ）（工程表フォルダ）（工程表フォルダ）（工程表フォルダ）（工程表フォルダ）  ・工程表(DTD+XML+PDFファイル) ・工程表(DTD+XML+PDFファイル) ・工程表(DTD+XML+PDFファイル) ・工程表(DTD+XML+PDFファイル) ・工程表(DTD+XML+PDFファイル)

SCHEDULESCHEDULESCHEDULESCHEDULESCHEDULE
 ・工程表(オリジナルファイル) ・工程表(オリジナルファイル) ・工程表(オリジナルファイル) ・工程表(オリジナルファイル) ・工程表(オリジナルファイル)

ORGORGORGORGORG

（打合簿フォルダ）（打合簿フォルダ）（打合簿フォルダ）（打合簿フォルダ）（打合簿フォルダ）  ・打合簿(DTD+XML+PDFファイル) ・打合簿(DTD+XML+PDFファイル) ・打合簿(DTD+XML+PDFファイル) ・打合簿(DTD+XML+PDFファイル) ・打合簿(DTD+XML+PDFファイル)

MEETMEETMEETMEETMEET
 ・打合簿(オリジナルファイル) ・打合簿(オリジナルファイル) ・打合簿(オリジナルファイル) ・打合簿(オリジナルファイル) ・打合簿(オリジナルファイル)

ORGORGORGORGORG

（完成図フォルダ）（完成図フォルダ）（完成図フォルダ）（完成図フォルダ）（完成図フォルダ）  ・完成図(DTD+XML+PDFファイル) ・完成図(DTD+XML+PDFファイル) ・完成図(DTD+XML+PDFファイル) ・完成図(DTD+XML+PDFファイル) ・完成図(DTD+XML+PDFファイル)

DRAWINGFDRAWINGFDRAWINGFDRAWINGFDRAWINGF
 ・完成図(オリジナルファイル) ・完成図(オリジナルファイル) ・完成図(オリジナルファイル) ・完成図(オリジナルファイル) ・完成図(オリジナルファイル)

ORGORGORGORGORG

（保全フォルダ）（保全フォルダ）（保全フォルダ）（保全フォルダ）（保全フォルダ）  ・保全資料(DTD+XML+PDFファイル) ・保全資料(DTD+XML+PDFファイル) ・保全資料(DTD+XML+PDFファイル) ・保全資料(DTD+XML+PDFファイル) ・保全資料(DTD+XML+PDFファイル)

MAINTMAINTMAINTMAINTMAINT
 ・保全資料(オリジナルファイル) ・保全資料(オリジナルファイル) ・保全資料(オリジナルファイル) ・保全資料(オリジナルファイル) ・保全資料(オリジナルファイル)

ORGORGORGORGORG

（施工関係資料フォルダ）（施工関係資料フォルダ）（施工関係資料フォルダ）（施工関係資料フォルダ）（施工関係資料フォルダ）  ・施工関係資料(DTD+XML+PDFファイル) ・施工関係資料(DTD+XML+PDFファイル) ・施工関係資料(DTD+XML+PDFファイル) ・施工関係資料(DTD+XML+PDFファイル) ・施工関係資料(DTD+XML+PDFファイル)

PROCESSPROCESSPROCESSPROCESSPROCESS
 ・施工関係資料(オリジナルファイル) ・施工関係資料(オリジナルファイル) ・施工関係資料(オリジナルファイル) ・施工関係資料(オリジナルファイル) ・施工関係資料(オリジナルファイル)

ORGORGORGORGORG

（その他フォルダ）（その他フォルダ）（その他フォルダ）（その他フォルダ）（その他フォルダ）  ・完成写真等(DTD+XML+PDFファイル) ・完成写真等(DTD+XML+PDFファイル) ・完成写真等(DTD+XML+PDFファイル) ・完成写真等(DTD+XML+PDFファイル) ・完成写真等(DTD+XML+PDFファイル)

 ・完成写真等(JPGファイル) ・完成写真等(JPGファイル) ・完成写真等(JPGファイル) ・完成写真等(JPGファイル) ・完成写真等(JPGファイル)
ORGORGORGORGORG

図　電子媒体の表記例(正副２部)図　電子媒体の表記例(正副２部)図　電子媒体の表記例(正副２部)図　電子媒体の表記例(正副２部)図　電子媒体の表記例(正副２部)

OTHERSOTHERSOTHERSOTHERSOTHERS

 電子媒体 電子媒体 電子媒体 電子媒体 電子媒体

 ルート ルート ルート ルート ルート

 工事管理ファイル 工事管理ファイル 工事管理ファイル 工事管理ファイル 工事管理ファイル

 INDEX_C.XML INDEX_C.XML INDEX_C.XML INDEX_C.XML INDEX_C.XML

36 電子納品特記仕様書36 電子納品特記仕様書36 電子納品特記仕様書36 電子納品特記仕様書36 電子納品特記仕様書35 情報共有システム35 情報共有システム35 情報共有システム35 情報共有システム35 情報共有システム

・「請負工事検査要領（平成25年４月１日改正）」の第６条第３項の規定により、中間検査を実施することがある。・「請負工事検査要領（平成25年４月１日改正）」の第６条第３項の規定により、中間検査を実施することがある。・「請負工事検査要領（平成25年４月１日改正）」の第６条第３項の規定により、中間検査を実施することがある。・「請負工事検査要領（平成25年４月１日改正）」の第６条第３項の規定により、中間検査を実施することがある。・「請負工事検査要領（平成25年４月１日改正）」の第６条第３項の規定により、中間検査を実施することがある。

・「請負工事検査要領（平成25年４月１日改正）」の第６第１項(4)の規定により、中間検査を実施することがある。・「請負工事検査要領（平成25年４月１日改正）」の第６第１項(4)の規定により、中間検査を実施することがある。・「請負工事検査要領（平成25年４月１日改正）」の第６第１項(4)の規定により、中間検査を実施することがある。・「請負工事検査要領（平成25年４月１日改正）」の第６第１項(4)の規定により、中間検査を実施することがある。・「請負工事検査要領（平成25年４月１日改正）」の第６第１項(4)の規定により、中間検査を実施することがある。

受注者は、契約締結後７日以内に工事着手届を発注者へ提出しなければならない。受注者は、契約締結後７日以内に工事着手届を発注者へ提出しなければならない。受注者は、契約締結後７日以内に工事着手届を発注者へ提出しなければならない。受注者は、契約締結後７日以内に工事着手届を発注者へ提出しなければならない。受注者は、契約締結後７日以内に工事着手届を発注者へ提出しなければならない。

録完了後、速やかに登録機関発行の「工事カルテ受領書」の写しを監督員へ提出しなければならない。また、機関への登録期限は下記表のとおりとし、日数には録完了後、速やかに登録機関発行の「工事カルテ受領書」の写しを監督員へ提出しなければならない。また、機関への登録期限は下記表のとおりとし、日数には録完了後、速やかに登録機関発行の「工事カルテ受領書」の写しを監督員へ提出しなければならない。また、機関への登録期限は下記表のとおりとし、日数には録完了後、速やかに登録機関発行の「工事カルテ受領書」の写しを監督員へ提出しなければならない。また、機関への登録期限は下記表のとおりとし、日数には録完了後、速やかに登録機関発行の「工事カルテ受領書」の写しを監督員へ提出しなければならない。また、機関への登録期限は下記表のとおりとし、日数には

「行政機関の休日に関する法律（昭和６３年法律第９１号）」に定める行政機関の休日（土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始）は含まないこととする。「行政機関の休日に関する法律（昭和６３年法律第９１号）」に定める行政機関の休日（土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始）は含まないこととする。「行政機関の休日に関する法律（昭和６３年法律第９１号）」に定める行政機関の休日（土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始）は含まないこととする。「行政機関の休日に関する法律（昭和６３年法律第９１号）」に定める行政機関の休日（土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始）は含まないこととする。「行政機関の休日に関する法律（昭和６３年法律第９１号）」に定める行政機関の休日（土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始）は含まないこととする。

工事受注時工事受注時工事受注時工事受注時工事受注時

登録内容の変更登録内容の変更登録内容の変更登録内容の変更登録内容の変更

工事完成時工事完成時工事完成時工事完成時工事完成時 工事完成後１０日以内工事完成後１０日以内工事完成後１０日以内工事完成後１０日以内工事完成後１０日以内

変更契約締結後から１０日以内変更契約締結後から１０日以内変更契約締結後から１０日以内変更契約締結後から１０日以内変更契約締結後から１０日以内

契約締結後１０日以内契約締結後１０日以内契約締結後１０日以内契約締結後１０日以内契約締結後１０日以内

機関への登録期限機関への登録期限機関への登録期限機関への登録期限機関への登録期限 概　要概　要概　要概　要概　要

工事着手時工事着手時工事着手時工事着手時工事着手時

工期の変更、請負代金額の変更、技術者の変更工期の変更、請負代金額の変更、技術者の変更工期の変更、請負代金額の変更、技術者の変更工期の変更、請負代金額の変更、技術者の変更工期の変更、請負代金額の変更、技術者の変更

工事着手から引渡しまでの期間、工事目的物及び工事材料等を火災保険、建設工事保険その他の保険に付し、その写しを監督員に提出すること。工事着手から引渡しまでの期間、工事目的物及び工事材料等を火災保険、建設工事保険その他の保険に付し、その写しを監督員に提出すること。工事着手から引渡しまでの期間、工事目的物及び工事材料等を火災保険、建設工事保険その他の保険に付し、その写しを監督員に提出すること。工事着手から引渡しまでの期間、工事目的物及び工事材料等を火災保険、建設工事保険その他の保険に付し、その写しを監督員に提出すること。工事着手から引渡しまでの期間、工事目的物及び工事材料等を火災保険、建設工事保険その他の保険に付し、その写しを監督員に提出すること。

受注者は、現場代理人の常駐義務を緩和させたい場合や、現場代理人を本工事以外の他の工事に兼務させたい場合は、監督員と協議しなければならない。受注者は、現場代理人の常駐義務を緩和させたい場合や、現場代理人を本工事以外の他の工事に兼務させたい場合は、監督員と協議しなければならない。受注者は、現場代理人の常駐義務を緩和させたい場合や、現場代理人を本工事以外の他の工事に兼務させたい場合は、監督員と協議しなければならない。受注者は、現場代理人の常駐義務を緩和させたい場合や、現場代理人を本工事以外の他の工事に兼務させたい場合は、監督員と協議しなければならない。受注者は、現場代理人の常駐義務を緩和させたい場合や、現場代理人を本工事以外の他の工事に兼務させたい場合は、監督員と協議しなければならない。

盛岡市ホームページの「市営建設工事に係る現場代理人及び下請負人に関する取扱いについて」を参照のこと。盛岡市ホームページの「市営建設工事に係る現場代理人及び下請負人に関する取扱いについて」を参照のこと。盛岡市ホームページの「市営建設工事に係る現場代理人及び下請負人に関する取扱いについて」を参照のこと。盛岡市ホームページの「市営建設工事に係る現場代理人及び下請負人に関する取扱いについて」を参照のこと。盛岡市ホームページの「市営建設工事に係る現場代理人及び下請負人に関する取扱いについて」を参照のこと。

・ 対象外工事　　・ 対象工事（本工事は下記表に該当する工事）・ 対象外工事　　・ 対象工事（本工事は下記表に該当する工事）・ 対象外工事　　・ 対象工事（本工事は下記表に該当する工事）・ 対象外工事　　・ 対象工事（本工事は下記表に該当する工事）・ 対象外工事　　・ 対象工事（本工事は下記表に該当する工事）

工事の種類工事の種類工事の種類工事の種類工事の種類 規模の基準規模の基準規模の基準規模の基準規模の基準 備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考

建築物の解体工事建築物の解体工事建築物の解体工事建築物の解体工事建築物の解体工事

建築物の新築・増築工事建築物の新築・増築工事建築物の新築・増築工事建築物の新築・増築工事建築物の新築・増築工事

建築物の修繕・模様替等工事（リフォームなど）建築物の修繕・模様替等工事（リフォームなど）建築物の修繕・模様替等工事（リフォームなど）建築物の修繕・模様替等工事（リフォームなど）建築物の修繕・模様替等工事（リフォームなど）

建築物以外の工作物の解体・新築工事等建築物以外の工作物の解体・新築工事等建築物以外の工作物の解体・新築工事等建築物以外の工作物の解体・新築工事等建築物以外の工作物の解体・新築工事等

床面積の合計：80平方メートル以上床面積の合計：80平方メートル以上床面積の合計：80平方メートル以上床面積の合計：80平方メートル以上床面積の合計：80平方メートル以上

床面積の合計：500平方メートル以上床面積の合計：500平方メートル以上床面積の合計：500平方メートル以上床面積の合計：500平方メートル以上床面積の合計：500平方メートル以上

請負代金額：１億円以上（税込み）請負代金額：１億円以上（税込み）請負代金額：１億円以上（税込み）請負代金額：１億円以上（税込み）請負代金額：１億円以上（税込み）

請負代金額 500万円以上（税込み）請負代金額 500万円以上（税込み）請負代金額 500万円以上（税込み）請負代金額 500万円以上（税込み）請負代金額 500万円以上（税込み） 土木・電気・機械工事を含む土木・電気・機械工事を含む土木・電気・機械工事を含む土木・電気・機械工事を含む土木・電気・機械工事を含む

を提出するものとする。また、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第１８条に基づいて書面により報告すること。を提出するものとする。また、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第１８条に基づいて書面により報告すること。を提出するものとする。また、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第１８条に基づいて書面により報告すること。を提出するものとする。また、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第１８条に基づいて書面により報告すること。を提出するものとする。また、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第１８条に基づいて書面により報告すること。

発注者は通知書を作成し、工事を着手する前までに所定の特定行政庁へ通知書を提出しなければならない。発注者は通知書を作成し、工事を着手する前までに所定の特定行政庁へ通知書を提出しなければならない。発注者は通知書を作成し、工事を着手する前までに所定の特定行政庁へ通知書を提出しなければならない。発注者は通知書を作成し、工事を着手する前までに所定の特定行政庁へ通知書を提出しなければならない。発注者は通知書を作成し、工事を着手する前までに所定の特定行政庁へ通知書を提出しなければならない。

事着手する前までに、所定の行政機関へ提出とする。事着手する前までに、所定の行政機関へ提出とする。事着手する前までに、所定の行政機関へ提出とする。事着手する前までに、所定の行政機関へ提出とする。事着手する前までに、所定の行政機関へ提出とする。

１ 工事着手届の提出１ 工事着手届の提出１ 工事着手届の提出１ 工事着手届の提出１ 工事着手届の提出

２ 工事実績情報の登録２ 工事実績情報の登録２ 工事実績情報の登録２ 工事実績情報の登録２ 工事実績情報の登録 請負代金額が５００万円以上の全ての工事は、工事実績情報（工事カルテ）の登録をおこなわなければならない。登録する際は監督員に予め内容の確認を受け、登請負代金額が５００万円以上の全ての工事は、工事実績情報（工事カルテ）の登録をおこなわなければならない。登録する際は監督員に予め内容の確認を受け、登請負代金額が５００万円以上の全ての工事は、工事実績情報（工事カルテ）の登録をおこなわなければならない。登録する際は監督員に予め内容の確認を受け、登請負代金額が５００万円以上の全ての工事は、工事実績情報（工事カルテ）の登録をおこなわなければならない。登録する際は監督員に予め内容の確認を受け、登請負代金額が５００万円以上の全ての工事は、工事実績情報（工事カルテ）の登録をおこなわなければならない。登録する際は監督員に予め内容の確認を受け、登

３ 保　険３ 保　険３ 保　険３ 保　険３ 保　険

４ 現場代理人の兼務４ 現場代理人の兼務４ 現場代理人の兼務４ 現場代理人の兼務４ 現場代理人の兼務

　　 及び常駐義務の緩和　　 及び常駐義務の緩和　　 及び常駐義務の緩和　　 及び常駐義務の緩和　　 及び常駐義務の緩和

落札が決定した業者は、分別解体等省令で定める様式第１号別表１～３のうち当該工事に該当する別表及び工程表を作成し、契約締結前に、発注担当者等に説明書落札が決定した業者は、分別解体等省令で定める様式第１号別表１～３のうち当該工事に該当する別表及び工程表を作成し、契約締結前に、発注担当者等に説明書落札が決定した業者は、分別解体等省令で定める様式第１号別表１～３のうち当該工事に該当する別表及び工程表を作成し、契約締結前に、発注担当者等に説明書落札が決定した業者は、分別解体等省令で定める様式第１号別表１～３のうち当該工事に該当する別表及び工程表を作成し、契約締結前に、発注担当者等に説明書落札が決定した業者は、分別解体等省令で定める様式第１号別表１～３のうち当該工事に該当する別表及び工程表を作成し、契約締結前に、発注担当者等に説明書

６ 建設リサイクル法の通知等６ 建設リサイクル法の通知等６ 建設リサイクル法の通知等６ 建設リサイクル法の通知等６ 建設リサイクル法の通知等

５ 建設リサイクル法の適用５ 建設リサイクル法の適用５ 建設リサイクル法の適用５ 建設リサイクル法の適用５ 建設リサイクル法の適用

特定建設資材（コンクリート、アスファルト・コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材）を用いた対象建設工事は、建設リサイクル法に基づき、特定建設資材（コンクリート、アスファルト・コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材）を用いた対象建設工事は、建設リサイクル法に基づき、特定建設資材（コンクリート、アスファルト・コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材）を用いた対象建設工事は、建設リサイクル法に基づき、特定建設資材（コンクリート、アスファルト・コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材）を用いた対象建設工事は、建設リサイクル法に基づき、特定建設資材（コンクリート、アスファルト・コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材）を用いた対象建設工事は、建設リサイクル法に基づき、

７ 建設資材廃棄物７ 建設資材廃棄物７ 建設資材廃棄物７ 建設資材廃棄物７ 建設資材廃棄物

　　　 処理方法等通知書　　　 処理方法等通知書　　　 処理方法等通知書　　　 処理方法等通知書　　　 処理方法等通知書

建設リサイクル法の対象工事の場合、受注者は、盛岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の規定により「盛岡市建設資材廃棄物処理方法等通知書」等を工建設リサイクル法の対象工事の場合、受注者は、盛岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の規定により「盛岡市建設資材廃棄物処理方法等通知書」等を工建設リサイクル法の対象工事の場合、受注者は、盛岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の規定により「盛岡市建設資材廃棄物処理方法等通知書」等を工建設リサイクル法の対象工事の場合、受注者は、盛岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の規定により「盛岡市建設資材廃棄物処理方法等通知書」等を工建設リサイクル法の対象工事の場合、受注者は、盛岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の規定により「盛岡市建設資材廃棄物処理方法等通知書」等を工

工事管理ファイル(INDEX_C.XML)の記述例 (注意　アスタリスク「*」は、半角スペースに置き換えてください。)工事管理ファイル(INDEX_C.XML)の記述例 (注意　アスタリスク「*」は、半角スペースに置き換えてください。)工事管理ファイル(INDEX_C.XML)の記述例 (注意　アスタリスク「*」は、半角スペースに置き換えてください。)工事管理ファイル(INDEX_C.XML)の記述例 (注意　アスタリスク「*」は、半角スペースに置き換えてください。)工事管理ファイル(INDEX_C.XML)の記述例 (注意　アスタリスク「*」は、半角スペースに置き換えてください。)

<?xml version="1.0" encoding="shift_jis"?><?xml version="1.0" encoding="shift_jis"?><?xml version="1.0" encoding="shift_jis"?><?xml version="1.0" encoding="shift_jis"?><?xml version="1.0" encoding="shift_jis"?>

<!DOCTYPE constdata SYSTEM "IDXC_B02.DTD"[]><!DOCTYPE constdata SYSTEM "IDXC_B02.DTD"[]><!DOCTYPE constdata SYSTEM "IDXC_B02.DTD"[]><!DOCTYPE constdata SYSTEM "IDXC_B02.DTD"[]><!DOCTYPE constdata SYSTEM "IDXC_B02.DTD"[]>

<!-- http://www.city.morioka.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/017/579/sample1.zip から「IDXC<!-- http://www.city.morioka.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/017/579/sample1.zip から「IDXC<!-- http://www.city.morioka.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/017/579/sample1.zip から「IDXC<!-- http://www.city.morioka.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/017/579/sample1.zip から「IDXC<!-- http://www.city.morioka.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/017/579/sample1.zip から「IDXC

_B02.DTD」をダウンロードできます。-->_B02.DTD」をダウンロードできます。-->_B02.DTD」をダウンロードできます。-->_B02.DTD」をダウンロードできます。-->_B02.DTD」をダウンロードできます。-->

<constdata DTD_version="02"><constdata DTD_version="02"><constdata DTD_version="02"><constdata DTD_version="02"><constdata DTD_version="02">

**<基礎情報>**<基礎情報>**<基礎情報>**<基礎情報>**<基礎情報>

****<メディア番号>1</メディア番号>****<メディア番号>1</メディア番号>****<メディア番号>1</メディア番号>****<メディア番号>1</メディア番号>****<メディア番号>1</メディア番号>

****<メディア種別>DVD-R</メディア種別>****<メディア種別>DVD-R</メディア種別>****<メディア種別>DVD-R</メディア種別>****<メディア種別>DVD-R</メディア種別>****<メディア種別>DVD-R</メディア種別>

****<メディア総枚数>1</メディア総枚数>****<メディア総枚数>1</メディア総枚数>****<メディア総枚数>1</メディア総枚数>****<メディア総枚数>1</メディア総枚数>****<メディア総枚数>1</メディア総枚数>

****<メディアフォーマット>UDF</メディアフォーマット>****<メディアフォーマット>UDF</メディアフォーマット>****<メディアフォーマット>UDF</メディアフォーマット>****<メディアフォーマット>UDF</メディアフォーマット>****<メディアフォーマット>UDF</メディアフォーマット>

****<完成図フォルダ名>DRAWINGF</完成図フォルダ名>****<完成図フォルダ名>DRAWINGF</完成図フォルダ名>****<完成図フォルダ名>DRAWINGF</完成図フォルダ名>****<完成図フォルダ名>DRAWINGF</完成図フォルダ名>****<完成図フォルダ名>DRAWINGF</完成図フォルダ名>

****<完成図オリジナルファイルフォルダ名>DRAWINGF/ORG</完成図オリジナルファイルフォルダ名>****<完成図オリジナルファイルフォルダ名>DRAWINGF/ORG</完成図オリジナルファイルフォルダ名>****<完成図オリジナルファイルフォルダ名>DRAWINGF/ORG</完成図オリジナルファイルフォルダ名>****<完成図オリジナルファイルフォルダ名>DRAWINGF/ORG</完成図オリジナルファイルフォルダ名>****<完成図オリジナルファイルフォルダ名>DRAWINGF/ORG</完成図オリジナルファイルフォルダ名>

****<保全に関する資料フォルダ名>MAINT</保全に関する資料フォルダ名>****<保全に関する資料フォルダ名>MAINT</保全に関する資料フォルダ名>****<保全に関する資料フォルダ名>MAINT</保全に関する資料フォルダ名>****<保全に関する資料フォルダ名>MAINT</保全に関する資料フォルダ名>****<保全に関する資料フォルダ名>MAINT</保全に関する資料フォルダ名>

****<保全に関する資料オリジナルファイルフォルダ名>MAINT/ORG</保全に関する資料オリジナルファイルフォルダ名>****<保全に関する資料オリジナルファイルフォルダ名>MAINT/ORG</保全に関する資料オリジナルファイルフォルダ名>****<保全に関する資料オリジナルファイルフォルダ名>MAINT/ORG</保全に関する資料オリジナルファイルフォルダ名>****<保全に関する資料オリジナルファイルフォルダ名>MAINT/ORG</保全に関する資料オリジナルファイルフォルダ名>****<保全に関する資料オリジナルファイルフォルダ名>MAINT/ORG</保全に関する資料オリジナルファイルフォルダ名>

****<施工計画書フォルダ名>PLAN</施工計画書フォルダ名>****<施工計画書フォルダ名>PLAN</施工計画書フォルダ名>****<施工計画書フォルダ名>PLAN</施工計画書フォルダ名>****<施工計画書フォルダ名>PLAN</施工計画書フォルダ名>****<施工計画書フォルダ名>PLAN</施工計画書フォルダ名>

****<施工計画書オリジナルファイルフォルダ名>PLAN/ORG</施工計画書オリジナルファイルフォルダ名>****<施工計画書オリジナルファイルフォルダ名>PLAN/ORG</施工計画書オリジナルファイルフォルダ名>****<施工計画書オリジナルファイルフォルダ名>PLAN/ORG</施工計画書オリジナルファイルフォルダ名>****<施工計画書オリジナルファイルフォルダ名>PLAN/ORG</施工計画書オリジナルファイルフォルダ名>****<施工計画書オリジナルファイルフォルダ名>PLAN/ORG</施工計画書オリジナルファイルフォルダ名>

****<工程表フォルダ名>SCHEDULE</工程表フォルダ名>****<工程表フォルダ名>SCHEDULE</工程表フォルダ名>****<工程表フォルダ名>SCHEDULE</工程表フォルダ名>****<工程表フォルダ名>SCHEDULE</工程表フォルダ名>****<工程表フォルダ名>SCHEDULE</工程表フォルダ名>

****<工程表オリジナルファイルフォルダ名>SCHEDULE/ORG</工程表オリジナルファイルフォルダ名>****<工程表オリジナルファイルフォルダ名>SCHEDULE/ORG</工程表オリジナルファイルフォルダ名>****<工程表オリジナルファイルフォルダ名>SCHEDULE/ORG</工程表オリジナルファイルフォルダ名>****<工程表オリジナルファイルフォルダ名>SCHEDULE/ORG</工程表オリジナルファイルフォルダ名>****<工程表オリジナルファイルフォルダ名>SCHEDULE/ORG</工程表オリジナルファイルフォルダ名>

****<打合せ簿フォルダ名>MEET</打合せ簿フォルダ名>****<打合せ簿フォルダ名>MEET</打合せ簿フォルダ名>****<打合せ簿フォルダ名>MEET</打合せ簿フォルダ名>****<打合せ簿フォルダ名>MEET</打合せ簿フォルダ名>****<打合せ簿フォルダ名>MEET</打合せ簿フォルダ名>

****<打合せ簿オリジナルファイルフォルダ名>MEET/ORG</打合せ簿オリジナルファイルフォルダ名>****<打合せ簿オリジナルファイルフォルダ名>MEET/ORG</打合せ簿オリジナルファイルフォルダ名>****<打合せ簿オリジナルファイルフォルダ名>MEET/ORG</打合せ簿オリジナルファイルフォルダ名>****<打合せ簿オリジナルファイルフォルダ名>MEET/ORG</打合せ簿オリジナルファイルフォルダ名>****<打合せ簿オリジナルファイルフォルダ名>MEET/ORG</打合せ簿オリジナルファイルフォルダ名>

****<機材関係資料フォルダ名>MATERIAL</機材関係資料フォルダ名>****<機材関係資料フォルダ名>MATERIAL</機材関係資料フォルダ名>****<機材関係資料フォルダ名>MATERIAL</機材関係資料フォルダ名>****<機材関係資料フォルダ名>MATERIAL</機材関係資料フォルダ名>****<機材関係資料フォルダ名>MATERIAL</機材関係資料フォルダ名>

****<機材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>MATERIAL/ORG</機材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>****<機材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>MATERIAL/ORG</機材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>****<機材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>MATERIAL/ORG</機材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>****<機材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>MATERIAL/ORG</機材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>****<機材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>MATERIAL/ORG</機材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>

****<施工関係資料フォルダ名>PROCESS</施工関係資料フォルダ名>****<施工関係資料フォルダ名>PROCESS</施工関係資料フォルダ名>****<施工関係資料フォルダ名>PROCESS</施工関係資料フォルダ名>****<施工関係資料フォルダ名>PROCESS</施工関係資料フォルダ名>****<施工関係資料フォルダ名>PROCESS</施工関係資料フォルダ名>

****<施工関係資料オリジナルファイルフォルダ名>PROCESS/ORG</施工関係資料オリジナルファイルフォルダ名>****<施工関係資料オリジナルファイルフォルダ名>PROCESS/ORG</施工関係資料オリジナルファイルフォルダ名>****<施工関係資料オリジナルファイルフォルダ名>PROCESS/ORG</施工関係資料オリジナルファイルフォルダ名>****<施工関係資料オリジナルファイルフォルダ名>PROCESS/ORG</施工関係資料オリジナルファイルフォルダ名>****<施工関係資料オリジナルファイルフォルダ名>PROCESS/ORG</施工関係資料オリジナルファイルフォルダ名>

****<検査関係資料フォルダ名>INSPECT</検査関係資料フォルダ名>****<検査関係資料フォルダ名>INSPECT</検査関係資料フォルダ名>****<検査関係資料フォルダ名>INSPECT</検査関係資料フォルダ名>****<検査関係資料フォルダ名>INSPECT</検査関係資料フォルダ名>****<検査関係資料フォルダ名>INSPECT</検査関係資料フォルダ名>

****<検査関係資料オリジナルファイルフォルダ名>INSPECT/ORG</検査関係資料オリジナルファイルフォルダ名>****<検査関係資料オリジナルファイルフォルダ名>INSPECT/ORG</検査関係資料オリジナルファイルフォルダ名>****<検査関係資料オリジナルファイルフォルダ名>INSPECT/ORG</検査関係資料オリジナルファイルフォルダ名>****<検査関係資料オリジナルファイルフォルダ名>INSPECT/ORG</検査関係資料オリジナルファイルフォルダ名>****<検査関係資料オリジナルファイルフォルダ名>INSPECT/ORG</検査関係資料オリジナルファイルフォルダ名>

****<発生材関係資料フォルダ名>SALVAGE</発生材関係資料フォルダ名>****<発生材関係資料フォルダ名>SALVAGE</発生材関係資料フォルダ名>****<発生材関係資料フォルダ名>SALVAGE</発生材関係資料フォルダ名>****<発生材関係資料フォルダ名>SALVAGE</発生材関係資料フォルダ名>****<発生材関係資料フォルダ名>SALVAGE</発生材関係資料フォルダ名>

****<発生材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>SALVAGE/ORG</発生材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>****<発生材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>SALVAGE/ORG</発生材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>****<発生材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>SALVAGE/ORG</発生材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>****<発生材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>SALVAGE/ORG</発生材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>****<発生材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>SALVAGE/ORG</発生材関係資料オリジナルファイルフォルダ名>

****<その他資料フォルダ名>OTHRS</その他資料フォルダ名>****<その他資料フォルダ名>OTHRS</その他資料フォルダ名>****<その他資料フォルダ名>OTHRS</その他資料フォルダ名>****<その他資料フォルダ名>OTHRS</その他資料フォルダ名>****<その他資料フォルダ名>OTHRS</その他資料フォルダ名>

****<その他資料オリジナルファイルフォルダ名>OTHRS/ORG</その他資料オリジナルファイルフォルダ名>****<その他資料オリジナルファイルフォルダ名>OTHRS/ORG</その他資料オリジナルファイルフォルダ名>****<その他資料オリジナルファイルフォルダ名>OTHRS/ORG</その他資料オリジナルファイルフォルダ名>****<その他資料オリジナルファイルフォルダ名>OTHRS/ORG</その他資料オリジナルファイルフォルダ名>****<その他資料オリジナルファイルフォルダ名>OTHRS/ORG</その他資料オリジナルファイルフォルダ名>

**</基礎情報>**</基礎情報>**</基礎情報>**</基礎情報>**</基礎情報>

**<ソフトウェア情報>**<ソフトウェア情報>**<ソフトウェア情報>**<ソフトウェア情報>**<ソフトウェア情報>

****<ソフトウェア名>○○電子成果品作成支援・検査システム</ソフトウェア名>****<ソフトウェア名>○○電子成果品作成支援・検査システム</ソフトウェア名>****<ソフトウェア名>○○電子成果品作成支援・検査システム</ソフトウェア名>****<ソフトウェア名>○○電子成果品作成支援・検査システム</ソフトウェア名>****<ソフトウェア名>○○電子成果品作成支援・検査システム</ソフトウェア名>

****<バージョン情報>○○</バージョン情報>****<バージョン情報>○○</バージョン情報>****<バージョン情報>○○</バージョン情報>****<バージョン情報>○○</バージョン情報>****<バージョン情報>○○</バージョン情報>

****<メーカ名>○○株式会社</メーカ名>****<メーカ名>○○株式会社</メーカ名>****<メーカ名>○○株式会社</メーカ名>****<メーカ名>○○株式会社</メーカ名>****<メーカ名>○○株式会社</メーカ名>

****<メーカ連絡先>東京都○○区■■</メーカ連絡先>****<メーカ連絡先>東京都○○区■■</メーカ連絡先>****<メーカ連絡先>東京都○○区■■</メーカ連絡先>****<メーカ連絡先>東京都○○区■■</メーカ連絡先>****<メーカ連絡先>東京都○○区■■</メーカ連絡先>

****<ソフトメーカ用TAG></ソフトメーカ用TAG>****<ソフトメーカ用TAG></ソフトメーカ用TAG>****<ソフトメーカ用TAG></ソフトメーカ用TAG>****<ソフトメーカ用TAG></ソフトメーカ用TAG>****<ソフトメーカ用TAG></ソフトメーカ用TAG>

**</ソフトウェア情報>**</ソフトウェア情報>**</ソフトウェア情報>**</ソフトウェア情報>**</ソフトウェア情報>

**<工事情報>**<工事情報>**<工事情報>**<工事情報>**<工事情報>

****<!--(必須項目)工事番号は、契約書に掲載してある番号を入力するものとする。掲載の無いものは、｢999999｣を入力するものとする。-->****<!--(必須項目)工事番号は、契約書に掲載してある番号を入力するものとする。掲載の無いものは、｢999999｣を入力するものとする。-->****<!--(必須項目)工事番号は、契約書に掲載してある番号を入力するものとする。掲載の無いものは、｢999999｣を入力するものとする。-->****<!--(必須項目)工事番号は、契約書に掲載してある番号を入力するものとする。掲載の無いものは、｢999999｣を入力するものとする。-->****<!--(必須項目)工事番号は、契約書に掲載してある番号を入力するものとする。掲載の無いものは、｢999999｣を入力するものとする。-->

****<工事番号>○○○○○○</工事番号>****<工事番号>○○○○○○</工事番号>****<工事番号>○○○○○○</工事番号>****<工事番号>○○○○○○</工事番号>****<工事番号>○○○○○○</工事番号>

****<工事名称>市営○○住宅○○主体工事</工事名称>****<工事名称>市営○○住宅○○主体工事</工事名称>****<工事名称>市営○○住宅○○主体工事</工事名称>****<工事名称>市営○○住宅○○主体工事</工事名称>****<工事名称>市営○○住宅○○主体工事</工事名称>

****<!--(必須項目)工事分野は,CORINSの｢公共事業の分野｣に従って記入するものとする。-->****<!--(必須項目)工事分野は,CORINSの｢公共事業の分野｣に従って記入するものとする。-->****<!--(必須項目)工事分野は,CORINSの｢公共事業の分野｣に従って記入するものとする。-->****<!--(必須項目)工事分野は,CORINSの｢公共事業の分野｣に従って記入するものとする。-->****<!--(必須項目)工事分野は,CORINSの｢公共事業の分野｣に従って記入するものとする。-->

****<工事分野>○○</工事分野>****<工事分野>○○</工事分野>****<工事分野>○○</工事分野>****<工事分野>○○</工事分野>****<工事分野>○○</工事分野>

****<!--(必須項目)工事業種は、CORINSの｢本件登録工事の受注に対応した建設業許可業種｣に従って記入するものとする。-->****<!--(必須項目)工事業種は、CORINSの｢本件登録工事の受注に対応した建設業許可業種｣に従って記入するものとする。-->****<!--(必須項目)工事業種は、CORINSの｢本件登録工事の受注に対応した建設業許可業種｣に従って記入するものとする。-->****<!--(必須項目)工事業種は、CORINSの｢本件登録工事の受注に対応した建設業許可業種｣に従って記入するものとする。-->****<!--(必須項目)工事業種は、CORINSの｢本件登録工事の受注に対応した建設業許可業種｣に従って記入するものとする。-->

****<工事業種>○○一式工事</工事業種>****<工事業種>○○一式工事</工事業種>****<工事業種>○○一式工事</工事業種>****<工事業種>○○一式工事</工事業種>****<工事業種>○○一式工事</工事業種>

****<!--(必須項目)工種は、CORINSの｢工種、工法・型式｣の｢工種｣を記入するものとする。-->****<!--(必須項目)工種は、CORINSの｢工種、工法・型式｣の｢工種｣を記入するものとする。-->****<!--(必須項目)工種は、CORINSの｢工種、工法・型式｣の｢工種｣を記入するものとする。-->****<!--(必須項目)工種は、CORINSの｢工種、工法・型式｣の｢工種｣を記入するものとする。-->****<!--(必須項目)工種は、CORINSの｢工種、工法・型式｣の｢工種｣を記入するものとする。-->

****<工種>○○一式工事</工種>****<工種>○○一式工事</工種>****<工種>○○一式工事</工種>****<工種>○○一式工事</工種>****<工種>○○一式工事</工種>

****<!--(必須項目)工法型式は、CORINSの｢工種、工法・型式｣の｢工法・型式｣を記入するものとする。-->****<!--(必須項目)工法型式は、CORINSの｢工種、工法・型式｣の｢工法・型式｣を記入するものとする。-->****<!--(必須項目)工法型式は、CORINSの｢工種、工法・型式｣の｢工法・型式｣を記入するものとする。-->****<!--(必須項目)工法型式は、CORINSの｢工種、工法・型式｣の｢工法・型式｣を記入するものとする。-->****<!--(必須項目)工法型式は、CORINSの｢工種、工法・型式｣の｢工法・型式｣を記入するものとする。-->

****<工法型式>○○一式工事</工法型式>****<工法型式>○○一式工事</工法型式>****<工法型式>○○一式工事</工法型式>****<工法型式>○○一式工事</工法型式>****<工法型式>○○一式工事</工法型式>

****<契約金額>○○○○○</契約金額>****<契約金額>○○○○○</契約金額>****<契約金額>○○○○○</契約金額>****<契約金額>○○○○○</契約金額>****<契約金額>○○○○○</契約金額>

****<工期開始日>2016-○○-○○</工期開始日>****<工期開始日>2016-○○-○○</工期開始日>****<工期開始日>2016-○○-○○</工期開始日>****<工期開始日>2016-○○-○○</工期開始日>****<工期開始日>2016-○○-○○</工期開始日>

****<工期終了日>2016-○○-○○</工期終了日>****<工期終了日>2016-○○-○○</工期終了日>****<工期終了日>2016-○○-○○</工期終了日>****<工期終了日>2016-○○-○○</工期終了日>****<工期終了日>2016-○○-○○</工期終了日>

****<工事内容>新営,○○</工事内容>****<工事内容>新営,○○</工事内容>****<工事内容>新営,○○</工事内容>****<工事内容>新営,○○</工事内容>****<工事内容>新営,○○</工事内容>

**</工事情報>**</工事情報>**</工事情報>**</工事情報>**</工事情報>

**<発注者情報>**<発注者情報>**<発注者情報>**<発注者情報>**<発注者情報>

****<発注者コード>50301201</発注者コード>****<発注者コード>50301201</発注者コード>****<発注者コード>50301201</発注者コード>****<発注者コード>50301201</発注者コード>****<発注者コード>50301201</発注者コード>

****<発注者名称>盛岡市</発注者名称>****<発注者名称>盛岡市</発注者名称>****<発注者名称>盛岡市</発注者名称>****<発注者名称>盛岡市</発注者名称>****<発注者名称>盛岡市</発注者名称>

**</発注者情報>**</発注者情報>**</発注者情報>**</発注者情報>**</発注者情報>

**<受注者情報>**<受注者情報>**<受注者情報>**<受注者情報>**<受注者情報>

****<!--(必須項目)受注者コードは、盛岡市役所財政部契約検査課から送付のある盛岡市競争入札参加資格者名簿(４桁)を入力するものとする。-->****<!--(必須項目)受注者コードは、盛岡市役所財政部契約検査課から送付のある盛岡市競争入札参加資格者名簿(４桁)を入力するものとする。-->****<!--(必須項目)受注者コードは、盛岡市役所財政部契約検査課から送付のある盛岡市競争入札参加資格者名簿(４桁)を入力するものとする。-->****<!--(必須項目)受注者コードは、盛岡市役所財政部契約検査課から送付のある盛岡市競争入札参加資格者名簿(４桁)を入力するものとする。-->****<!--(必須項目)受注者コードは、盛岡市役所財政部契約検査課から送付のある盛岡市競争入札参加資格者名簿(４桁)を入力するものとする。-->

****<受注者コード>○○○○</受注者コード>****<受注者コード>○○○○</受注者コード>****<受注者コード>○○○○</受注者コード>****<受注者コード>○○○○</受注者コード>****<受注者コード>○○○○</受注者コード>

****<受注者名称>△△建設株式会社</受注者名称>****<受注者名称>△△建設株式会社</受注者名称>****<受注者名称>△△建設株式会社</受注者名称>****<受注者名称>△△建設株式会社</受注者名称>****<受注者名称>△△建設株式会社</受注者名称>

**</受注者情報>**</受注者情報>**</受注者情報>**</受注者情報>**</受注者情報>

**<施設情報>**<施設情報>**<施設情報>**<施設情報>**<施設情報>

****<!--(任意項目)発注者より提示されたコードを記入する。官庁営繕事業では8桁で入力するものとする。-->****<!--(任意項目)発注者より提示されたコードを記入する。官庁営繕事業では8桁で入力するものとする。-->****<!--(任意項目)発注者より提示されたコードを記入する。官庁営繕事業では8桁で入力するものとする。-->****<!--(任意項目)発注者より提示されたコードを記入する。官庁営繕事業では8桁で入力するものとする。-->****<!--(任意項目)発注者より提示されたコードを記入する。官庁営繕事業では8桁で入力するものとする。-->

****<施設識別コード>○○○○○○○○</施設識別コード>****<施設識別コード>○○○○○○○○</施設識別コード>****<施設識別コード>○○○○○○○○</施設識別コード>****<施設識別コード>○○○○○○○○</施設識別コード>****<施設識別コード>○○○○○○○○</施設識別コード>

****<施設名称>○○市営住宅</施設名称>****<施設名称>○○市営住宅</施設名称>****<施設名称>○○市営住宅</施設名称>****<施設名称>○○市営住宅</施設名称>****<施設名称>○○市営住宅</施設名称>

****<!--(必須項目)境界座標情報は、位置情報を http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/rect/citycode.cgi?code=03201 で確認し、入力すること。-->****<!--(必須項目)境界座標情報は、位置情報を http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/rect/citycode.cgi?code=03201 で確認し、入力すること。-->****<!--(必須項目)境界座標情報は、位置情報を http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/rect/citycode.cgi?code=03201 で確認し、入力すること。-->****<!--(必須項目)境界座標情報は、位置情報を http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/rect/citycode.cgi?code=03201 で確認し、入力すること。-->****<!--(必須項目)境界座標情報は、位置情報を http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/rect/citycode.cgi?code=03201 で確認し、入力すること。-->

****<施設基準点緯度>39.702236</施設基準点緯度>****<施設基準点緯度>39.702236</施設基準点緯度>****<施設基準点緯度>39.702236</施設基準点緯度>****<施設基準点緯度>39.702236</施設基準点緯度>****<施設基準点緯度>39.702236</施設基準点緯度>

****<施設基準点経度>141.154714</施設基準点経度>****<施設基準点経度>141.154714</施設基準点経度>****<施設基準点経度>141.154714</施設基準点経度>****<施設基準点経度>141.154714</施設基準点経度>****<施設基準点経度>141.154714</施設基準点経度>

****<建築物情報>****<建築物情報>****<建築物情報>****<建築物情報>****<建築物情報>

******<!--(任意項目)発注者より提示されたコードを記入する。官庁営繕事業では11桁で入力するものとする。-->******<!--(任意項目)発注者より提示されたコードを記入する。官庁営繕事業では11桁で入力するものとする。-->******<!--(任意項目)発注者より提示されたコードを記入する。官庁営繕事業では11桁で入力するものとする。-->******<!--(任意項目)発注者より提示されたコードを記入する。官庁営繕事業では11桁で入力するものとする。-->******<!--(任意項目)発注者より提示されたコードを記入する。官庁営繕事業では11桁で入力するものとする。-->

******<建築物識別コード>○○○○○○○○○○○</建築物識別コード>******<建築物識別コード>○○○○○○○○○○○</建築物識別コード>******<建築物識別コード>○○○○○○○○○○○</建築物識別コード>******<建築物識別コード>○○○○○○○○○○○</建築物識別コード>******<建築物識別コード>○○○○○○○○○○○</建築物識別コード>

******<建築物名称>○○市営住宅○号棟</建築物名称>******<建築物名称>○○市営住宅○号棟</建築物名称>******<建築物名称>○○市営住宅○号棟</建築物名称>******<建築物名称>○○市営住宅○号棟</建築物名称>******<建築物名称>○○市営住宅○号棟</建築物名称>

******<!--(必須項目)建築物の所在地を入力するものとする。-->******<!--(必須項目)建築物の所在地を入力するものとする。-->******<!--(必須項目)建築物の所在地を入力するものとする。-->******<!--(必須項目)建築物の所在地を入力するものとする。-->******<!--(必須項目)建築物の所在地を入力するものとする。-->

******<所在地>盛岡市○丁目××</所在地>******<所在地>盛岡市○丁目××</所在地>******<所在地>盛岡市○丁目××</所在地>******<所在地>盛岡市○丁目××</所在地>******<所在地>盛岡市○丁目××</所在地>

******<!--(必須項目)境界座標情報は、位置情報を http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/rect/citycode.cgi?code=03201 で確認し、入力すること。-->******<!--(必須項目)境界座標情報は、位置情報を http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/rect/citycode.cgi?code=03201 で確認し、入力すること。-->******<!--(必須項目)境界座標情報は、位置情報を http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/rect/citycode.cgi?code=03201 で確認し、入力すること。-->******<!--(必須項目)境界座標情報は、位置情報を http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/rect/citycode.cgi?code=03201 で確認し、入力すること。-->******<!--(必須項目)境界座標情報は、位置情報を http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/rect/citycode.cgi?code=03201 で確認し、入力すること。-->

******<建築物基準点緯度>39.702236</建築物基準点緯度>******<建築物基準点緯度>39.702236</建築物基準点緯度>******<建築物基準点緯度>39.702236</建築物基準点緯度>******<建築物基準点緯度>39.702236</建築物基準点緯度>******<建築物基準点緯度>39.702236</建築物基準点緯度>

******<建築物基準点経度>141.154714</建築物基準点経度>******<建築物基準点経度>141.154714</建築物基準点経度>******<建築物基準点経度>141.154714</建築物基準点経度>******<建築物基準点経度>141.154714</建築物基準点経度>******<建築物基準点経度>141.154714</建築物基準点経度>

****</建築物情報>****</建築物情報>****</建築物情報>****</建築物情報>****</建築物情報>

**</施設情報>**</施設情報>**</施設情報>**</施設情報>**</施設情報>

**<予備>監督職員　盛岡市役所建設部建築住宅課　盛岡太郎</予備>**<予備>監督職員　盛岡市役所建設部建築住宅課　盛岡太郎</予備>**<予備>監督職員　盛岡市役所建設部建築住宅課　盛岡太郎</予備>**<予備>監督職員　盛岡市役所建設部建築住宅課　盛岡太郎</予備>**<予備>監督職員　盛岡市役所建設部建築住宅課　盛岡太郎</予備>

**<予備>現場代理人　○○建設株式会社　都南二郎</予備>**<予備>現場代理人　○○建設株式会社　都南二郎</予備>**<予備>現場代理人　○○建設株式会社　都南二郎</予備>**<予備>現場代理人　○○建設株式会社　都南二郎</予備>**<予備>現場代理人　○○建設株式会社　都南二郎</予備>

**<予備>主任技術者　○○建設株式会社　玉山三郎</予備>**<予備>主任技術者　○○建設株式会社　玉山三郎</予備>**<予備>主任技術者　○○建設株式会社　玉山三郎</予備>**<予備>主任技術者　○○建設株式会社　玉山三郎</予備>**<予備>主任技術者　○○建設株式会社　玉山三郎</予備>

**<予備>下請負人　□□舗装株式会社　△△設備株式会社・・・</予備>**<予備>下請負人　□□舗装株式会社　△△設備株式会社・・・</予備>**<予備>下請負人　□□舗装株式会社　△△設備株式会社・・・</予備>**<予備>下請負人　□□舗装株式会社　△△設備株式会社・・・</予備>**<予備>下請負人　□□舗装株式会社　△△設備株式会社・・・</予備>

</constdata></constdata></constdata></constdata></constdata>

施設識別コードは８桁とする。（盛岡市コード（６桁）＋施設コード（２桁））施設識別コードは８桁とする。（盛岡市コード（６桁）＋施設コード（２桁））施設識別コードは８桁とする。（盛岡市コード（６桁）＋施設コード（２桁））施設識別コードは８桁とする。（盛岡市コード（６桁）＋施設コード（２桁））施設識別コードは８桁とする。（盛岡市コード（６桁）＋施設コード（２桁））

建築物識別コードは11桁とする。 〔盛岡市コード（６桁）＋建物コード（５桁）〕建築物識別コードは11桁とする。 〔盛岡市コード（６桁）＋建物コード（５桁）〕建築物識別コードは11桁とする。 〔盛岡市コード（６桁）＋建物コード（５桁）〕建築物識別コードは11桁とする。 〔盛岡市コード（６桁）＋建物コード（５桁）〕建築物識別コードは11桁とする。 〔盛岡市コード（６桁）＋建物コード（５桁）〕
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施設識別コードの設定施設識別コードの設定施設識別コードの設定施設識別コードの設定施設識別コードの設定

建築物識別コードの設定建築物識別コードの設定建築物識別コードの設定建築物識別コードの設定建築物識別コードの設定

各種コード詳細各種コード詳細各種コード詳細各種コード詳細各種コード詳細
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全体工期全体工期全体工期全体工期全体工期

うち余裕期間うち余裕期間うち余裕期間うち余裕期間うち余裕期間

うち実工期うち実工期うち実工期うち実工期うち実工期

日間日間日間日間日間

日間日間日間日間日間

日間日間日間日間日間

 ※全体工期 ＝ 余裕期間 ＋ 実工期 ※全体工期 ＝ 余裕期間 ＋ 実工期 ※全体工期 ＝ 余裕期間 ＋ 実工期 ※全体工期 ＝ 余裕期間 ＋ 実工期 ※全体工期 ＝ 余裕期間 ＋ 実工期

 ※工期の始期日を含めて数えた180日を超えない日数とする。 ※工期の始期日を含めて数えた180日を超えない日数とする。 ※工期の始期日を含めて数えた180日を超えない日数とする。 ※工期の始期日を含めて数えた180日を超えない日数とする。 ※工期の始期日を含めて数えた180日を超えない日数とする。

 ※工事開始日を含めて数えた日数とする。 ※工事開始日を含めて数えた日数とする。 ※工事開始日を含めて数えた日数とする。 ※工事開始日を含めて数えた日数とする。 ※工事開始日を含めて数えた日数とする。

４日間 、お正月休暇 ６日間 ）を含むものとする。４日間 、お正月休暇 ６日間 ）を含むものとする。４日間 、お正月休暇 ６日間 ）を含むものとする。４日間 、お正月休暇 ６日間 ）を含むものとする。４日間 、お正月休暇 ６日間 ）を含むものとする。

・ なし　・ あり （ 本工事の工事着手は、令和　　年　　月　　日からとする。）・ なし　・ あり （ 本工事の工事着手は、令和　　年　　月　　日からとする。）・ なし　・ あり （ 本工事の工事着手は、令和　　年　　月　　日からとする。）・ なし　・ あり （ 本工事の工事着手は、令和　　年　　月　　日からとする。）・ なし　・ あり （ 本工事の工事着手は、令和　　年　　月　　日からとする。）

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事である。本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事である。本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事である。本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事である。本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事である。

※１　余裕期間内は、現場代理人及び主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。※１　余裕期間内は、現場代理人及び主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。※１　余裕期間内は、現場代理人及び主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。※１　余裕期間内は、現場代理人及び主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。※１　余裕期間内は、現場代理人及び主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。

　　行う準備は受注者の責により行うものとする。　　行う準備は受注者の責により行うものとする。　　行う準備は受注者の責により行うものとする。　　行う準備は受注者の責により行うものとする。　　行う準備は受注者の責により行うものとする。

※４　工事請負契約約款第３条の規定に基づく工程表には、余裕期間も含めた全体工期を記載するものとする。※４　工事請負契約約款第３条の規定に基づく工程表には、余裕期間も含めた全体工期を記載するものとする。※４　工事請負契約約款第３条の規定に基づく工程表には、余裕期間も含めた全体工期を記載するものとする。※４　工事請負契約約款第３条の規定に基づく工程表には、余裕期間も含めた全体工期を記載するものとする。※４　工事請負契約約款第３条の規定に基づく工程表には、余裕期間も含めた全体工期を記載するものとする。

※６　工事請負契約約款第10条の規定に基づく、現場代理人及び主任技術者等の通知については、工事開始日までに通知するものとする。※６　工事請負契約約款第10条の規定に基づく、現場代理人及び主任技術者等の通知については、工事開始日までに通知するものとする。※６　工事請負契約約款第10条の規定に基づく、現場代理人及び主任技術者等の通知については、工事開始日までに通知するものとする。※６　工事請負契約約款第10条の規定に基づく、現場代理人及び主任技術者等の通知については、工事開始日までに通知するものとする。※６　工事請負契約約款第10条の規定に基づく、現場代理人及び主任技術者等の通知については、工事開始日までに通知するものとする。

　　搬入や仮設物の設置等を行わせてはならないものとする。　　搬入や仮設物の設置等を行わせてはならないものとする。　　搬入や仮設物の設置等を行わせてはならないものとする。　　搬入や仮設物の設置等を行わせてはならないものとする。　　搬入や仮設物の設置等を行わせてはならないものとする。

　　工事開始日を遅らせる場合は、余裕期間を180日間超えないこととする。　　工事開始日を遅らせる場合は、余裕期間を180日間超えないこととする。　　工事開始日を遅らせる場合は、余裕期間を180日間超えないこととする。　　工事開始日を遅らせる場合は、余裕期間を180日間超えないこととする。　　工事開始日を遅らせる場合は、余裕期間を180日間超えないこととする。

※９ その他、余裕期間を設定する工事の取扱いは、盛岡市ホームページに掲載されている「余裕期間（建築工事関係）の設定について運用基準」による。※９ その他、余裕期間を設定する工事の取扱いは、盛岡市ホームページに掲載されている「余裕期間（建築工事関係）の設定について運用基準」による。※９ その他、余裕期間を設定する工事の取扱いは、盛岡市ホームページに掲載されている「余裕期間（建築工事関係）の設定について運用基準」による。※９ その他、余裕期間を設定する工事の取扱いは、盛岡市ホームページに掲載されている「余裕期間（建築工事関係）の設定について運用基準」による。※９ その他、余裕期間を設定する工事の取扱いは、盛岡市ホームページに掲載されている「余裕期間（建築工事関係）の設定について運用基準」による。

８ 工　期８ 工　期８ 工　期８ 工　期８ 工　期

実工期には、作業日数、準備日数、後片付け日数のほか休工日（土曜日、日曜日、祝祭日、天候による休工日、連休等（ゴールデンウィーク　７日間、お盆休暇　実工期には、作業日数、準備日数、後片付け日数のほか休工日（土曜日、日曜日、祝祭日、天候による休工日、連休等（ゴールデンウィーク　７日間、お盆休暇　実工期には、作業日数、準備日数、後片付け日数のほか休工日（土曜日、日曜日、祝祭日、天候による休工日、連休等（ゴールデンウィーク　７日間、お盆休暇　実工期には、作業日数、準備日数、後片付け日数のほか休工日（土曜日、日曜日、祝祭日、天候による休工日、連休等（ゴールデンウィーク　７日間、お盆休暇　実工期には、作業日数、準備日数、後片付け日数のほか休工日（土曜日、日曜日、祝祭日、天候による休工日、連休等（ゴールデンウィーク　７日間、お盆休暇　

９ 余裕期間の設定等９ 余裕期間の設定等９ 余裕期間の設定等９ 余裕期間の設定等９ 余裕期間の設定等

※２　余裕期間内は、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に※２　余裕期間内は、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に※２　余裕期間内は、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に※２　余裕期間内は、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に※２　余裕期間内は、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に

※３　工事実績情報システム(コリンズ)は、実工期にて登録するものとし、工事開始日(変更後の工事開始日含む。)後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、※３　工事実績情報システム(コリンズ)は、実工期にて登録するものとし、工事開始日(変更後の工事開始日含む。)後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、※３　工事実績情報システム(コリンズ)は、実工期にて登録するものとし、工事開始日(変更後の工事開始日含む。)後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、※３　工事実績情報システム(コリンズ)は、実工期にて登録するものとし、工事開始日(変更後の工事開始日含む。)後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、※３　工事実績情報システム(コリンズ)は、実工期にて登録するものとし、工事開始日(変更後の工事開始日含む。)後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、

※５　工事請負契約約款第４条の規定に基づく契約保証の期間は、全体工期を満たすものとし、契約締結の日から全体工期の終期日までを対象とするものとする。※５　工事請負契約約款第４条の規定に基づく契約保証の期間は、全体工期を満たすものとし、契約締結の日から全体工期の終期日までを対象とするものとする。※５　工事請負契約約款第４条の規定に基づく契約保証の期間は、全体工期を満たすものとし、契約締結の日から全体工期の終期日までを対象とするものとする。※５　工事請負契約約款第４条の規定に基づく契約保証の期間は、全体工期を満たすものとし、契約締結の日から全体工期の終期日までを対象とするものとする。※５　工事請負契約約款第４条の規定に基づく契約保証の期間は、全体工期を満たすものとし、契約締結の日から全体工期の終期日までを対象とするものとする。

※７　工事請負契約約款第16条第２項の規定に基づく工事用地の管理については、工事開始日の前日までは、発注者の責任において行うものとし、受注者に資材の※７　工事請負契約約款第16条第２項の規定に基づく工事用地の管理については、工事開始日の前日までは、発注者の責任において行うものとし、受注者に資材の※７　工事請負契約約款第16条第２項の規定に基づく工事用地の管理については、工事開始日の前日までは、発注者の責任において行うものとし、受注者に資材の※７　工事請負契約約款第16条第２項の規定に基づく工事用地の管理については、工事開始日の前日までは、発注者の責任において行うものとし、受注者に資材の※７　工事請負契約約款第16条第２項の規定に基づく工事用地の管理については、工事開始日の前日までは、発注者の責任において行うものとし、受注者に資材の

※８　工事開始日の前日までの期間に施工体制及び建設資材や労働者の確保が図られる場合は、受発注者協議により、工事開始日を変更することができる。なお、※８　工事開始日の前日までの期間に施工体制及び建設資材や労働者の確保が図られる場合は、受発注者協議により、工事開始日を変更することができる。なお、※８　工事開始日の前日までの期間に施工体制及び建設資材や労働者の確保が図られる場合は、受発注者協議により、工事開始日を変更することができる。なお、※８　工事開始日の前日までの期間に施工体制及び建設資材や労働者の確保が図られる場合は、受発注者協議により、工事開始日を変更することができる。なお、※８　工事開始日の前日までの期間に施工体制及び建設資材や労働者の確保が図られる場合は、受発注者協議により、工事開始日を変更することができる。なお、

　　登録申請するものとする。　　登録申請するものとする。　　登録申請するものとする。　　登録申請するものとする。　　登録申請するものとする。

10 週休２日工事10 週休２日工事10 週休２日工事10 週休２日工事10 週休２日工事

には、中止時点における工事の出来高、搬入材料及び建設機械器具等の調書、中止期間中の体制及び工事現場の維持管理に関することを記載すること。には、中止時点における工事の出来高、搬入材料及び建設機械器具等の調書、中止期間中の体制及び工事現場の維持管理に関することを記載すること。には、中止時点における工事の出来高、搬入材料及び建設機械器具等の調書、中止期間中の体制及び工事現場の維持管理に関することを記載すること。には、中止時点における工事の出来高、搬入材料及び建設機械器具等の調書、中止期間中の体制及び工事現場の維持管理に関することを記載すること。には、中止時点における工事の出来高、搬入材料及び建設機械器具等の調書、中止期間中の体制及び工事現場の維持管理に関することを記載すること。

 ・ なし　・ あり（指定部分検査を受けるべき建物等は、下記の表のとおりとする。） ・ なし　・ あり（指定部分検査を受けるべき建物等は、下記の表のとおりとする。） ・ なし　・ あり（指定部分検査を受けるべき建物等は、下記の表のとおりとする。） ・ なし　・ あり（指定部分検査を受けるべき建物等は、下記の表のとおりとする。） ・ なし　・ あり（指定部分検査を受けるべき建物等は、下記の表のとおりとする。）

建物または工種建物または工種建物または工種建物または工種建物または工種 工事段階工事段階工事段階工事段階工事段階 備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考

11 工事の一時中止11 工事の一時中止11 工事の一時中止11 工事の一時中止11 工事の一時中止 工事請負契約書第20条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、工事の続行に備え中止期間中における工事現場の管理計画書を提出すること。本計画書工事請負契約書第20条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、工事の続行に備え中止期間中における工事現場の管理計画書を提出すること。本計画書工事請負契約書第20条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、工事の続行に備え中止期間中における工事現場の管理計画書を提出すること。本計画書工事請負契約書第20条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、工事の続行に備え中止期間中における工事現場の管理計画書を提出すること。本計画書工事請負契約書第20条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、工事の続行に備え中止期間中における工事現場の管理計画書を提出すること。本計画書

12 指定部分検査及び指定部分12 指定部分検査及び指定部分12 指定部分検査及び指定部分12 指定部分検査及び指定部分12 指定部分検査及び指定部分

 工事目的物の引渡し 工事目的物の引渡し 工事目的物の引渡し 工事目的物の引渡し 工事目的物の引渡し

13 中間検査13 中間検査13 中間検査13 中間検査13 中間検査
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受注者は下請負契約を締結した場合は、その金額に関わらず施工体制台帳を作成し、その写しを監督員に提出し確認を受けなければならない。受注者は下請負契約を締結した場合は、その金額に関わらず施工体制台帳を作成し、その写しを監督員に提出し確認を受けなければならない。受注者は下請負契約を締結した場合は、その金額に関わらず施工体制台帳を作成し、その写しを監督員に提出し確認を受けなければならない。受注者は下請負契約を締結した場合は、その金額に関わらず施工体制台帳を作成し、その写しを監督員に提出し確認を受けなければならない。受注者は下請負契約を締結した場合は、その金額に関わらず施工体制台帳を作成し、その写しを監督員に提出し確認を受けなければならない。

受注者は、現場代理人等を補助する者を定めた場合は、工事関係担当者等通知書を提出しなければならない。受注者は、現場代理人等を補助する者を定めた場合は、工事関係担当者等通知書を提出しなければならない。受注者は、現場代理人等を補助する者を定めた場合は、工事関係担当者等通知書を提出しなければならない。受注者は、現場代理人等を補助する者を定めた場合は、工事関係担当者等通知書を提出しなければならない。受注者は、現場代理人等を補助する者を定めた場合は、工事関係担当者等通知書を提出しなければならない。

社会保険等に未加入である建設業許可業者を下請負人（二次以下の下請負人を含む。）とすることは禁止することとし、その者を下請負人とした場合は、「工事成社会保険等に未加入である建設業許可業者を下請負人（二次以下の下請負人を含む。）とすることは禁止することとし、その者を下請負人とした場合は、「工事成社会保険等に未加入である建設業許可業者を下請負人（二次以下の下請負人を含む。）とすることは禁止することとし、その者を下請負人とした場合は、「工事成社会保険等に未加入である建設業許可業者を下請負人（二次以下の下請負人を含む。）とすることは禁止することとし、その者を下請負人とした場合は、「工事成社会保険等に未加入である建設業許可業者を下請負人（二次以下の下請負人を含む。）とすることは禁止することとし、その者を下請負人とした場合は、「工事成

監督員の承諾を得た場合は、報告書の作成を省略することができる。監督員の承諾を得た場合は、報告書の作成を省略することができる。監督員の承諾を得た場合は、報告書の作成を省略することができる。監督員の承諾を得た場合は、報告書の作成を省略することができる。監督員の承諾を得た場合は、報告書の作成を省略することができる。

雛形は、盛岡市ホームページ（盛岡市トップページ > 事業者の皆さんへ > 市の発注契約）の「営繕工事特記仕様書に定める提出書類等」による。雛形は、盛岡市ホームページ（盛岡市トップページ > 事業者の皆さんへ > 市の発注契約）の「営繕工事特記仕様書に定める提出書類等」による。雛形は、盛岡市ホームページ（盛岡市トップページ > 事業者の皆さんへ > 市の発注契約）の「営繕工事特記仕様書に定める提出書類等」による。雛形は、盛岡市ホームページ（盛岡市トップページ > 事業者の皆さんへ > 市の発注契約）の「営繕工事特記仕様書に定める提出書類等」による。雛形は、盛岡市ホームページ（盛岡市トップページ > 事業者の皆さんへ > 市の発注契約）の「営繕工事特記仕様書に定める提出書類等」による。

発注者、受注者及び関連工事の受注者の間で工事の進捗状況及び今後の工事工程等を確認するため、受注者は工事月間工程会議で報告しなければならない。ただし、発注者、受注者及び関連工事の受注者の間で工事の進捗状況及び今後の工事工程等を確認するため、受注者は工事月間工程会議で報告しなければならない。ただし、発注者、受注者及び関連工事の受注者の間で工事の進捗状況及び今後の工事工程等を確認するため、受注者は工事月間工程会議で報告しなければならない。ただし、発注者、受注者及び関連工事の受注者の間で工事の進捗状況及び今後の工事工程等を確認するため、受注者は工事月間工程会議で報告しなければならない。ただし、発注者、受注者及び関連工事の受注者の間で工事の進捗状況及び今後の工事工程等を確認するため、受注者は工事月間工程会議で報告しなければならない。ただし、

詳細は、盛岡市ホームページの「盛岡市(市上下水道局を含む)発注の工事請負契約における社会保険等未加入対策の強化について(平成30年4月1日)」を参照のこと。詳細は、盛岡市ホームページの「盛岡市(市上下水道局を含む)発注の工事請負契約における社会保険等未加入対策の強化について(平成30年4月1日)」を参照のこと。詳細は、盛岡市ホームページの「盛岡市(市上下水道局を含む)発注の工事請負契約における社会保険等未加入対策の強化について(平成30年4月1日)」を参照のこと。詳細は、盛岡市ホームページの「盛岡市(市上下水道局を含む)発注の工事請負契約における社会保険等未加入対策の強化について(平成30年4月1日)」を参照のこと。詳細は、盛岡市ホームページの「盛岡市(市上下水道局を含む)発注の工事請負契約における社会保険等未加入対策の強化について(平成30年4月1日)」を参照のこと。

績評定の減点」や「受注者の指名停止措置」を講じる。また、社会保険等の未加入業者を下請負人とする場合は、工事請負契約約款第７条の２第２項の規定による。績評定の減点」や「受注者の指名停止措置」を講じる。また、社会保険等の未加入業者を下請負人とする場合は、工事請負契約約款第７条の２第２項の規定による。績評定の減点」や「受注者の指名停止措置」を講じる。また、社会保険等の未加入業者を下請負人とする場合は、工事請負契約約款第７条の２第２項の規定による。績評定の減点」や「受注者の指名停止措置」を講じる。また、社会保険等の未加入業者を下請負人とする場合は、工事請負契約約款第７条の２第２項の規定による。績評定の減点」や「受注者の指名停止措置」を講じる。また、社会保険等の未加入業者を下請負人とする場合は、工事請負契約約款第７条の２第２項の規定による。

受注者は、工事期間内に工事作業を休業（ゴールデンウィーク、お盆休暇、お正月休暇）する場合は、休業期間中の工事現場の管理体制を報告しなければならない。受注者は、工事期間内に工事作業を休業（ゴールデンウィーク、お盆休暇、お正月休暇）する場合は、休業期間中の工事現場の管理体制を報告しなければならない。受注者は、工事期間内に工事作業を休業（ゴールデンウィーク、お盆休暇、お正月休暇）する場合は、休業期間中の工事現場の管理体制を報告しなければならない。受注者は、工事期間内に工事作業を休業（ゴールデンウィーク、お盆休暇、お正月休暇）する場合は、休業期間中の工事現場の管理体制を報告しなければならない。受注者は、工事期間内に工事作業を休業（ゴールデンウィーク、お盆休暇、お正月休暇）する場合は、休業期間中の工事現場の管理体制を報告しなければならない。

受注者は、下記表に掲げる工事施工上必要な図書等を作成し、現場に備えなければならない。ただし、監督員の承諾を得た図書等は、その作成を省略することがで受注者は、下記表に掲げる工事施工上必要な図書等を作成し、現場に備えなければならない。ただし、監督員の承諾を得た図書等は、その作成を省略することがで受注者は、下記表に掲げる工事施工上必要な図書等を作成し、現場に備えなければならない。ただし、監督員の承諾を得た図書等は、その作成を省略することがで受注者は、下記表に掲げる工事施工上必要な図書等を作成し、現場に備えなければならない。ただし、監督員の承諾を得た図書等は、その作成を省略することがで受注者は、下記表に掲げる工事施工上必要な図書等を作成し、現場に備えなければならない。ただし、監督員の承諾を得た図書等は、その作成を省略することがで

工事の着手、施工及び完成において官公署その他関係機関へ必要となる諸手続き等は、監督員と協議のうえ受注者が遅滞なく処理すること。なお、当該手続きに係工事の着手、施工及び完成において官公署その他関係機関へ必要となる諸手続き等は、監督員と協議のうえ受注者が遅滞なく処理すること。なお、当該手続きに係工事の着手、施工及び完成において官公署その他関係機関へ必要となる諸手続き等は、監督員と協議のうえ受注者が遅滞なく処理すること。なお、当該手続きに係工事の着手、施工及び完成において官公署その他関係機関へ必要となる諸手続き等は、監督員と協議のうえ受注者が遅滞なく処理すること。なお、当該手続きに係工事の着手、施工及び完成において官公署その他関係機関へ必要となる諸手続き等は、監督員と協議のうえ受注者が遅滞なく処理すること。なお、当該手続きに係

る費用はすべて受注者の負担とする。る費用はすべて受注者の負担とする。る費用はすべて受注者の負担とする。る費用はすべて受注者の負担とする。る費用はすべて受注者の負担とする。

本工事で事故が発生した場合、「盛岡市建設工事等における事故報告要領」に基づき報告すること。なお、報告要領は盛岡市ホームページを参照のこと。本工事で事故が発生した場合、「盛岡市建設工事等における事故報告要領」に基づき報告すること。なお、報告要領は盛岡市ホームページを参照のこと。本工事で事故が発生した場合、「盛岡市建設工事等における事故報告要領」に基づき報告すること。なお、報告要領は盛岡市ホームページを参照のこと。本工事で事故が発生した場合、「盛岡市建設工事等における事故報告要領」に基づき報告すること。なお、報告要領は盛岡市ホームページを参照のこと。本工事で事故が発生した場合、「盛岡市建設工事等における事故報告要領」に基づき報告すること。なお、報告要領は盛岡市ホームページを参照のこと。

きる。きる。きる。きる。きる。

 （下記表の部数の欄で、工事監理業務委託の監督員が選任されている場合はカッコ書きの部数を提出し、選任されていない場合はカッコ無しの部数とする。） （下記表の部数の欄で、工事監理業務委託の監督員が選任されている場合はカッコ書きの部数を提出し、選任されていない場合はカッコ無しの部数とする。） （下記表の部数の欄で、工事監理業務委託の監督員が選任されている場合はカッコ書きの部数を提出し、選任されていない場合はカッコ無しの部数とする。） （下記表の部数の欄で、工事監理業務委託の監督員が選任されている場合はカッコ書きの部数を提出し、選任されていない場合はカッコ無しの部数とする。） （下記表の部数の欄で、工事監理業務委託の監督員が選任されている場合はカッコ書きの部数を提出し、選任されていない場合はカッコ無しの部数とする。）

　 の作成　 の作成　 の作成　 の作成　 の作成

　 理体制の報告　 理体制の報告　 理体制の報告　 理体制の報告　 理体制の報告

　 図書等　 図書等　 図書等　 図書等　 図書等

　　http://www.city.morioka.iwate.jp/jigyousha/keiyaku/kensetsuitaku/1008588.html　　http://www.city.morioka.iwate.jp/jigyousha/keiyaku/kensetsuitaku/1008588.html　　http://www.city.morioka.iwate.jp/jigyousha/keiyaku/kensetsuitaku/1008588.html　　http://www.city.morioka.iwate.jp/jigyousha/keiyaku/kensetsuitaku/1008588.html　　http://www.city.morioka.iwate.jp/jigyousha/keiyaku/kensetsuitaku/1008588.html

※５　受注者の責めによる工事工程の遅れ等、受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、「共通費の実績変更」の対象としない。※５　受注者の責めによる工事工程の遅れ等、受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、「共通費の実績変更」の対象としない。※５　受注者の責めによる工事工程の遅れ等、受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、「共通費の実績変更」の対象としない。※５　受注者の責めによる工事工程の遅れ等、受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、「共通費の実績変更」の対象としない。※５　受注者の責めによる工事工程の遅れ等、受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、「共通費の実績変更」の対象としない。

　　　積算変更時の設計額を算出するものとする。　　　積算変更時の設計額を算出するものとする。　　　積算変更時の設計額を算出するものとする。　　　積算変更時の設計額を算出するものとする。　　　積算変更時の設計額を算出するものとする。

　　　共通仮設費（積上式）：積算基準により算出した共通仮設費に加算　　　共通仮設費（積上式）：積算基準により算出した共通仮設費に加算　　　共通仮設費（積上式）：積算基準により算出した共通仮設費に加算　　　共通仮設費（積上式）：積算基準により算出した共通仮設費に加算　　　共通仮設費（積上式）：積算基準により算出した共通仮設費に加算

※７　発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名停止等の措置を行う場合がある。※７　発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名停止等の措置を行う場合がある。※７　発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名停止等の措置を行う場合がある。※７　発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名停止等の措置を行う場合がある。※７　発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名停止等の措置を行う場合がある。

※６　発注者は、「共通費の実績変更」をする場合は、実績変更対象費に実際支払った額のうち証明書類において確認された費用について、下記に示す方法により※６　発注者は、「共通費の実績変更」をする場合は、実績変更対象費に実際支払った額のうち証明書類において確認された費用について、下記に示す方法により※６　発注者は、「共通費の実績変更」をする場合は、実績変更対象費に実際支払った額のうち証明書類において確認された費用について、下記に示す方法により※６　発注者は、「共通費の実績変更」をする場合は、実績変更対象費に実際支払った額のうち証明書類において確認された費用について、下記に示す方法により※６　発注者は、「共通費の実績変更」をする場合は、実績変更対象費に実際支払った額のうち証明書類において確認された費用について、下記に示す方法により

　　　現場管理費（率式）　：「実績変更対象費に実際支払った額のうち、証明書類において確認された費用から積算基準により算出した現場管理費に含まれる実　　　現場管理費（率式）　：「実績変更対象費に実際支払った額のうち、証明書類において確認された費用から積算基準により算出した現場管理費に含まれる実　　　現場管理費（率式）　：「実績変更対象費に実際支払った額のうち、証明書類において確認された費用から積算基準により算出した現場管理費に含まれる実　　　現場管理費（率式）　：「実績変更対象費に実際支払った額のうち、証明書類において確認された費用から積算基準により算出した現場管理費に含まれる実　　　現場管理費（率式）　：「実績変更対象費に実際支払った額のうち、証明書類において確認された費用から積算基準により算出した現場管理費に含まれる実

　　　　　　　　　　　　　　績変更対象費（率分）を差し引いた費用」を積算基準により算出した現場管理費に加算　　　　　　　　　　　　　　績変更対象費（率分）を差し引いた費用」を積算基準により算出した現場管理費に加算　　　　　　　　　　　　　　績変更対象費（率分）を差し引いた費用」を積算基準により算出した現場管理費に加算　　　　　　　　　　　　　　績変更対象費（率分）を差し引いた費用」を積算基準により算出した現場管理費に加算　　　　　　　　　　　　　　績変更対象費（率分）を差し引いた費用」を積算基準により算出した現場管理費に加算

※８　受注者は、「共通費の実績変更」に伴う契約変更について疑義が生じた場合は、監督員と協議するものとする。※８　受注者は、「共通費の実績変更」に伴う契約変更について疑義が生じた場合は、監督員と協議するものとする。※８　受注者は、「共通費の実績変更」に伴う契約変更について疑義が生じた場合は、監督員と協議するものとする。※８　受注者は、「共通費の実績変更」に伴う契約変更について疑義が生じた場合は、監督員と協議するものとする。※８　受注者は、「共通費の実績変更」に伴う契約変更について疑義が生じた場合は、監督員と協議するものとする。

※９　詳細については、「労働者確保に要する共通費の実績変更の運用基準（建築・電気設備・機械設備）」のとおりであり、以下のホームページを参考とすること。※９　詳細については、「労働者確保に要する共通費の実績変更の運用基準（建築・電気設備・機械設備）」のとおりであり、以下のホームページを参考とすること。※９　詳細については、「労働者確保に要する共通費の実績変更の運用基準（建築・電気設備・機械設備）」のとおりであり、以下のホームページを参考とすること。※９　詳細については、「労働者確保に要する共通費の実績変更の運用基準（建築・電気設備・機械設備）」のとおりであり、以下のホームページを参考とすること。※９　詳細については、「労働者確保に要する共通費の実績変更の運用基準（建築・電気設備・機械設備）」のとおりであり、以下のホームページを参考とすること。
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25 施工体制台帳の作成25 施工体制台帳の作成25 施工体制台帳の作成25 施工体制台帳の作成25 施工体制台帳の作成

26 工事関係担当者の通知26 工事関係担当者の通知26 工事関係担当者の通知26 工事関係担当者の通知26 工事関係担当者の通知

27 下請負契約対象の限定27 下請負契約対象の限定27 下請負契約対象の限定27 下請負契約対象の限定27 下請負契約対象の限定

28 工事月間工程報告書28 工事月間工程報告書28 工事月間工程報告書28 工事月間工程報告書28 工事月間工程報告書

29 休業期間中の現場管29 休業期間中の現場管29 休業期間中の現場管29 休業期間中の現場管29 休業期間中の現場管

30 各種手続き30 各種手続き30 各種手続き30 各種手続き30 各種手続き

31 事故報告31 事故報告31 事故報告31 事故報告31 事故報告

32 工事施工上必要な32 工事施工上必要な32 工事施工上必要な32 工事施工上必要な32 工事施工上必要な

24 労働者確保に要する共通24 労働者確保に要する共通24 労働者確保に要する共通24 労働者確保に要する共通24 労働者確保に要する共通

　 費の実績変更について　 費の実績変更について　 費の実績変更について　 費の実績変更について　 費の実績変更について

 ・ 行わない　　・ 行う（ 工事の引渡しから１年を経過したときに経年検査を実施する。） ・ 行わない　　・ 行う（ 工事の引渡しから１年を経過したときに経年検査を実施する。） ・ 行わない　　・ 行う（ 工事の引渡しから１年を経過したときに経年検査を実施する。） ・ 行わない　　・ 行う（ 工事の引渡しから１年を経過したときに経年検査を実施する。） ・ 行わない　　・ 行う（ 工事の引渡しから１年を経過したときに経年検査を実施する。）

 ・ なし　・ あり（ ・ 標準型　・ 簡易型　・ 特別簡易型 ） ・ なし　・ あり（ ・ 標準型　・ 簡易型　・ 特別簡易型 ） ・ なし　・ あり（ ・ 標準型　・ 簡易型　・ 特別簡易型 ） ・ なし　・ あり（ ・ 標準型　・ 簡易型　・ 特別簡易型 ） ・ なし　・ あり（ ・ 標準型　・ 簡易型　・ 特別簡易型 ）

建設資材調書の提出は、工事完成後、紙で出力した建設資材調書に押印したものを監督員に提出するものとする。建設資材調書の提出は、工事完成後、紙で出力した建設資材調書に押印したものを監督員に提出するものとする。建設資材調書の提出は、工事完成後、紙で出力した建設資材調書に押印したものを監督員に提出するものとする。建設資材調書の提出は、工事完成後、紙で出力した建設資材調書に押印したものを監督員に提出するものとする。建設資材調書の提出は、工事完成後、紙で出力した建設資材調書に押印したものを監督員に提出するものとする。

詳細は、盛岡市ホームページの「総合評価落札方式競争入札」を参照のこと。詳細は、盛岡市ホームページの「総合評価落札方式競争入札」を参照のこと。詳細は、盛岡市ホームページの「総合評価落札方式競争入札」を参照のこと。詳細は、盛岡市ホームページの「総合評価落札方式競争入札」を参照のこと。詳細は、盛岡市ホームページの「総合評価落札方式競争入札」を参照のこと。

工事の施工により発生する産業廃棄物は、以下の場所に搬入することとする。工事の施工により発生する産業廃棄物は、以下の場所に搬入することとする。工事の施工により発生する産業廃棄物は、以下の場所に搬入することとする。工事の施工により発生する産業廃棄物は、以下の場所に搬入することとする。工事の施工により発生する産業廃棄物は、以下の場所に搬入することとする。 ・ なし　・ あり ・ なし　・ あり ・ なし　・ あり ・ なし　・ あり ・ なし　・ あり

廃棄物名廃棄物名廃棄物名廃棄物名廃棄物名 産業廃棄物受入施設等名産業廃棄物受入施設等名産業廃棄物受入施設等名産業廃棄物受入施設等名産業廃棄物受入施設等名

廃コンクリート殻（無筋）廃コンクリート殻（無筋）廃コンクリート殻（無筋）廃コンクリート殻（無筋）廃コンクリート殻（無筋）

アスファルト殻アスファルト殻アスファルト殻アスファルト殻アスファルト殻

廃金属類廃金属類廃金属類廃金属類廃金属類

受入場所受入場所受入場所受入場所受入場所 備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考

木材木材木材木材木材

ても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項については、この限りではない。ても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項については、この限りではない。ても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項については、この限りではない。ても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項については、この限りではない。ても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項については、この限りではない。

管理票（マニフェスト）で管理すること。管理票（マニフェスト）で管理すること。管理票（マニフェスト）で管理すること。管理票（マニフェスト）で管理すること。管理票（マニフェスト）で管理すること。

 ・ なし　・ あり（ＰＣＢ分析調査を本工事で実施し、含有している場合は発注者へ引渡しとする。） ・ なし　・ あり（ＰＣＢ分析調査を本工事で実施し、含有している場合は発注者へ引渡しとする。） ・ なし　・ あり（ＰＣＢ分析調査を本工事で実施し、含有している場合は発注者へ引渡しとする。） ・ なし　・ あり（ＰＣＢ分析調査を本工事で実施し、含有している場合は発注者へ引渡しとする。） ・ なし　・ あり（ＰＣＢ分析調査を本工事で実施し、含有している場合は発注者へ引渡しとする。）

 ・ なし　・ あり（　・ ＰＣＢ（　・ シーリング材　・ 高圧機器類　・ 安定器　・ 低圧機器類 ） ・ アスベスト） ・ なし　・ あり（　・ ＰＣＢ（　・ シーリング材　・ 高圧機器類　・ 安定器　・ 低圧機器類 ） ・ アスベスト） ・ なし　・ あり（　・ ＰＣＢ（　・ シーリング材　・ 高圧機器類　・ 安定器　・ 低圧機器類 ） ・ アスベスト） ・ なし　・ あり（　・ ＰＣＢ（　・ シーリング材　・ 高圧機器類　・ 安定器　・ 低圧機器類 ） ・ アスベスト） ・ なし　・ あり（　・ ＰＣＢ（　・ シーリング材　・ 高圧機器類　・ 安定器　・ 低圧機器類 ） ・ アスベスト）

ＰＣＢを含有する機器等は、廃棄物処理法に基づき、飛散、流出、地下浸透、悪臭が発生しないよう、発注者の指定するＰＣＢを含有する機器等は、廃棄物処理法に基づき、飛散、流出、地下浸透、悪臭が発生しないよう、発注者の指定するＰＣＢを含有する機器等は、廃棄物処理法に基づき、飛散、流出、地下浸透、悪臭が発生しないよう、発注者の指定するＰＣＢを含有する機器等は、廃棄物処理法に基づき、飛散、流出、地下浸透、悪臭が発生しないよう、発注者の指定するＰＣＢを含有する機器等は、廃棄物処理法に基づき、飛散、流出、地下浸透、悪臭が発生しないよう、発注者の指定する

施設内の場所へ適切に保管とする。施設内の場所へ適切に保管とする。施設内の場所へ適切に保管とする。施設内の場所へ適切に保管とする。施設内の場所へ適切に保管とする。

 ・ なし　・ あり（　　　　　　　　） ・ なし　・ あり（　　　　　　　　） ・ なし　・ あり（　　　　　　　　） ・ なし　・ あり（　　　　　　　　） ・ なし　・ あり（　　　　　　　　）

冷媒の回収にあたっては、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律（フロン回収破壊法）」に従って行い、監督職員に第一種フロン冷媒の回収にあたっては、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律（フロン回収破壊法）」に従って行い、監督職員に第一種フロン冷媒の回収にあたっては、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律（フロン回収破壊法）」に従って行い、監督職員に第一種フロン冷媒の回収にあたっては、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律（フロン回収破壊法）」に従って行い、監督職員に第一種フロン冷媒の回収にあたっては、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律（フロン回収破壊法）」に従って行い、監督職員に第一種フロン

14 経年検査14 経年検査14 経年検査14 経年検査14 経年検査

15 総合評価落札方式15 総合評価落札方式15 総合評価落札方式15 総合評価落札方式15 総合評価落札方式

　（建設資材調書）　（建設資材調書）　（建設資材調書）　（建設資材調書）　（建設資材調書）

16 産業廃棄物16 産業廃棄物16 産業廃棄物16 産業廃棄物16 産業廃棄物

産業廃棄物受入施設等名については、積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、受注者が上記施設とは異なる施設で処理する場合におい産業廃棄物受入施設等名については、積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、受注者が上記施設とは異なる施設で処理する場合におい産業廃棄物受入施設等名については、積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、受注者が上記施設とは異なる施設で処理する場合におい産業廃棄物受入施設等名については、積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、受注者が上記施設とは異なる施設で処理する場合におい産業廃棄物受入施設等名については、積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、受注者が上記施設とは異なる施設で処理する場合におい

本工事で発生した産業廃棄物は、可能な限り中間処理施設等に於いて再利用、減量化を図るものとする。また、最終処分場で処分される産業廃棄物は、産業廃棄物本工事で発生した産業廃棄物は、可能な限り中間処理施設等に於いて再利用、減量化を図るものとする。また、最終処分場で処分される産業廃棄物は、産業廃棄物本工事で発生した産業廃棄物は、可能な限り中間処理施設等に於いて再利用、減量化を図るものとする。また、最終処分場で処分される産業廃棄物は、産業廃棄物本工事で発生した産業廃棄物は、可能な限り中間処理施設等に於いて再利用、減量化を図るものとする。また、最終処分場で処分される産業廃棄物は、産業廃棄物本工事で発生した産業廃棄物は、可能な限り中間処理施設等に於いて再利用、減量化を図るものとする。また、最終処分場で処分される産業廃棄物は、産業廃棄物

17 残土の処理17 残土の処理17 残土の処理17 残土の処理17 残土の処理

18 ＰＣＢ分析調査18 ＰＣＢ分析調査18 ＰＣＢ分析調査18 ＰＣＢ分析調査18 ＰＣＢ分析調査

19 特別管理産業廃棄物19 特別管理産業廃棄物19 特別管理産業廃棄物19 特別管理産業廃棄物19 特別管理産業廃棄物

20 冷媒の回収20 冷媒の回収20 冷媒の回収20 冷媒の回収20 冷媒の回収
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類回収業者登録通知書の写し、フロン類回収証明書を提出する。ただし、家庭等のエアコン等で「特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）」の対象となっ類回収業者登録通知書の写し、フロン類回収証明書を提出する。ただし、家庭等のエアコン等で「特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）」の対象となっ類回収業者登録通知書の写し、フロン類回収証明書を提出する。ただし、家庭等のエアコン等で「特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）」の対象となっ類回収業者登録通知書の写し、フロン類回収証明書を提出する。ただし、家庭等のエアコン等で「特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）」の対象となっ類回収業者登録通知書の写し、フロン類回収証明書を提出する。ただし、家庭等のエアコン等で「特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）」の対象となっ

ているものは、法に従ってリサイクル（フロン類の改修を含む）を行い、監督員に、特定家庭用機器廃棄物管理票（家電リサイクル券）の写しを提出する。ているものは、法に従ってリサイクル（フロン類の改修を含む）を行い、監督員に、特定家庭用機器廃棄物管理票（家電リサイクル券）の写しを提出する。ているものは、法に従ってリサイクル（フロン類の改修を含む）を行い、監督員に、特定家庭用機器廃棄物管理票（家電リサイクル券）の写しを提出する。ているものは、法に従ってリサイクル（フロン類の改修を含む）を行い、監督員に、特定家庭用機器廃棄物管理票（家電リサイクル券）の写しを提出する。ているものは、法に従ってリサイクル（フロン類の改修を含む）を行い、監督員に、特定家庭用機器廃棄物管理票（家電リサイクル券）の写しを提出する。

21 資源有効利用促進法の運用21 資源有効利用促進法の運用21 資源有効利用促進法の運用21 資源有効利用促進法の運用21 資源有効利用促進法の運用

・土砂・土砂・土砂・土砂・土砂

・砕石・砕石・砕石・砕石・砕石

・加熱アスファルト混合物・加熱アスファルト混合物・加熱アスファルト混合物・加熱アスファルト混合物・加熱アスファルト混合物

建設資材建設資材建設資材建設資材建設資材

500m3以上500m3以上500m3以上500m3以上500m3以上

200 t以上200 t以上200 t以上200 t以上200 t以上

対象対象対象対象対象数量数量数量数量数量

・土砂・土砂・土砂・土砂・土砂

建設資材建設資材建設資材建設資材建設資材

500m3以上500m3以上500m3以上500m3以上500m3以上

対象対象対象対象対象数量数量数量数量数量

・コンクリート塊・コンクリート塊・コンクリート塊・コンクリート塊・コンクリート塊

　アスファルト・　　アスファルト・　　アスファルト・　　アスファルト・　　アスファルト・　

　　コンクリート塊　　コンクリート塊　　コンクリート塊　　コンクリート塊　　コンクリート塊

　建設発生木材　建設発生木材　建設発生木材　建設発生木材　建設発生木材

200 t以上200 t以上200 t以上200 t以上200 t以上

合計合計合計合計合計

※国土交通省で定めている様式を準用すること。※国土交通省で定めている様式を準用すること。※国土交通省で定めている様式を準用すること。※国土交通省で定めている様式を準用すること。※国土交通省で定めている様式を準用すること。

 ・ ・ ・ ・ ・

 ・ ・ ・ ・ ・

 ・ ・ ・ ・ ・
 ・ ・ ・ ・ ・

 ・ ・ ・ ・ ・

・再生資源利用計画書（搬入）・再生資源利用計画書（搬入）・再生資源利用計画書（搬入）・再生資源利用計画書（搬入）・再生資源利用計画書（搬入） ・再生資源利用促進計画書（搬出）・再生資源利用促進計画書（搬出）・再生資源利用促進計画書（搬出）・再生資源利用促進計画書（搬出）・再生資源利用促進計画書（搬出）

受注者は、契約締結後速やかに、当該工事現場の公衆の見えやすい場所に工事表示板を掲げなければなら受注者は、契約締結後速やかに、当該工事現場の公衆の見えやすい場所に工事表示板を掲げなければなら受注者は、契約締結後速やかに、当該工事現場の公衆の見えやすい場所に工事表示板を掲げなければなら受注者は、契約締結後速やかに、当該工事現場の公衆の見えやすい場所に工事表示板を掲げなければなら受注者は、契約締結後速やかに、当該工事現場の公衆の見えやすい場所に工事表示板を掲げなければなら

ない。ただし、監督員の承諾を得た場合は、その設置を省略することができる。また、工事表示板の大きない。ただし、監督員の承諾を得た場合は、その設置を省略することができる。また、工事表示板の大きない。ただし、監督員の承諾を得た場合は、その設置を省略することができる。また、工事表示板の大きない。ただし、監督員の承諾を得た場合は、その設置を省略することができる。また、工事表示板の大きない。ただし、監督員の承諾を得た場合は、その設置を省略することができる。また、工事表示板の大き

さは、日本工業規格Ａ２（420×594）程度を標準とする。さは、日本工業規格Ａ２（420×594）程度を標準とする。さは、日本工業規格Ａ２（420×594）程度を標準とする。さは、日本工業規格Ａ２（420×594）程度を標準とする。さは、日本工業規格Ａ２（420×594）程度を標準とする。

受注者は、当該請負工事における下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成することとし、受注者は、当該請負工事における下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成することとし、受注者は、当該請負工事における下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成することとし、受注者は、当該請負工事における下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成することとし、受注者は、当該請負工事における下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成することとし、

施工体系図は工事現場の公衆が見えやすい場所へ掲示しなければならない。施工体系図は工事現場の公衆が見えやすい場所へ掲示しなければならない。施工体系図は工事現場の公衆が見えやすい場所へ掲示しなければならない。施工体系図は工事現場の公衆が見えやすい場所へ掲示しなければならない。施工体系図は工事現場の公衆が見えやすい場所へ掲示しなければならない。
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工事表示板（参考）工事表示板（参考）工事表示板（参考）工事表示板（参考）工事表示板（参考）

工　事　名工　事　名工　事　名工　事　名工　事　名

発　注　者発　注　者発　注　者発　注　者発　注　者

設　　　計設　　　計設　　　計設　　　計設　　　計

監　　　理監　　　理監　　　理監　　　理監　　　理

施　　　工施　　　工施　　　工施　　　工施　　　工

工　　　期工　　　期工　　　期工　　　期工　　　期 令和　年　月　日 ～ 令和　年　月　日令和　年　月　日 ～ 令和　年　月　日令和　年　月　日 ～ 令和　年　月　日令和　年　月　日 ～ 令和　年　月　日令和　年　月　日 ～ 令和　年　月　日

現場連絡先現場連絡先現場連絡先現場連絡先現場連絡先 電話　　　　　　現場代理人電話　　　　　　現場代理人電話　　　　　　現場代理人電話　　　　　　現場代理人電話　　　　　　現場代理人

　　共通仮設費（積上式）：①宿舎等（借上費、宿泊費）、②労働者送迎費　　共通仮設費（積上式）：①宿舎等（借上費、宿泊費）、②労働者送迎費　　共通仮設費（積上式）：①宿舎等（借上費、宿泊費）、②労働者送迎費　　共通仮設費（積上式）：①宿舎等（借上費、宿泊費）、②労働者送迎費　　共通仮設費（積上式）：①宿舎等（借上費、宿泊費）、②労働者送迎費

※２　実績変更対象費（率分）に含む内容は、下記の内容である。※２　実績変更対象費（率分）に含む内容は、下記の内容である。※２　実績変更対象費（率分）に含む内容は、下記の内容である。※２　実績変更対象費（率分）に含む内容は、下記の内容である。※２　実績変更対象費（率分）に含む内容は、下記の内容である。

　　通知するものとする。　　通知するものとする。　　通知するものとする。　　通知するものとする。　　通知するものとする。

　　　　　　　　　　　　　　　⑥労災保険法による給付以外に災害時に事業主が負担する費用　　　　　　　　　　　　　　　⑥労災保険法による給付以外に災害時に事業主が負担する費用　　　　　　　　　　　　　　　⑥労災保険法による給付以外に災害時に事業主が負担する費用　　　　　　　　　　　　　　　⑥労災保険法による給付以外に災害時に事業主が負担する費用　　　　　　　　　　　　　　　⑥労災保険法による給付以外に災害時に事業主が負担する費用

※３　受注者は、労働者確保に要する共通費の実績変更（以下「共通費の実績変更」という。）を請求する意思がある場合は、すみやかに書面により発注者に対し※３　受注者は、労働者確保に要する共通費の実績変更（以下「共通費の実績変更」という。）を請求する意思がある場合は、すみやかに書面により発注者に対し※３　受注者は、労働者確保に要する共通費の実績変更（以下「共通費の実績変更」という。）を請求する意思がある場合は、すみやかに書面により発注者に対し※３　受注者は、労働者確保に要する共通費の実績変更（以下「共通費の実績変更」という。）を請求する意思がある場合は、すみやかに書面により発注者に対し※３　受注者は、労働者確保に要する共通費の実績変更（以下「共通費の実績変更」という。）を請求する意思がある場合は、すみやかに書面により発注者に対し

　　　　　　　　　　　　　　　及び作業用被服等の費用、④賃金以外の食事・通勤費等に要する費用、⑤安全、衛生に要する費用及び研修訓練等に要する費用、　　　　　　　　　　　　　　　及び作業用被服等の費用、④賃金以外の食事・通勤費等に要する費用、⑤安全、衛生に要する費用及び研修訓練等に要する費用、　　　　　　　　　　　　　　　及び作業用被服等の費用、④賃金以外の食事・通勤費等に要する費用、⑤安全、衛生に要する費用及び研修訓練等に要する費用、　　　　　　　　　　　　　　　及び作業用被服等の費用、④賃金以外の食事・通勤費等に要する費用、⑤安全、衛生に要する費用及び研修訓練等に要する費用、　　　　　　　　　　　　　　　及び作業用被服等の費用、④賃金以外の食事・通勤費等に要する費用、⑤安全、衛生に要する費用及び研修訓練等に要する費用、

※１　本工事は、受注者が負担する「労働者に係る宿泊費」、「労働者に係る送迎費」及び「募集及び解散等に要する費用」について、不足する労働者を広域的に※１　本工事は、受注者が負担する「労働者に係る宿泊費」、「労働者に係る送迎費」及び「募集及び解散等に要する費用」について、不足する労働者を広域的に※１　本工事は、受注者が負担する「労働者に係る宿泊費」、「労働者に係る送迎費」及び「募集及び解散等に要する費用」について、不足する労働者を広域的に※１　本工事は、受注者が負担する「労働者に係る宿泊費」、「労働者に係る送迎費」及び「募集及び解散等に要する費用」について、不足する労働者を広域的に※１　本工事は、受注者が負担する「労働者に係る宿泊費」、「労働者に係る送迎費」及び「募集及び解散等に要する費用」について、不足する労働者を広域的に

　　確保せざるを得ない場合（以下「実績変更対象費」という。）を受注者の支出実績を踏まえて契約変更することができるものとする。　　確保せざるを得ない場合（以下「実績変更対象費」という。）を受注者の支出実績を踏まえて契約変更することができるものとする。　　確保せざるを得ない場合（以下「実績変更対象費」という。）を受注者の支出実績を踏まえて契約変更することができるものとする。　　確保せざるを得ない場合（以下「実績変更対象費」という。）を受注者の支出実績を踏まえて契約変更することができるものとする。　　確保せざるを得ない場合（以下「実績変更対象費」という。）を受注者の支出実績を踏まえて契約変更することができるものとする。

　　現場管理費（率式）　：①募集及び解散費に要する費用、②賃金以外の食事・通勤費等に要する費用　　現場管理費（率式）　：①募集及び解散費に要する費用、②賃金以外の食事・通勤費等に要する費用　　現場管理費（率式）　：①募集及び解散費に要する費用、②賃金以外の食事・通勤費等に要する費用　　現場管理費（率式）　：①募集及び解散費に要する費用、②賃金以外の食事・通勤費等に要する費用　　現場管理費（率式）　：①募集及び解散費に要する費用、②賃金以外の食事・通勤費等に要する費用

　　　実績変更対象費（率分）：【現場管理費（率分）】①募集及び解散等に要する費用、②慰安、娯楽及び厚生に要する費用、③純工事費に含まれない作業用具　　　実績変更対象費（率分）：【現場管理費（率分）】①募集及び解散等に要する費用、②慰安、娯楽及び厚生に要する費用、③純工事費に含まれない作業用具　　　実績変更対象費（率分）：【現場管理費（率分）】①募集及び解散等に要する費用、②慰安、娯楽及び厚生に要する費用、③純工事費に含まれない作業用具　　　実績変更対象費（率分）：【現場管理費（率分）】①募集及び解散等に要する費用、②慰安、娯楽及び厚生に要する費用、③純工事費に含まれない作業用具　　　実績変更対象費（率分）：【現場管理費（率分）】①募集及び解散等に要する費用、②慰安、娯楽及び厚生に要する費用、③純工事費に含まれない作業用具

※４　受注者は、「共通費の実績変更」を請求する場合は、監督員に設計額における「実績変更対象費」を確認の上、実績報告書（様式１）及び実績変更対象費に※４　受注者は、「共通費の実績変更」を請求する場合は、監督員に設計額における「実績変更対象費」を確認の上、実績報告書（様式１）及び実績変更対象費に※４　受注者は、「共通費の実績変更」を請求する場合は、監督員に設計額における「実績変更対象費」を確認の上、実績報告書（様式１）及び実績変更対象費に※４　受注者は、「共通費の実績変更」を請求する場合は、監督員に設計額における「実績変更対象費」を確認の上、実績報告書（様式１）及び実績変更対象費に※４　受注者は、「共通費の実績変更」を請求する場合は、監督員に設計額における「実績変更対象費」を確認の上、実績報告書（様式１）及び実績変更対象費に

　　実際に支払った全ての証明書類（領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書などをいう。）を監督員に提出し、「共通費の実績変更」　　実際に支払った全ての証明書類（領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書などをいう。）を監督員に提出し、「共通費の実績変更」　　実際に支払った全ての証明書類（領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書などをいう。）を監督員に提出し、「共通費の実績変更」　　実際に支払った全ての証明書類（領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書などをいう。）を監督員に提出し、「共通費の実績変更」　　実際に支払った全ての証明書類（領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書などをいう。）を監督員に提出し、「共通費の実績変更」

他の書類全てを提出とする。他の書類全てを提出とする。他の書類全てを提出とする。他の書類全てを提出とする。他の書類全てを提出とする。

工事期間中に監督員から承諾を受けた施工図面及びその工事期間中に監督員から承諾を受けた施工図面及びその工事期間中に監督員から承諾を受けた施工図面及びその工事期間中に監督員から承諾を受けた施工図面及びその工事期間中に監督員から承諾を受けた施工図面及びその

ができる。ができる。ができる。ができる。ができる。

受注者は、下記表に掲げる工事完成時に提出する図書等を作成し、監督員に提出しなければならない。ただし、監督員の承諾を得た図書等は、提出を省略すること受注者は、下記表に掲げる工事完成時に提出する図書等を作成し、監督員に提出しなければならない。ただし、監督員の承諾を得た図書等は、提出を省略すること受注者は、下記表に掲げる工事完成時に提出する図書等を作成し、監督員に提出しなければならない。ただし、監督員の承諾を得た図書等は、提出を省略すること受注者は、下記表に掲げる工事完成時に提出する図書等を作成し、監督員に提出しなければならない。ただし、監督員の承諾を得た図書等は、提出を省略すること受注者は、下記表に掲げる工事完成時に提出する図書等を作成し、監督員に提出しなければならない。ただし、監督員の承諾を得た図書等は、提出を省略すること

２２２２２

１１１１１機器完成図機器完成図機器完成図機器完成図機器完成図

１１１１１出荷証明書出荷証明書出荷証明書出荷証明書出荷証明書

１１１１１写真帳写真帳写真帳写真帳写真帳

完成図　　（Ａ１版、またはＡ２版）完成図　　（Ａ１版、またはＡ２版）完成図　　（Ａ１版、またはＡ２版）完成図　　（Ａ１版、またはＡ２版）完成図　　（Ａ１版、またはＡ２版）

完成写真完成写真完成写真完成写真完成写真

図面の製本図面の製本図面の製本図面の製本図面の製本

縮小完成図（Ａ３版）縮小完成図（Ａ３版）縮小完成図（Ａ３版）縮小完成図（Ａ３版）縮小完成図（Ａ３版）

２２２２２ 黒文字青表紙の二つ折り製本とする。また、完成図は、黒文字青表紙の二つ折り製本とする。また、完成図は、黒文字青表紙の二つ折り製本とする。また、完成図は、黒文字青表紙の二つ折り製本とする。また、完成図は、黒文字青表紙の二つ折り製本とする。また、完成図は、

数量等数量等数量等数量等数量等

機器名称、製造者名（連絡先含む）、形式、容量、出力、機器名称、製造者名（連絡先含む）、形式、容量、出力、機器名称、製造者名（連絡先含む）、形式、容量、出力、機器名称、製造者名（連絡先含む）、形式、容量、出力、機器名称、製造者名（連絡先含む）、形式、容量、出力、１１１１１主要機器一覧表主要機器一覧表主要機器一覧表主要機器一覧表主要機器一覧表

部数部数部数部数部数 備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考

１１１１１工事施工上必要な図書等工事施工上必要な図書等工事施工上必要な図書等工事施工上必要な図書等工事施工上必要な図書等工事完成図書工事完成図書工事完成図書工事完成図書工事完成図書

提出する図書等提出する図書等提出する図書等提出する図書等提出する図書等

工事の完成に合わせ設計図を修正した図面を収めること。工事の完成に合わせ設計図を修正した図面を収めること。工事の完成に合わせ設計図を修正した図面を収めること。工事の完成に合わせ設計図を修正した図面を収めること。工事の完成に合わせ設計図を修正した図面を収めること。

備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考

工事部分に関する保証（例：屋根工事等）工事部分に関する保証（例：屋根工事等）工事部分に関する保証（例：屋根工事等）工事部分に関する保証（例：屋根工事等）工事部分に関する保証（例：屋根工事等）

各種の建築、電気、機械に係る試験各種の建築、電気、機械に係る試験各種の建築、電気、機械に係る試験各種の建築、電気、機械に係る試験各種の建築、電気、機械に係る試験

原本、原本の写し原本、原本の写し原本、原本の写し原本、原本の写し原本、原本の写し

建築工事の鍵箱に、関連工事の鍵を一式収納すること。建築工事の鍵箱に、関連工事の鍵を一式収納すること。建築工事の鍵箱に、関連工事の鍵を一式収納すること。建築工事の鍵箱に、関連工事の鍵を一式収納すること。建築工事の鍵箱に、関連工事の鍵を一式収納すること。

－－－－－

－－－－－

２２２２２

２２２２２

２２２２２

２２２２２

２２２２２

２２２２２

２２２２２

２２２２２

２２２２２

２２２２２

２２２２２

２２２２２

２２２２２

２２２２２

部数部数部数部数部数

機器等に付属されたもの機器等に付属されたもの機器等に付属されたもの機器等に付属されたもの機器等に付属されたもの

鍵番号一覧表鍵番号一覧表鍵番号一覧表鍵番号一覧表鍵番号一覧表

予備品・工具類予備品・工具類予備品・工具類予備品・工具類予備品・工具類

鍵箱鍵箱鍵箱鍵箱鍵箱

総合試運転報告書総合試運転報告書総合試運転報告書総合試運転報告書総合試運転報告書

装置・機器類の不具合や故障が発生したときの連絡表装置・機器類の不具合や故障が発生したときの連絡表装置・機器類の不具合や故障が発生したときの連絡表装置・機器類の不具合や故障が発生したときの連絡表装置・機器類の不具合や故障が発生したときの連絡表

建物に設置されている建具及び家具、機器等の概要建物に設置されている建具及び家具、機器等の概要建物に設置されている建具及び家具、機器等の概要建物に設置されている建具及び家具、機器等の概要建物に設置されている建具及び家具、機器等の概要

建物の主要な構造部や外構について建物の主要な構造部や外構について建物の主要な構造部や外構について建物の主要な構造部や外構について建物の主要な構造部や外構について

各署関係機関の届出や申請書類各署関係機関の届出や申請書類各署関係機関の届出や申請書類各署関係機関の届出や申請書類各署関係機関の届出や申請書類

緊急連絡先緊急連絡先緊急連絡先緊急連絡先緊急連絡先

官公署届出書類官公署届出書類官公署届出書類官公署届出書類官公署届出書類

機器試験成績表機器試験成績表機器試験成績表機器試験成績表機器試験成績表

試験成績書試験成績書試験成績書試験成績書試験成績書 現地試験成績表現地試験成績表現地試験成績表現地試験成績表現地試験成績表

製造者の機器取扱説明書製造者の機器取扱説明書製造者の機器取扱説明書製造者の機器取扱説明書製造者の機器取扱説明書

や運転方法、取り扱いに関する注意事項等や運転方法、取り扱いに関する注意事項等や運転方法、取り扱いに関する注意事項等や運転方法、取り扱いに関する注意事項等や運転方法、取り扱いに関する注意事項等

系統図及びフローチャート図等により、機器等の配置位置系統図及びフローチャート図等により、機器等の配置位置系統図及びフローチャート図等により、機器等の配置位置系統図及びフローチャート図等により、機器等の配置位置系統図及びフローチャート図等により、機器等の配置位置機器取扱説明書機器取扱説明書機器取扱説明書機器取扱説明書機器取扱説明書

建物等の清掃の要点建物等の清掃の要点建物等の清掃の要点建物等の清掃の要点建物等の清掃の要点

建物、工作物、植栽等を管理するうえでの保全業務の要点建物、工作物、植栽等を管理するうえでの保全業務の要点建物、工作物、植栽等を管理するうえでの保全業務の要点建物、工作物、植栽等を管理するうえでの保全業務の要点建物、工作物、植栽等を管理するうえでの保全業務の要点

建物を使用するうえでの注意事項建物を使用するうえでの注意事項建物を使用するうえでの注意事項建物を使用するうえでの注意事項建物を使用するうえでの注意事項　　関する説明書　　関する説明書　　関する説明書　　関する説明書　　関する説明書

建築物等の利用に建築物等の利用に建築物等の利用に建築物等の利用に建築物等の利用に

機器類の製造者保証書機器類の製造者保証書機器類の製造者保証書機器類の製造者保証書機器類の製造者保証書

保証書保証書保証書保証書保証書 責任施工部分保証書責任施工部分保証書責任施工部分保証書責任施工部分保証書責任施工部分保証書

提出する図書等提出する図書等提出する図書等提出する図書等提出する図書等

諾を得た図書等は、提出を省略することができる。諾を得た図書等は、提出を省略することができる。諾を得た図書等は、提出を省略することができる。諾を得た図書等は、提出を省略することができる。諾を得た図書等は、提出を省略することができる。

受注者は、下記表に掲げる引渡時に提出する図書等を作成し、監督員に提出するとともに、その内容を施設管理者に説明しなければならない。ただし、監督員の承受注者は、下記表に掲げる引渡時に提出する図書等を作成し、監督員に提出するとともに、その内容を施設管理者に説明しなければならない。ただし、監督員の承受注者は、下記表に掲げる引渡時に提出する図書等を作成し、監督員に提出するとともに、その内容を施設管理者に説明しなければならない。ただし、監督員の承受注者は、下記表に掲げる引渡時に提出する図書等を作成し、監督員に提出するとともに、その内容を施設管理者に説明しなければならない。ただし、監督員の承受注者は、下記表に掲げる引渡時に提出する図書等を作成し、監督員に提出するとともに、その内容を施設管理者に説明しなければならない。ただし、監督員の承

地域に貢献したことを証明できる書類（地域イベント参加や道路清掃等）地域に貢献したことを証明できる書類（地域イベント参加や道路清掃等）地域に貢献したことを証明できる書類（地域イベント参加や道路清掃等）地域に貢献したことを証明できる書類（地域イベント参加や道路清掃等）地域に貢献したことを証明できる書類（地域イベント参加や道路清掃等）

品質管理表、品質確認記録、出来形管理記録、社内検査記録品質管理表、品質確認記録、出来形管理記録、社内検査記録品質管理表、品質確認記録、出来形管理記録、社内検査記録品質管理表、品質確認記録、出来形管理記録、社内検査記録品質管理表、品質確認記録、出来形管理記録、社内検査記録

建設機械車両の低騒音・低振動・排ガス対策の配慮、過積載防止点検記録建設機械車両の低騒音・低振動・排ガス対策の配慮、過積載防止点検記録建設機械車両の低騒音・低振動・排ガス対策の配慮、過積載防止点検記録建設機械車両の低騒音・低振動・排ガス対策の配慮、過積載防止点検記録建設機械車両の低騒音・低振動・排ガス対策の配慮、過積載防止点検記録

仮設工事の点検・監理・記録等仮設工事の点検・監理・記録等仮設工事の点検・監理・記録等仮設工事の点検・監理・記録等仮設工事の点検・監理・記録等

安全協議会、安全教育及び安全訓練等（店社パトロール、ＫＹ、ＴＢＭ等）、新規入場者教育安全協議会、安全教育及び安全訓練等（店社パトロール、ＫＹ、ＴＢＭ等）、新規入場者教育安全協議会、安全教育及び安全訓練等（店社パトロール、ＫＹ、ＴＢＭ等）、新規入場者教育安全協議会、安全教育及び安全訓練等（店社パトロール、ＫＹ、ＴＢＭ等）、新規入場者教育安全協議会、安全教育及び安全訓練等（店社パトロール、ＫＹ、ＴＢＭ等）、新規入場者教育

加点に係る書類）加点に係る書類）加点に係る書類）加点に係る書類）加点に係る書類）

（工事成績評定の（工事成績評定の（工事成績評定の（工事成績評定の（工事成績評定の

提示または写しの提出提示または写しの提出提示または写しの提出提示または写しの提出提示または写しの提出

１１１１１施工図　　（Ａ１版、またはＡ２版）施工図　　（Ａ１版、またはＡ２版）施工図　　（Ａ１版、またはＡ２版）施工図　　（Ａ１版、またはＡ２版）施工図　　（Ａ１版、またはＡ２版）
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受注者は、次のいずれかに該当する数量の建設資材を搬入又は搬出する場合は、再生資源利用（促進）計画書を作成し、監督員に提出後、現場に掲示すること。受注者は、次のいずれかに該当する数量の建設資材を搬入又は搬出する場合は、再生資源利用（促進）計画書を作成し、監督員に提出後、現場に掲示すること。受注者は、次のいずれかに該当する数量の建設資材を搬入又は搬出する場合は、再生資源利用（促進）計画書を作成し、監督員に提出後、現場に掲示すること。受注者は、次のいずれかに該当する数量の建設資材を搬入又は搬出する場合は、再生資源利用（促進）計画書を作成し、監督員に提出後、現場に掲示すること。受注者は、次のいずれかに該当する数量の建設資材を搬入又は搬出する場合は、再生資源利用（促進）計画書を作成し、監督員に提出後、現場に掲示すること。

22 工事表示板の設置22 工事表示板の設置22 工事表示板の設置22 工事表示板の設置22 工事表示板の設置

23 施工体制の掲示等23 施工体制の掲示等23 施工体制の掲示等23 施工体制の掲示等23 施工体制の掲示等

33 工事完成図書等33 工事完成図書等33 工事完成図書等33 工事完成図書等33 工事完成図書等

34 保全に関する資料34 保全に関する資料34 保全に関する資料34 保全に関する資料34 保全に関する資料

24 労働者確保に要する共通費24 労働者確保に要する共通費24 労働者確保に要する共通費24 労働者確保に要する共通費24 労働者確保に要する共通費

　 の実績変更について　 の実績変更について　 の実績変更について　 の実績変更について　 の実績変更について

※対象となる建設資材については、設計数量をもとに定めている。※対象となる建設資材については、設計数量をもとに定めている。※対象となる建設資材については、設計数量をもとに定めている。※対象となる建設資材については、設計数量をもとに定めている。※対象となる建設資材については、設計数量をもとに定めている。

必要な図書等必要な図書等必要な図書等必要な図書等必要な図書等 部数部数部数部数部数 提出時期提出時期提出時期提出時期提出時期 備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考

実施工程表（全体）実施工程表（全体）実施工程表（全体）実施工程表（全体）実施工程表（全体）施工予定に関する施工予定に関する施工予定に関する施工予定に関する施工予定に関する 契約締結後速や契約締結後速や契約締結後速や契約締結後速や契約締結後速や

かに提出する。かに提出する。かに提出する。かに提出する。かに提出する。変更実施工程表（全体）変更実施工程表（全体）変更実施工程表（全体）変更実施工程表（全体）変更実施工程表（全体）事項事項事項事項事項

週間又は月間工程表週間又は月間工程表週間又は月間工程表週間又は月間工程表週間又は月間工程表

工種別工程表工種別工程表工種別工程表工種別工程表工種別工程表

工
　
程
　
表

工
　
程
　
表

工
　
程
　
表

工
　
程
　
表

工
　
程
　
表

総合施工計画書総合施工計画書総合施工計画書総合施工計画書総合施工計画書 契約締結後30日以内契約締結後30日以内契約締結後30日以内契約締結後30日以内契約締結後30日以内

に提出すること。に提出すること。に提出すること。に提出すること。に提出すること。 工事の全般的な進め方、主要工事の施工方法、品質目工事の全般的な進め方、主要工事の施工方法、品質目工事の全般的な進め方、主要工事の施工方法、品質目工事の全般的な進め方、主要工事の施工方法、品質目工事の全般的な進め方、主要工事の施工方法、品質目

標と管理方針、重要管理事項等、各種検査予定表の大標と管理方針、重要管理事項等、各種検査予定表の大標と管理方針、重要管理事項等、各種検査予定表の大標と管理方針、重要管理事項等、各種検査予定表の大標と管理方針、重要管理事項等、各種検査予定表の大

 ２（３） ２（３） ２（３） ２（３） ２（３）

 １（２） １（２） １（２） １（２） １（２）

 ２（３） ２（３） ２（３） ２（３） ２（３）

監督員の承諾を受ける。監督員の承諾を受ける。監督員の承諾を受ける。監督員の承諾を受ける。監督員の承諾を受ける。

監督員の指示により作成する。監督員の指示により作成する。監督員の指示により作成する。監督員の指示により作成する。監督員の指示により作成する。

要等を記載し、監督員の承諾を受ける。）要等を記載し、監督員の承諾を受ける。）要等を記載し、監督員の承諾を受ける。）要等を記載し、監督員の承諾を受ける。）要等を記載し、監督員の承諾を受ける。）

盛岡市様式第19号により届け出る。（総合仮設を含む盛岡市様式第19号により届け出る。（総合仮設を含む盛岡市様式第19号により届け出る。（総合仮設を含む盛岡市様式第19号により届け出る。（総合仮設を含む盛岡市様式第19号により届け出る。（総合仮設を含む

一工程の施工の着手一工程の施工の着手一工程の施工の着手一工程の施工の着手一工程の施工の着手

の７日前を目途に適の７日前を目途に適の７日前を目途に適の７日前を目途に適の７日前を目途に適

宜提出すること。宜提出すること。宜提出すること。宜提出すること。宜提出すること。

工種別施工計画書工種別施工計画書工種別施工計画書工種別施工計画書工種別施工計画書 盛岡市様式第19号により届け出る。総合施工計画書に盛岡市様式第19号により届け出る。総合施工計画書に盛岡市様式第19号により届け出る。総合施工計画書に盛岡市様式第19号により届け出る。総合施工計画書に盛岡市様式第19号により届け出る。総合施工計画書に

基づいて工種別の施工計画を定める。施工要領のほか、基づいて工種別の施工計画を定める。施工要領のほか、基づいて工種別の施工計画を定める。施工要領のほか、基づいて工種別の施工計画を定める。施工要領のほか、基づいて工種別の施工計画を定める。施工要領のほか、

仮設計画、工程計画、養生計画、安全・環境対策、品仮設計画、工程計画、養生計画、安全・環境対策、品仮設計画、工程計画、養生計画、安全・環境対策、品仮設計画、工程計画、養生計画、安全・環境対策、品仮設計画、工程計画、養生計画、安全・環境対策、品

質計画、一工程の施工の確認を行う段階、施工体制等質計画、一工程の施工の確認を行う段階、施工体制等質計画、一工程の施工の確認を行う段階、施工体制等質計画、一工程の施工の確認を行う段階、施工体制等質計画、一工程の施工の確認を行う段階、施工体制等

施工体制台帳の写し施工体制台帳の写し施工体制台帳の写し施工体制台帳の写し施工体制台帳の写し ２２２２２ 適宜提出とする。適宜提出とする。適宜提出とする。適宜提出とする。適宜提出とする。

施工図（加工図）施工図（加工図）施工図（加工図）施工図（加工図）施工図（加工図） 一工程の施工の着手一工程の施工の着手一工程の施工の着手一工程の施工の着手一工程の施工の着手

総合図総合図総合図総合図総合図 前に適宜提出するこ前に適宜提出するこ前に適宜提出するこ前に適宜提出するこ前に適宜提出するこ

と。と。と。と。と。

施工記録に関する施工記録に関する施工記録に関する施工記録に関する施工記録に関する

事項事項事項事項事項

工事材料搬入報告書工事材料搬入報告書工事材料搬入報告書工事材料搬入報告書工事材料搬入報告書

工事材料検査記録工事材料検査記録工事材料検査記録工事材料検査記録工事材料検査記録

施工報告書施工報告書施工報告書施工報告書施工報告書

施工検査（立会）記録施工検査（立会）記録施工検査（立会）記録施工検査（立会）記録施工検査（立会）記録

工事実施状況報告書工事実施状況報告書工事実施状況報告書工事実施状況報告書工事実施状況報告書

試験成績書、規格証明書、品質証明書等を含む。また、試験成績書、規格証明書、品質証明書等を含む。また、試験成績書、規格証明書、品質証明書等を含む。また、試験成績書、規格証明書、品質証明書等を含む。また、試験成績書、規格証明書、品質証明書等を含む。また、

自主検査記録、監理者等検査記録、是正報告書等は監自主検査記録、監理者等検査記録、是正報告書等は監自主検査記録、監理者等検査記録、是正報告書等は監自主検査記録、監理者等検査記録、是正報告書等は監自主検査記録、監理者等検査記録、是正報告書等は監

 ２（３） ２（３） ２（３） ２（３） ２（３）

 ２（３） ２（３） ２（３） ２（３） ２（３）

 １（２） １（２） １（２） １（２） １（２）

 ２（３） ２（３） ２（３） ２（３） ２（３）

 １（２） １（２） １（２） １（２） １（２）

 １（２） １（２） １（２） １（２） １（２）

 １（２） １（２） １（２） １（２） １（２）

 １（２） １（２） １（２） １（２） １（２）

る。る。る。る。る。

を記載し、品質計画は監督員の承諾を受ける。を記載し、品質計画は監督員の承諾を受ける。を記載し、品質計画は監督員の承諾を受ける。を記載し、品質計画は監督員の承諾を受ける。を記載し、品質計画は監督員の承諾を受ける。

監督員の承諾を受ける。監督員の承諾を受ける。監督員の承諾を受ける。監督員の承諾を受ける。監督員の承諾を受ける。

監督員の承諾を得て省略することができる。監督員の承諾を得て省略することができる。監督員の承諾を得て省略することができる。監督員の承諾を得て省略することができる。監督員の承諾を得て省略することができる。

督員の指示により提出。督員の指示により提出。督員の指示により提出。督員の指示により提出。督員の指示により提出。

監督員の指示によ監督員の指示によ監督員の指示によ監督員の指示によ監督員の指示によ

なお、週休２日工事の対象の場合は、次の書類を添付なお、週休２日工事の対象の場合は、次の書類を添付なお、週休２日工事の対象の場合は、次の書類を添付なお、週休２日工事の対象の場合は、次の書類を添付なお、週休２日工事の対象の場合は、次の書類を添付

すること。すること。すること。すること。すること。

日の確保を実施する旨を記載日の確保を実施する旨を記載日の確保を実施する旨を記載日の確保を実施する旨を記載日の確保を実施する旨を記載

　週休２日工事(発注者指定型)：週休２日工事工程表(計画)　週休２日工事(発注者指定型)：週休２日工事工程表(計画)　週休２日工事(発注者指定型)：週休２日工事工程表(計画)　週休２日工事(発注者指定型)：週休２日工事工程表(計画)　週休２日工事(発注者指定型)：週休２日工事工程表(計画)

　週休２日工事(受注者希望型)：週休２日工事工程表(計画)　週休２日工事(受注者希望型)：週休２日工事工程表(計画)　週休２日工事(受注者希望型)：週休２日工事工程表(計画)　週休２日工事(受注者希望型)：週休２日工事工程表(計画)　週休２日工事(受注者希望型)：週休２日工事工程表(計画)

週休２日工事の対象の場合は、次の内容を記載すること。週休２日工事の対象の場合は、次の内容を記載すること。週休２日工事の対象の場合は、次の内容を記載すること。週休２日工事の対象の場合は、次の内容を記載すること。週休２日工事の対象の場合は、次の内容を記載すること。

　週休２日工事(発注者指定型)：休工日の実績　週休２日工事(発注者指定型)：休工日の実績　週休２日工事(発注者指定型)：休工日の実績　週休２日工事(発注者指定型)：休工日の実績　週休２日工事(発注者指定型)：休工日の実績

　週休２日工事(受注者希望型)：休工日の実績　週休２日工事(受注者希望型)：休工日の実績　週休２日工事(受注者希望型)：休工日の実績　週休２日工事(受注者希望型)：休工日の実績　週休２日工事(受注者希望型)：休工日の実績

工事週報工事週報工事週報工事週報工事週報 １１１１１ 毎週火曜日毎週火曜日毎週火曜日毎週火曜日毎週火曜日

工事日報工事日報工事日報工事日報工事日報 １１１１１ 毎月上旬毎月上旬毎月上旬毎月上旬毎月上旬 雛形は盛岡市ホームページによる。雛形は盛岡市ホームページによる。雛形は盛岡市ホームページによる。雛形は盛岡市ホームページによる。雛形は盛岡市ホームページによる。

工事打合せ簿工事打合せ簿工事打合せ簿工事打合せ簿工事打合せ簿

工事写真工事写真工事写真工事写真工事写真 １１１１１ 「営繕工事写真撮影要領」国土交通省大臣官房官庁営「営繕工事写真撮影要領」国土交通省大臣官房官庁営「営繕工事写真撮影要領」国土交通省大臣官房官庁営「営繕工事写真撮影要領」国土交通省大臣官房官庁営「営繕工事写真撮影要領」国土交通省大臣官房官庁営

繕部整備課による。繕部整備課による。繕部整備課による。繕部整備課による。繕部整備課による。

産業廃棄物管理票（写）産業廃棄物管理票（写）産業廃棄物管理票（写）産業廃棄物管理票（写）産業廃棄物管理票（写） Ａ票・Ｂ２票・Ｄ票・Ｅ票・受渡確認票Ａ票・Ｂ２票・Ｄ票・Ｅ票・受渡確認票Ａ票・Ｂ２票・Ｄ票・Ｅ票・受渡確認票Ａ票・Ｂ２票・Ｄ票・Ｅ票・受渡確認票Ａ票・Ｂ２票・Ｄ票・Ｅ票・受渡確認票

 １（２） １（２） １（２） １（２） １（２）

 １（２） １（２） １（２） １（２） １（２）

監督員の承諾を得て省略することができる。監督員の承諾を得て省略することができる。監督員の承諾を得て省略することができる。監督員の承諾を得て省略することができる。監督員の承諾を得て省略することができる。

監督員の指示により作成する。監督員の指示により作成する。監督員の指示により作成する。監督員の指示により作成する。監督員の指示により作成する。

週休２日工事工程表(実施)週休２日工事工程表(実施)週休２日工事工程表(実施)週休２日工事工程表(実施)週休２日工事工程表(実施) １１１１１ 工事完成届提出の20工事完成届提出の20工事完成届提出の20工事完成届提出の20工事完成届提出の20

日前までに提出する日前までに提出する日前までに提出する日前までに提出する日前までに提出する

こと。こと。こと。こと。こと。

週休２日工事の対象の場合は、次の内容を記載し提出する週休２日工事の対象の場合は、次の内容を記載し提出する週休２日工事の対象の場合は、次の内容を記載し提出する週休２日工事の対象の場合は、次の内容を記載し提出する週休２日工事の対象の場合は、次の内容を記載し提出する

こと。こと。こと。こと。こと。

なお、週休２日交代制工事(発注者指定型)の場合は、実施なお、週休２日交代制工事(発注者指定型)の場合は、実施なお、週休２日交代制工事(発注者指定型)の場合は、実施なお、週休２日交代制工事(発注者指定型)の場合は、実施なお、週休２日交代制工事(発注者指定型)の場合は、実施

工程表に記載し提出すること。工程表に記載し提出すること。工程表に記載し提出すること。工程表に記載し提出すること。工程表に記載し提出すること。

　週休２日工事(発注者指定型)：休工日の実績、現場閉所　週休２日工事(発注者指定型)：休工日の実績、現場閉所　週休２日工事(発注者指定型)：休工日の実績、現場閉所　週休２日工事(発注者指定型)：休工日の実績、現場閉所　週休２日工事(発注者指定型)：休工日の実績、現場閉所

の状況の状況の状況の状況の状況

　週休２日工事(受注者希望型)：休工日の実績、現場閉所　週休２日工事(受注者希望型)：休工日の実績、現場閉所　週休２日工事(受注者希望型)：休工日の実績、現場閉所　週休２日工事(受注者希望型)：休工日の実績、現場閉所　週休２日工事(受注者希望型)：休工日の実績、現場閉所

の状況の状況の状況の状況の状況

監督員の指示によ監督員の指示によ監督員の指示によ監督員の指示によ監督員の指示によ

る。る。る。る。る。

　週休２日交替制工事(発注者指定型)：交替制による週休２　週休２日交替制工事(発注者指定型)：交替制による週休２　週休２日交替制工事(発注者指定型)：交替制による週休２　週休２日交替制工事(発注者指定型)：交替制による週休２　週休２日交替制工事(発注者指定型)：交替制による週休２

　週休２日交替制工事(発注者指定型)：休日率　週休２日交替制工事(発注者指定型)：休日率　週休２日交替制工事(発注者指定型)：休日率　週休２日交替制工事(発注者指定型)：休日率　週休２日交替制工事(発注者指定型)：休日率

　週休２日交替制工事(発注者指定型)：休日率　週休２日交替制工事(発注者指定型)：休日率　週休２日交替制工事(発注者指定型)：休日率　週休２日交替制工事(発注者指定型)：休日率　週休２日交替制工事(発注者指定型)：休日率

また、工事完成時には工事施工上必要な図書として監督員へ提出しなければならない。ただし、監督員の承諾を得た図書等は、提出を省略することができる。また、工事完成時には工事施工上必要な図書として監督員へ提出しなければならない。ただし、監督員の承諾を得た図書等は、提出を省略することができる。また、工事完成時には工事施工上必要な図書として監督員へ提出しなければならない。ただし、監督員の承諾を得た図書等は、提出を省略することができる。また、工事完成時には工事施工上必要な図書として監督員へ提出しなければならない。ただし、監督員の承諾を得た図書等は、提出を省略することができる。また、工事完成時には工事施工上必要な図書として監督員へ提出しなければならない。ただし、監督員の承諾を得た図書等は、提出を省略することができる。

受注者受注者受注者受注者受注者受注者受注者受注者受注者受注者

作成者作成者作成者作成者作成者

発注者発注者発注者発注者発注者

※ASP利用時※ASP利用時※ASP利用時※ASP利用時※ASP利用時

書類名書類名書類名書類名書類名フォルダー名フォルダー名フォルダー名フォルダー名フォルダー名 備　考備　考備　考備　考備　考

JPEG形式JPEG形式JPEG形式JPEG形式JPEG形式

PLAN.XMLPLAN.XMLPLAN.XMLPLAN.XMLPLAN.XML

PLAN.XMLPLAN.XMLPLAN.XMLPLAN.XMLPLAN.XML

SCHEDULE.XMLSCHEDULE.XMLSCHEDULE.XMLSCHEDULE.XMLSCHEDULE.XML

SCHEDULE.XMLSCHEDULE.XMLSCHEDULE.XMLSCHEDULE.XMLSCHEDULE.XML

MEET.XMLMEET.XMLMEET.XMLMEET.XMLMEET.XML

MATERIAL.XMLMATERIAL.XMLMATERIAL.XMLMATERIAL.XMLMATERIAL.XML

MATERIAL.XMLMATERIAL.XMLMATERIAL.XMLMATERIAL.XMLMATERIAL.XML

MATERIAL.XMLMATERIAL.XMLMATERIAL.XMLMATERIAL.XMLMATERIAL.XML

MATERIAL.XMLMATERIAL.XMLMATERIAL.XMLMATERIAL.XMLMATERIAL.XML

PROCESS.XMLPROCESS.XMLPROCESS.XMLPROCESS.XMLPROCESS.XML

MATERIAL.XMLMATERIAL.XMLMATERIAL.XMLMATERIAL.XMLMATERIAL.XML

PROCESS.XMLPROCESS.XMLPROCESS.XMLPROCESS.XMLPROCESS.XML

PROCESS.XMLPROCESS.XMLPROCESS.XMLPROCESS.XMLPROCESS.XML

INSPECT.XMLINSPECT.XMLINSPECT.XMLINSPECT.XMLINSPECT.XML

SALVAGE.XMLSALVAGE.XMLSALVAGE.XMLSALVAGE.XMLSALVAGE.XML

SALVAGE.XMLSALVAGE.XMLSALVAGE.XMLSALVAGE.XMLSALVAGE.XML

SFC形式(DRAWINGF.XML)SFC形式(DRAWINGF.XML)SFC形式(DRAWINGF.XML)SFC形式(DRAWINGF.XML)SFC形式(DRAWINGF.XML)

JWW形式、PDFの全てJWW形式、PDFの全てJWW形式、PDFの全てJWW形式、PDFの全てJWW形式、PDFの全て

MAINT.XMLMAINT.XMLMAINT.XMLMAINT.XMLMAINT.XML

MAINT.XMLMAINT.XMLMAINT.XMLMAINT.XMLMAINT.XML

MAINT.XMLMAINT.XMLMAINT.XMLMAINT.XMLMAINT.XML

OTHRS.XMLOTHRS.XMLOTHRS.XMLOTHRS.XMLOTHRS.XML

OTHRS.XMLOTHRS.XMLOTHRS.XMLOTHRS.XMLOTHRS.XML

JPEG形式(OTHRS.XML)JPEG形式(OTHRS.XML)JPEG形式(OTHRS.XML)JPEG形式(OTHRS.XML)JPEG形式(OTHRS.XML)

総合施工計画書総合施工計画書総合施工計画書総合施工計画書総合施工計画書

工種別施工計画書工種別施工計画書工種別施工計画書工種別施工計画書工種別施工計画書

マスター工程表マスター工程表マスター工程表マスター工程表マスター工程表

月間工程表月間工程表月間工程表月間工程表月間工程表

工事打合せ記録工事打合せ記録工事打合せ記録工事打合せ記録工事打合せ記録

試験成績書試験成績書試験成績書試験成績書試験成績書

試験計画書試験計画書試験計画書試験計画書試験計画書

品質証明書品質証明書品質証明書品質証明書品質証明書

調合表調合表調合表調合表調合表

規格証明書規格証明書規格証明書規格証明書規格証明書

試験計画書試験計画書試験計画書試験計画書試験計画書

試験成績書試験成績書試験成績書試験成績書試験成績書

出来高管理図出来高管理図出来高管理図出来高管理図出来高管理図

完成検査記録完成検査記録完成検査記録完成検査記録完成検査記録

発生材調書発生材調書発生材調書発生材調書発生材調書

処理報告書処理報告書処理報告書処理報告書処理報告書

完成図完成図完成図完成図完成図

保全に関する説明書保全に関する説明書保全に関する説明書保全に関する説明書保全に関する説明書

官公署届出書類官公署届出書類官公署届出書類官公署届出書類官公署届出書類

備品リスト備品リスト備品リスト備品リスト備品リスト

施工図施工図施工図施工図施工図

完成写真完成写真完成写真完成写真完成写真

施工計画書施工計画書施工計画書施工計画書施工計画書

工程表工程表工程表工程表工程表

打合簿打合簿打合簿打合簿打合簿

機材関係資料機材関係資料機材関係資料機材関係資料機材関係資料

施工関係資料施工関係資料施工関係資料施工関係資料施工関係資料

検査関係資料検査関係資料検査関係資料検査関係資料検査関係資料

発生材関係資料発生材関係資料発生材関係資料発生材関係資料発生材関係資料

完成図完成図完成図完成図完成図

保全に関する資料保全に関する資料保全に関する資料保全に関する資料保全に関する資料

施工図施工図施工図施工図施工図

完成写真完成写真完成写真完成写真完成写真

その他の資料その他の資料その他の資料その他の資料その他の資料

６　電子成果品を提出する際には、｢電子媒体納品書｣を作成し、電子媒体と併せて提出するものとする。６　電子成果品を提出する際には、｢電子媒体納品書｣を作成し、電子媒体と併せて提出するものとする。６　電子成果品を提出する際には、｢電子媒体納品書｣を作成し、電子媒体と併せて提出するものとする。６　電子成果品を提出する際には、｢電子媒体納品書｣を作成し、電子媒体と併せて提出するものとする。６　電子成果品を提出する際には、｢電子媒体納品書｣を作成し、電子媒体と併せて提出するものとする。

　ともに、確実にウィルスチェックを実施したうえで提出するものとする。　ともに、確実にウィルスチェックを実施したうえで提出するものとする。　ともに、確実にウィルスチェックを実施したうえで提出するものとする。　ともに、確実にウィルスチェックを実施したうえで提出するものとする。　ともに、確実にウィルスチェックを実施したうえで提出するものとする。

５　電子成果品を提出する際は、電子納品チェックシステム、SXFブラウザ等による成果品のチェックを行い、エラー及び誤りがないことを確認すると５　電子成果品を提出する際は、電子納品チェックシステム、SXFブラウザ等による成果品のチェックを行い、エラー及び誤りがないことを確認すると５　電子成果品を提出する際は、電子納品チェックシステム、SXFブラウザ等による成果品のチェックを行い、エラー及び誤りがないことを確認すると５　電子成果品を提出する際は、電子納品チェックシステム、SXFブラウザ等による成果品のチェックを行い、エラー及び誤りがないことを確認すると５　電子成果品を提出する際は、電子納品チェックシステム、SXFブラウザ等による成果品のチェックを行い、エラー及び誤りがないことを確認すると

４　電子成果品は、ガイドラインに基づいて作成し、電子媒体(CD-R又はDVD-R)で２部提出するものとする。４　電子成果品は、ガイドラインに基づいて作成し、電子媒体(CD-R又はDVD-R)で２部提出するものとする。４　電子成果品は、ガイドラインに基づいて作成し、電子媒体(CD-R又はDVD-R)で２部提出するものとする。４　電子成果品は、ガイドラインに基づいて作成し、電子媒体(CD-R又はDVD-R)で２部提出するものとする。４　電子成果品は、ガイドラインに基づいて作成し、電子媒体(CD-R又はDVD-R)で２部提出するものとする。

　　※４　参考フォルダ　　※４　参考フォルダ　　※４　参考フォルダ　　※４　参考フォルダ　　※４　参考フォルダ

　　※３　ガイドラインで定めているものの他に、電子納品が必要な書類がある場合は、上表に記載するものとする。　　※３　ガイドラインで定めているものの他に、電子納品が必要な書類がある場合は、上表に記載するものとする。　　※３　ガイドラインで定めているものの他に、電子納品が必要な書類がある場合は、上表に記載するものとする。　　※３　ガイドラインで定めているものの他に、電子納品が必要な書類がある場合は、上表に記載するものとする。　　※３　ガイドラインで定めているものの他に、電子納品が必要な書類がある場合は、上表に記載するものとする。

　　※２　上記以外の書類については、受発注者間の協議によって決定する。　　※２　上記以外の書類については、受発注者間の協議によって決定する。　　※２　上記以外の書類については、受発注者間の協議によって決定する。　　※２　上記以外の書類については、受発注者間の協議によって決定する。　　※２　上記以外の書類については、受発注者間の協議によって決定する。

　　※１　作成者欄の｢○｣は義務、｢△｣は協議を示す。　　※１　作成者欄の｢○｣は義務、｢△｣は協議を示す。　　※１　作成者欄の｢○｣は義務、｢△｣は協議を示す。　　※１　作成者欄の｢○｣は義務、｢△｣は協議を示す。　　※１　作成者欄の｢○｣は義務、｢△｣は協議を示す。

工事写真工事写真工事写真工事写真工事写真

PLANPLANPLANPLANPLAN

SCHEDULESCHEDULESCHEDULESCHEDULESCHEDULE

MEETMEETMEETMEETMEET

MATERIALMATERIALMATERIALMATERIALMATERIAL

PROCESSPROCESSPROCESSPROCESSPROCESS

INSPECTINSPECTINSPECTINSPECTINSPECT

SALVAGESALVAGESALVAGESALVAGESALVAGE

DRAWINGFDRAWINGFDRAWINGFDRAWINGFDRAWINGF

MAINTMAINTMAINTMAINTMAINT

OTHERSOTHERSOTHERSOTHERSOTHERS

　　　　http://www.city.morioka.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/017/579/sample1.zip　　　　http://www.city.morioka.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/017/579/sample1.zip　　　　http://www.city.morioka.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/017/579/sample1.zip　　　　http://www.city.morioka.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/017/579/sample1.zip　　　　http://www.city.morioka.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/017/579/sample1.zip

36 電子納品特記仕様書36 電子納品特記仕様書36 電子納品特記仕様書36 電子納品特記仕様書36 電子納品特記仕様書 １　適用１　適用１　適用１　適用１　適用

　本工事は、電子納品の対象工事とする。　本工事は、電子納品の対象工事とする。　本工事は、電子納品の対象工事とする。　本工事は、電子納品の対象工事とする。　本工事は、電子納品の対象工事とする。

　（http://www.city.morioka.iwate.jp/kurashi/douro_kotsu/douro/1017579.html）　（http://www.city.morioka.iwate.jp/kurashi/douro_kotsu/douro/1017579.html）　（http://www.city.morioka.iwate.jp/kurashi/douro_kotsu/douro/1017579.html）　（http://www.city.morioka.iwate.jp/kurashi/douro_kotsu/douro/1017579.html）　（http://www.city.morioka.iwate.jp/kurashi/douro_kotsu/douro/1017579.html）

２　電子納品対象書類２　電子納品対象書類２　電子納品対象書類２　電子納品対象書類２　電子納品対象書類

　本工事における電子納品の実施区分は、次のとおりとする。　本工事における電子納品の実施区分は、次のとおりとする。　本工事における電子納品の実施区分は、次のとおりとする。　本工事における電子納品の実施区分は、次のとおりとする。　本工事における電子納品の実施区分は、次のとおりとする。

　 ※いずれかに｢○｣を記入するものとする　 ※いずれかに｢○｣を記入するものとする　 ※いずれかに｢○｣を記入するものとする　 ※いずれかに｢○｣を記入するものとする　 ※いずれかに｢○｣を記入するものとする

３　電子納品対象書類３　電子納品対象書類３　電子納品対象書類３　電子納品対象書類３　電子納品対象書類

 〔建築関係(建築設備を含む。)〕 〔建築関係(建築設備を含む。)〕 〔建築関係(建築設備を含む。)〕 〔建築関係(建築設備を含む。)〕 〔建築関係(建築設備を含む。)〕

　 本工事において、電子納品対象書類を｢義務｣又は｢協議｣とする区分は、次のとおりとする。　 本工事において、電子納品対象書類を｢義務｣又は｢協議｣とする区分は、次のとおりとする。　 本工事において、電子納品対象書類を｢義務｣又は｢協議｣とする区分は、次のとおりとする。　 本工事において、電子納品対象書類を｢義務｣又は｢協議｣とする区分は、次のとおりとする。　 本工事において、電子納品対象書類を｢義務｣又は｢協議｣とする区分は、次のとおりとする。

　電子納品とは、｢調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品するものとする｣をいう。ここでいう電子成果品とは、盛岡市　電子納品とは、｢調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品するものとする｣をいう。ここでいう電子成果品とは、盛岡市　電子納品とは、｢調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品するものとする｣をいう。ここでいう電子成果品とは、盛岡市　電子納品とは、｢調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品するものとする｣をいう。ここでいう電子成果品とは、盛岡市　電子納品とは、｢調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品するものとする｣をいう。ここでいう電子成果品とは、盛岡市

　電子納品ガイドライン（案）（ 以下、｢ガイドライン｣という。）に基づいて作成した電子データを指す。　電子納品ガイドライン（案）（ 以下、｢ガイドライン｣という。）に基づいて作成した電子データを指す。　電子納品ガイドライン（案）（ 以下、｢ガイドライン｣という。）に基づいて作成した電子データを指す。　電子納品ガイドライン（案）（ 以下、｢ガイドライン｣という。）に基づいて作成した電子データを指す。　電子納品ガイドライン（案）（ 以下、｢ガイドライン｣という。）に基づいて作成した電子データを指す。

https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1020273/1020277/1020281.htmlhttps://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1020273/1020277/1020281.htmlhttps://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1020273/1020277/1020281.htmlhttps://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1020273/1020277/1020281.htmlhttps://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/kensetsu/1020273/1020277/1020281.html

様式については、以下のホームページを準用すること。様式については、以下のホームページを準用すること。様式については、以下のホームページを準用すること。様式については、以下のホームページを準用すること。様式については、以下のホームページを準用すること。

契約後、情報共有システムの取扱いについて「事前協議チェックシート」を監督員に提出し、内容について協議すること。契約後、情報共有システムの取扱いについて「事前協議チェックシート」を監督員に提出し、内容について協議すること。契約後、情報共有システムの取扱いについて「事前協議チェックシート」を監督員に提出し、内容について協議すること。契約後、情報共有システムの取扱いについて「事前協議チェックシート」を監督員に提出し、内容について協議すること。契約後、情報共有システムの取扱いについて「事前協議チェックシート」を監督員に提出し、内容について協議すること。

情報共有システムを利用すること。情報共有システムを利用すること。情報共有システムを利用すること。情報共有システムを利用すること。情報共有システムを利用すること。

 黒文字青表紙の二つ折り製本とする。 黒文字青表紙の二つ折り製本とする。 黒文字青表紙の二つ折り製本とする。 黒文字青表紙の二つ折り製本とする。 黒文字青表紙の二つ折り製本とする。

 ・ 構内指示の場所に敷き均し　・ 構内指示の場所に堆積　・ 構外搬出(構外搬出場所は「(別紙)発生土等について」による ・ 構内指示の場所に敷き均し　・ 構内指示の場所に堆積　・ 構外搬出(構外搬出場所は「(別紙)発生土等について」による ・ 構内指示の場所に敷き均し　・ 構内指示の場所に堆積　・ 構外搬出(構外搬出場所は「(別紙)発生土等について」による ・ 構内指示の場所に敷き均し　・ 構内指示の場所に堆積　・ 構外搬出(構外搬出場所は「(別紙)発生土等について」による ・ 構内指示の場所に敷き均し　・ 構内指示の場所に堆積　・ 構外搬出(構外搬出場所は「(別紙)発生土等について」による

500 t以上500 t以上500 t以上500 t以上500 t以上

 ・ 完全週休２日（土日）Ⅰ型 ・ 完全週休２日（土日）Ⅱ型 ・ 完全週休２日（土日）Ⅰ型 ・ 完全週休２日（土日）Ⅱ型 ・ 完全週休２日（土日）Ⅰ型 ・ 完全週休２日（土日）Ⅱ型 ・ 完全週休２日（土日）Ⅰ型 ・ 完全週休２日（土日）Ⅱ型 ・ 完全週休２日（土日）Ⅰ型 ・ 完全週休２日（土日）Ⅱ型

受注者は週休２日の取組について、完全、月単位及び通期のいずれかを工事着手前に選択するものととし、受注者は週休２日の取組について、完全、月単位及び通期のいずれかを工事着手前に選択するものととし、受注者は週休２日の取組について、完全、月単位及び通期のいずれかを工事着手前に選択するものととし、受注者は週休２日の取組について、完全、月単位及び通期のいずれかを工事着手前に選択するものととし、受注者は週休２日の取組について、完全、月単位及び通期のいずれかを工事着手前に選択するものととし、

　　週休２日工事に取り組むことを理由に工期の延長は行わない。　　週休２日工事に取り組むことを理由に工期の延長は行わない。　　週休２日工事に取り組むことを理由に工期の延長は行わない。　　週休２日工事に取り組むことを理由に工期の延長は行わない。　　週休２日工事に取り組むことを理由に工期の延長は行わない。

　　受注者は、週休２日工事である旨を現場の公衆の見えやすい場所に掲示(※)しなければならない。　　受注者は、週休２日工事である旨を現場の公衆の見えやすい場所に掲示(※)しなければならない。　　受注者は、週休２日工事である旨を現場の公衆の見えやすい場所に掲示(※)しなければならない。　　受注者は、週休２日工事である旨を現場の公衆の見えやすい場所に掲示(※)しなければならない。　　受注者は、週休２日工事である旨を現場の公衆の見えやすい場所に掲示(※)しなければならない。

　　手続き及び条件の詳細は、盛岡市ホームページの「盛岡市週休２日工事実施要領」を参照のこと。　　手続き及び条件の詳細は、盛岡市ホームページの「盛岡市週休２日工事実施要領」を参照のこと。　　手続き及び条件の詳細は、盛岡市ホームページの「盛岡市週休２日工事実施要領」を参照のこと。　　手続き及び条件の詳細は、盛岡市ホームページの「盛岡市週休２日工事実施要領」を参照のこと。　　手続き及び条件の詳細は、盛岡市ホームページの「盛岡市週休２日工事実施要領」を参照のこと。

選択結果について発注者と協議することができる。なお、月単位または通期による週休２日の取組を選択する場合は、補正係数分を減額の上、設計変更を行う。選択結果について発注者と協議することができる。なお、月単位または通期による週休２日の取組を選択する場合は、補正係数分を減額の上、設計変更を行う。選択結果について発注者と協議することができる。なお、月単位または通期による週休２日の取組を選択する場合は、補正係数分を減額の上、設計変更を行う。選択結果について発注者と協議することができる。なお、月単位または通期による週休２日の取組を選択する場合は、補正係数分を減額の上、設計変更を行う。選択結果について発注者と協議することができる。なお、月単位または通期による週休２日の取組を選択する場合は、補正係数分を減額の上、設計変更を行う。

 R7.10.1施行 R7.10.1施行 R7.10.1施行 R7.10.1施行 R7.10.1施行

　　の内容について協議するものとする。なお、実績報告書及び証明書類の提出期限等については、監督員と協議のうえ決定するものとする。　　の内容について協議するものとする。なお、実績報告書及び証明書類の提出期限等については、監督員と協議のうえ決定するものとする。　　の内容について協議するものとする。なお、実績報告書及び証明書類の提出期限等については、監督員と協議のうえ決定するものとする。　　の内容について協議するものとする。なお、実績報告書及び証明書類の提出期限等については、監督員と協議のうえ決定するものとする。　　の内容について協議するものとする。なお、実績報告書及び証明書類の提出期限等については、監督員と協議のうえ決定するものとする。 ※１　保全に関する図書は、施設管理者で取扱説明書として利用するものと、監査や検査等で使用する保存版の２部構成とする。※１　保全に関する図書は、施設管理者で取扱説明書として利用するものと、監査や検査等で使用する保存版の２部構成とする。※１　保全に関する図書は、施設管理者で取扱説明書として利用するものと、監査や検査等で使用する保存版の２部構成とする。※１　保全に関する図書は、施設管理者で取扱説明書として利用するものと、監査や検査等で使用する保存版の２部構成とする。※１　保全に関する図書は、施設管理者で取扱説明書として利用するものと、監査や検査等で使用する保存版の２部構成とする。

コンクリート殻（有筋）コンクリート殻（有筋）コンクリート殻（有筋）コンクリート殻（有筋）コンクリート殻（有筋）

施設コード（２桁）　：14施設コード（２桁）　：14施設コード（２桁）　：14施設コード（２桁）　：14施設コード（２桁）　：14

建築物コード（５桁）：00014建築物コード（５桁）：00014建築物コード（５桁）：00014建築物コード（５桁）：00014建築物コード（５桁）：00014

488488488488488

488488488488488

佐藤興産佐藤興産佐藤興産佐藤興産佐藤興産

盛岡市川目第８地割19－19盛岡市川目第８地割19－19盛岡市川目第８地割19－19盛岡市川目第８地割19－19盛岡市川目第８地割19－19

盛岡中央アスコン盛岡中央アスコン盛岡中央アスコン盛岡中央アスコン盛岡中央アスコン

盛岡中央アスコン盛岡中央アスコン盛岡中央アスコン盛岡中央アスコン盛岡中央アスコン

盛岡中央アスコン盛岡中央アスコン盛岡中央アスコン盛岡中央アスコン盛岡中央アスコン

岩手ハツリ工業岩手ハツリ工業岩手ハツリ工業岩手ハツリ工業岩手ハツリ工業

盛岡市三ツ割字櫃石２－10盛岡市三ツ割字櫃石２－10盛岡市三ツ割字櫃石２－10盛岡市三ツ割字櫃石２－10盛岡市三ツ割字櫃石２－10

盛岡市三ツ割字櫃石２－10盛岡市三ツ割字櫃石２－10盛岡市三ツ割字櫃石２－10盛岡市三ツ割字櫃石２－10盛岡市三ツ割字櫃石２－10

盛岡市三ツ割字櫃石２－10盛岡市三ツ割字櫃石２－10盛岡市三ツ割字櫃石２－10盛岡市三ツ割字櫃石２－10盛岡市三ツ割字櫃石２－10

盛岡市手代森18地割２－２盛岡市手代森18地割２－２盛岡市手代森18地割２－２盛岡市手代森18地割２－２盛岡市手代森18地割２－２

１級建築士事務所１級建築士事務所１級建築士事務所１級建築士事務所１級建築士事務所

１級建築士登録　第285024号１級建築士登録　第285024号１級建築士登録　第285024号１級建築士登録　第285024号１級建築士登録　第285024号 伊五澤　和宣伊五澤　和宣伊五澤　和宣伊五澤　和宣伊五澤　和宣

盛岡市みたけ四丁目８番４０号　ＴＥＬ盛岡市みたけ四丁目８番４０号　ＴＥＬ盛岡市みたけ四丁目８番４０号　ＴＥＬ盛岡市みたけ四丁目８番４０号　ＴＥＬ盛岡市みたけ四丁目８番４０号　ＴＥＬ ０１９－（６４１）－５７５５０１９－（６４１）－５７５５０１９－（６４１）－５７５５０１９－（６４１）－５７５５０１９－（６４１）－５７５５

一級建築士　登録第306963号　伊五澤　直樹一級建築士　登録第306963号　伊五澤　直樹一級建築士　登録第306963号　伊五澤　直樹一級建築士　登録第306963号　伊五澤　直樹一級建築士　登録第306963号　伊五澤　直樹一級建築士　登録第306963号　伊五澤　直樹一級建築士　登録第306963号　伊五澤　直樹一級建築士　登録第306963号　伊五澤　直樹一級建築士　登録第306963号　伊五澤　直樹一級建築士　登録第306963号　伊五澤　直樹

建築意匠建築意匠建築意匠建築意匠建築意匠

特記特記特記特記特記

工事名工事名工事名工事名工事名

縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺

枚ノ内枚ノ内枚ノ内枚ノ内枚ノ内

区分区分区分区分区分

号号号号号
番番番番番
面面面面面
図図図図図

伊 五 沢 設 計伊 五 沢 設 計伊 五 沢 設 計伊 五 沢 設 計伊 五 沢 設 計会社会社会社会社会社

有限有限有限有限有限
検　図検　図検　図検　図検　図 製　図製　図製　図製　図製　図

図面内容図面内容図面内容図面内容図面内容

盛岡市立けやき荘解体工事盛岡市立けやき荘解体工事盛岡市立けやき荘解体工事盛岡市立けやき荘解体工事盛岡市立けやき荘解体工事 NOSCALENOSCALENOSCALENOSCALENOSCALE建築物解体工事特記仕様書４建築物解体工事特記仕様書４建築物解体工事特記仕様書４建築物解体工事特記仕様書４建築物解体工事特記仕様書４
Ａ５Ａ５Ａ５Ａ５Ａ５A97A97A97A97A97
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焼却炉跡基礎焼却炉跡基礎焼却炉跡基礎焼却炉跡基礎焼却炉跡基礎

蔵②蔵②蔵②蔵②蔵②

花壇花壇花壇花壇花壇

花壇花壇花壇花壇花壇

花壇花壇花壇花壇花壇

花壇花壇花壇花壇花壇

CB槽CB槽CB槽CB槽CB槽

開口開口開口開口開口

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装ｔ＝50ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装ｔ＝50ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装ｔ＝50ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装ｔ＝50ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装ｔ＝50

案　内　図案　内　図案　内　図案　内　図案　内　図

配　置　図　　S=1：200配　置　図　　S=1：200配　置　図　　S=1：200配　置　図　　S=1：200配　置　図　　S=1：200

蔵①蔵①蔵①蔵①蔵①

下屋下屋下屋下屋下屋

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装ｔ＝50ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装ｔ＝50ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装ｔ＝50ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装ｔ＝50ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装ｔ＝50 ごみ箱上屋ごみ箱上屋ごみ箱上屋ごみ箱上屋ごみ箱上屋車庫車庫車庫車庫車庫

集会所集会所集会所集会所集会所

池池池池池

地下貯油槽 4,500L地下貯油槽 4,500L地下貯油槽 4,500L地下貯油槽 4,500L地下貯油槽 4,500L

ｷｭｰﾋﾞｸﾙｷｭｰﾋﾞｸﾙｷｭｰﾋﾞｸﾙｷｭｰﾋﾞｸﾙｷｭｰﾋﾞｸﾙ

ﾎﾞﾝﾍﾞ庫ﾎﾞﾝﾍﾞ庫ﾎﾞﾝﾍﾞ庫ﾎﾞﾝﾍﾞ庫ﾎﾞﾝﾍﾞ庫

ﾎﾞﾝﾍﾞ庫ﾎﾞﾝﾍﾞ庫ﾎﾞﾝﾍﾞ庫ﾎﾞﾝﾍﾞ庫ﾎﾞﾝﾍﾞ庫

煙突煙突煙突煙突煙突

けやき荘けやき荘けやき荘けやき荘けやき荘

防火水槽20m3（工事対象外：残置）防火水槽20m3（工事対象外：残置）防火水槽20m3（工事対象外：残置）防火水槽20m3（工事対象外：残置）防火水槽20m3（工事対象外：残置）

枯池枯池枯池枯池枯池

物置物置物置物置物置

盛岡市指定天然記念物標識盛岡市指定天然記念物標識盛岡市指定天然記念物標識盛岡市指定天然記念物標識盛岡市指定天然記念物標識

防火水槽標識（工事対象外：残置）防火水槽標識（工事対象外：残置）防火水槽標識（工事対象外：残置）防火水槽標識（工事対象外：残置）防火水槽標識（工事対象外：残置）

防火水槽標識（工事対象外：残置）防火水槽標識（工事対象外：残置）防火水槽標識（工事対象外：残置）防火水槽標識（工事対象外：残置）防火水槽標識（工事対象外：残置）

施設看板撤去施設看板撤去施設看板撤去施設看板撤去施設看板撤去

（工事対象外：残置）（工事対象外：残置）（工事対象外：残置）（工事対象外：残置）（工事対象外：残置）

NO.1：±０NO.1：±０NO.1：±０NO.1：±０NO.1：±０

NO.5：-155NO.5：-155NO.5：-155NO.5：-155NO.5：-155

NO.11：-175NO.11：-175NO.11：-175NO.11：-175NO.11：-175

NO.12：-175NO.12：-175NO.12：-175NO.12：-175NO.12：-175

NO.13：-245NO.13：-245NO.13：-245NO.13：-245NO.13：-245

NO.17：-235NO.17：-235NO.17：-235NO.17：-235NO.17：-235

NO.19：-95NO.19：-95NO.19：-95NO.19：-95NO.19：-95

NO.20：-245NO.20：-245NO.20：-245NO.20：-245NO.20：-245
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NO.15：-100NO.15：-100NO.15：-100NO.15：-100NO.15：-100

NO.14：-115NO.14：-115NO.14：-115NO.14：-115NO.14：-115

NO.23：-220NO.23：-220NO.23：-220NO.23：-220NO.23：-220

NO.4：-155NO.4：-155NO.4：-155NO.4：-155NO.4：-155

NO.16：-260NO.16：-260NO.16：-260NO.16：-260NO.16：-260

NO.9：+250NO.9：+250NO.9：+250NO.9：+250NO.9：+250

NO.6：-85NO.6：-85NO.6：-85NO.6：-85NO.6：-85

NO.10：-750NO.10：-750NO.10：-750NO.10：-750NO.10：-750

NO.7：+600NO.7：+600NO.7：+600NO.7：+600NO.7：+600

NO.8：-843NO.8：-843NO.8：-843NO.8：-843NO.8：-843

NO.3：-90NO.3：-90NO.3：-90NO.3：-90NO.3：-90

NO.2：-278NO.2：-278NO.2：-278NO.2：-278NO.2：-278

NO.18：-425NO.18：-425NO.18：-425NO.18：-425NO.18：-425
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国道46号国道46号国道46号国道46号国道46号
至 盛岡市内至 盛岡市内至 盛岡市内至 盛岡市内至 盛岡市内

至 秋田県至 秋田県至 秋田県至 秋田県至 秋田県
国道46号国道46号国道46号国道46号国道46号

※前面道路（斜線部分の区間）は『大貨・特定中貨』の車両通行止め区間であることから※前面道路（斜線部分の区間）は『大貨・特定中貨』の車両通行止め区間であることから※前面道路（斜線部分の区間）は『大貨・特定中貨』の車両通行止め区間であることから※前面道路（斜線部分の区間）は『大貨・特定中貨』の車両通行止め区間であることから※前面道路（斜線部分の区間）は『大貨・特定中貨』の車両通行止め区間であることから

　工事着工３日程度前（大型車両が出入りする前）に、岩手県盛岡東警察署　交通規制係に『通行禁止道路通行許可申請書』を　工事着工３日程度前（大型車両が出入りする前）に、岩手県盛岡東警察署　交通規制係に『通行禁止道路通行許可申請書』を　工事着工３日程度前（大型車両が出入りする前）に、岩手県盛岡東警察署　交通規制係に『通行禁止道路通行許可申請書』を　工事着工３日程度前（大型車両が出入りする前）に、岩手県盛岡東警察署　交通規制係に『通行禁止道路通行許可申請書』を　工事着工３日程度前（大型車両が出入りする前）に、岩手県盛岡東警察署　交通規制係に『通行禁止道路通行許可申請書』を

　提出すること。　提出すること。　提出すること。　提出すること。　提出すること。

宰郷のケヤキ（工事対象外：残置）宰郷のケヤキ（工事対象外：残置）宰郷のケヤキ（工事対象外：残置）宰郷のケヤキ（工事対象外：残置）宰郷のケヤキ（工事対象外：残置）

※宰郷のケヤキ（市指定天然記念物）の周囲にある、けやき荘（Ａ及びＤ棟）、集会場及び作業小屋の地下構造物撤去の際は、※宰郷のケヤキ（市指定天然記念物）の周囲にある、けやき荘（Ａ及びＤ棟）、集会場及び作業小屋の地下構造物撤去の際は、※宰郷のケヤキ（市指定天然記念物）の周囲にある、けやき荘（Ａ及びＤ棟）、集会場及び作業小屋の地下構造物撤去の際は、※宰郷のケヤキ（市指定天然記念物）の周囲にある、けやき荘（Ａ及びＤ棟）、集会場及び作業小屋の地下構造物撤去の際は、※宰郷のケヤキ（市指定天然記念物）の周囲にある、けやき荘（Ａ及びＤ棟）、集会場及び作業小屋の地下構造物撤去の際は、

　事前に盛岡市教育委員会事務局歴史文化課と掘削範囲の確認のため立会いを行うこと。　事前に盛岡市教育委員会事務局歴史文化課と掘削範囲の確認のため立会いを行うこと。　事前に盛岡市教育委員会事務局歴史文化課と掘削範囲の確認のため立会いを行うこと。　事前に盛岡市教育委員会事務局歴史文化課と掘削範囲の確認のため立会いを行うこと。　事前に盛岡市教育委員会事務局歴史文化課と掘削範囲の確認のため立会いを行うこと。
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●国道46号線●国道46号線●国道46号線●国道46号線●国道46号線

南側道路からの工事車両等の通行は行わない事。南側道路からの工事車両等の通行は行わない事。南側道路からの工事車両等の通行は行わない事。南側道路からの工事車両等の通行は行わない事。南側道路からの工事車両等の通行は行わない事。

小細工小細工小細工小細工小細工 上太田上太田上太田上太田上太田

北側道路からのみ工事車両等の通行を行う事。北側道路からのみ工事車両等の通行を行う事。北側道路からのみ工事車両等の通行を行う事。北側道路からのみ工事車両等の通行を行う事。北側道路からのみ工事車両等の通行を行う事。

若宮若宮若宮若宮若宮

工事場所：盛岡市上太田細工４番工事場所：盛岡市上太田細工４番工事場所：盛岡市上太田細工４番工事場所：盛岡市上太田細工４番工事場所：盛岡市上太田細工４番

木柱６ｍ木柱６ｍ木柱６ｍ木柱６ｍ木柱６ｍ

新引込柱新引込柱新引込柱新引込柱新引込柱

旧引込柱旧引込柱旧引込柱旧引込柱旧引込柱

雫石川雫石川雫石川雫石川雫石川

●市立高校●市立高校●市立高校●市立高校●市立高校

●太田小学校●太田小学校●太田小学校●太田小学校●太田小学校

１級建築士事務所１級建築士事務所１級建築士事務所１級建築士事務所１級建築士事務所

１級建築士登録　第285024号１級建築士登録　第285024号１級建築士登録　第285024号１級建築士登録　第285024号１級建築士登録　第285024号 伊五澤　和宣伊五澤　和宣伊五澤　和宣伊五澤　和宣伊五澤　和宣

盛岡市みたけ四丁目８番４０号　ＴＥＬ盛岡市みたけ四丁目８番４０号　ＴＥＬ盛岡市みたけ四丁目８番４０号　ＴＥＬ盛岡市みたけ四丁目８番４０号　ＴＥＬ盛岡市みたけ四丁目８番４０号　ＴＥＬ ０１９－（６４１）－５７５５０１９－（６４１）－５７５５０１９－（６４１）－５７５５０１９－（６４１）－５７５５０１９－（６４１）－５７５５

一級建築士　登録第306963号　伊五澤　直樹一級建築士　登録第306963号　伊五澤　直樹一級建築士　登録第306963号　伊五澤　直樹一級建築士　登録第306963号　伊五澤　直樹一級建築士　登録第306963号　伊五澤　直樹一級建築士　登録第306963号　伊五澤　直樹一級建築士　登録第306963号　伊五澤　直樹一級建築士　登録第306963号　伊五澤　直樹一級建築士　登録第306963号　伊五澤　直樹一級建築士　登録第306963号　伊五澤　直樹

建築意匠建築意匠建築意匠建築意匠建築意匠

特記特記特記特記特記

工事名工事名工事名工事名工事名

縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺

枚ノ内枚ノ内枚ノ内枚ノ内枚ノ内

区分区分区分区分区分

号号号号号
番番番番番
面面面面面
図図図図図

伊 五 沢 設 計伊 五 沢 設 計伊 五 沢 設 計伊 五 沢 設 計伊 五 沢 設 計会社会社会社会社会社

有限有限有限有限有限
検　図検　図検　図検　図検　図 製　図製　図製　図製　図製　図

図面内容図面内容図面内容図面内容図面内容

盛岡市立けやき荘解体工事盛岡市立けやき荘解体工事盛岡市立けやき荘解体工事盛岡市立けやき荘解体工事盛岡市立けやき荘解体工事 S=1:200S=1:200S=1:200S=1:200S=1:200
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案内図・配置図（現況）案内図・配置図（現況）案内図・配置図（現況）案内図・配置図（現況）案内図・配置図（現況）
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Ａ棟のみ：アクリルリシン吹付（アスベスト含有）Ａ棟のみ：アクリルリシン吹付（アスベスト含有）Ａ棟のみ：アクリルリシン吹付（アスベスト含有）Ａ棟のみ：アクリルリシン吹付（アスベスト含有）Ａ棟のみ：アクリルリシン吹付（アスベスト含有）

軒天：フレキシブルボードｔ＝4.0（アスベスト含有）軒天：フレキシブルボードｔ＝4.0（アスベスト含有）軒天：フレキシブルボードｔ＝4.0（アスベスト含有）軒天：フレキシブルボードｔ＝4.0（アスベスト含有）軒天：フレキシブルボードｔ＝4.0（アスベスト含有）

Ａ棟：変性シリコーン　　Ｂ棟：油性コーキング（アスベスト含有建材）　　Ｃ棟：油性コーキング（アスベスト含有建材）　　Ｄ棟：油性コーキング（アスベスト含有建材）Ａ棟：変性シリコーン　　Ｂ棟：油性コーキング（アスベスト含有建材）　　Ｃ棟：油性コーキング（アスベスト含有建材）　　Ｄ棟：油性コーキング（アスベスト含有建材）Ａ棟：変性シリコーン　　Ｂ棟：油性コーキング（アスベスト含有建材）　　Ｃ棟：油性コーキング（アスベスト含有建材）　　Ｄ棟：油性コーキング（アスベスト含有建材）Ａ棟：変性シリコーン　　Ｂ棟：油性コーキング（アスベスト含有建材）　　Ｃ棟：油性コーキング（アスベスト含有建材）　　Ｄ棟：油性コーキング（アスベスト含有建材）Ａ棟：変性シリコーン　　Ｂ棟：油性コーキング（アスベスト含有建材）　　Ｃ棟：油性コーキング（アスベスト含有建材）　　Ｄ棟：油性コーキング（アスベスト含有建材）
建具廻りシーリング建具廻りシーリング建具廻りシーリング建具廻りシーリング建具廻りシーリング

けやき荘けやき荘けやき荘けやき荘けやき荘

均しモルタル（付着アスベスト含有）＋アスファルト防水（みなしアスベスト含有）＋軽量コンクリートの上モルタル金鏝＋合成ゴム系防水層ｔ＝1.2＋塩化ビニル樹脂系シート防水ｔ＝1.5均しモルタル（付着アスベスト含有）＋アスファルト防水（みなしアスベスト含有）＋軽量コンクリートの上モルタル金鏝＋合成ゴム系防水層ｔ＝1.2＋塩化ビニル樹脂系シート防水ｔ＝1.5均しモルタル（付着アスベスト含有）＋アスファルト防水（みなしアスベスト含有）＋軽量コンクリートの上モルタル金鏝＋合成ゴム系防水層ｔ＝1.2＋塩化ビニル樹脂系シート防水ｔ＝1.5均しモルタル（付着アスベスト含有）＋アスファルト防水（みなしアスベスト含有）＋軽量コンクリートの上モルタル金鏝＋合成ゴム系防水層ｔ＝1.2＋塩化ビニル樹脂系シート防水ｔ＝1.5均しモルタル（付着アスベスト含有）＋アスファルト防水（みなしアスベスト含有）＋軽量コンクリートの上モルタル金鏝＋合成ゴム系防水層ｔ＝1.2＋塩化ビニル樹脂系シート防水ｔ＝1.5

均しモルタル（付着アスベスト含有）＋アスファルト防水（みなしアスベスト含有）＋軽量コンクリートの上モルタル金鏝＋合成ゴム系防水層ｔ＝1.2＋塩化ビニル樹脂系シート防水ｔ＝1.5均しモルタル（付着アスベスト含有）＋アスファルト防水（みなしアスベスト含有）＋軽量コンクリートの上モルタル金鏝＋合成ゴム系防水層ｔ＝1.2＋塩化ビニル樹脂系シート防水ｔ＝1.5均しモルタル（付着アスベスト含有）＋アスファルト防水（みなしアスベスト含有）＋軽量コンクリートの上モルタル金鏝＋合成ゴム系防水層ｔ＝1.2＋塩化ビニル樹脂系シート防水ｔ＝1.5均しモルタル（付着アスベスト含有）＋アスファルト防水（みなしアスベスト含有）＋軽量コンクリートの上モルタル金鏝＋合成ゴム系防水層ｔ＝1.2＋塩化ビニル樹脂系シート防水ｔ＝1.5均しモルタル（付着アスベスト含有）＋アスファルト防水（みなしアスベスト含有）＋軽量コンクリートの上モルタル金鏝＋合成ゴム系防水層ｔ＝1.2＋塩化ビニル樹脂系シート防水ｔ＝1.5

けやき荘けやき荘けやき荘けやき荘けやき荘

EXP.j部EXP.j部EXP.j部EXP.j部EXP.j部

【凡例】【凡例】【凡例】【凡例】【凡例】

例：□はアスベスト含有建材を示す例：□はアスベスト含有建材を示す例：□はアスベスト含有建材を示す例：□はアスベスト含有建材を示す例：□はアスベスト含有建材を示す

アスファルト系目地材（みなしアスベスト含有建材）　　　詳細はＡ１７参照アスファルト系目地材（みなしアスベスト含有建材）　　　詳細はＡ１７参照アスファルト系目地材（みなしアスベスト含有建材）　　　詳細はＡ１７参照アスファルト系目地材（みなしアスベスト含有建材）　　　詳細はＡ１７参照アスファルト系目地材（みなしアスベスト含有建材）　　　詳細はＡ１７参照

※アスベスト含有成形板（みなし含有含む）の除去方法は、『大気汚染防止法規則第１６条の４　第六号→別表第７　四号－イ・ロ及び石綿障害予防規則　第６条の２　第１項』により施工のこと。　　　作業レベル：レベル３※アスベスト含有成形板（みなし含有含む）の除去方法は、『大気汚染防止法規則第１６条の４　第六号→別表第７　四号－イ・ロ及び石綿障害予防規則　第６条の２　第１項』により施工のこと。　　　作業レベル：レベル３※アスベスト含有成形板（みなし含有含む）の除去方法は、『大気汚染防止法規則第１６条の４　第六号→別表第７　四号－イ・ロ及び石綿障害予防規則　第６条の２　第１項』により施工のこと。　　　作業レベル：レベル３※アスベスト含有成形板（みなし含有含む）の除去方法は、『大気汚染防止法規則第１６条の４　第六号→別表第７　四号－イ・ロ及び石綿障害予防規則　第６条の２　第１項』により施工のこと。　　　作業レベル：レベル３※アスベスト含有成形板（みなし含有含む）の除去方法は、『大気汚染防止法規則第１６条の４　第六号→別表第７　四号－イ・ロ及び石綿障害予防規則　第６条の２　第１項』により施工のこと。　　　作業レベル：レベル３
※アクリルリシン吹付の除去方法は、　　　　　　　　　　『大気汚染防止法規則第１６条の４　第六号→別表第７　三号－イ及び石綿障害予防規則　第６条』により施工のこと。　　　　　　　　　　　作業レベル：レベル３※アクリルリシン吹付の除去方法は、　　　　　　　　　　『大気汚染防止法規則第１６条の４　第六号→別表第７　三号－イ及び石綿障害予防規則　第６条』により施工のこと。　　　　　　　　　　　作業レベル：レベル３※アクリルリシン吹付の除去方法は、　　　　　　　　　　『大気汚染防止法規則第１６条の４　第六号→別表第７　三号－イ及び石綿障害予防規則　第６条』により施工のこと。　　　　　　　　　　　作業レベル：レベル３※アクリルリシン吹付の除去方法は、　　　　　　　　　　『大気汚染防止法規則第１６条の４　第六号→別表第７　三号－イ及び石綿障害予防規則　第６条』により施工のこと。　　　　　　　　　　　作業レベル：レベル３※アクリルリシン吹付の除去方法は、　　　　　　　　　　『大気汚染防止法規則第１６条の４　第六号→別表第７　三号－イ及び石綿障害予防規則　第６条』により施工のこと。　　　　　　　　　　　作業レベル：レベル３

１級建築士事務所１級建築士事務所１級建築士事務所１級建築士事務所１級建築士事務所

１級建築士登録　第285024号１級建築士登録　第285024号１級建築士登録　第285024号１級建築士登録　第285024号１級建築士登録　第285024号 伊五澤　和宣伊五澤　和宣伊五澤　和宣伊五澤　和宣伊五澤　和宣

盛岡市みたけ四丁目８番４０号　ＴＥＬ盛岡市みたけ四丁目８番４０号　ＴＥＬ盛岡市みたけ四丁目８番４０号　ＴＥＬ盛岡市みたけ四丁目８番４０号　ＴＥＬ盛岡市みたけ四丁目８番４０号　ＴＥＬ ０１９－（６４１）－５７５５０１９－（６４１）－５７５５０１９－（６４１）－５７５５０１９－（６４１）－５７５５０１９－（６４１）－５７５５

一級建築士　登録第306963号　伊五澤　直樹一級建築士　登録第306963号　伊五澤　直樹一級建築士　登録第306963号　伊五澤　直樹一級建築士　登録第306963号　伊五澤　直樹一級建築士　登録第306963号　伊五澤　直樹一級建築士　登録第306963号　伊五澤　直樹一級建築士　登録第306963号　伊五澤　直樹一級建築士　登録第306963号　伊五澤　直樹一級建築士　登録第306963号　伊五澤　直樹一級建築士　登録第306963号　伊五澤　直樹

建築意匠建築意匠建築意匠建築意匠建築意匠

特記特記特記特記特記

工事名工事名工事名工事名工事名

縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺

枚ノ内枚ノ内枚ノ内枚ノ内枚ノ内

区分区分区分区分区分

号号号号号
番番番番番
面面面面面
図図図図図

伊 五 沢 設 計伊 五 沢 設 計伊 五 沢 設 計伊 五 沢 設 計伊 五 沢 設 計会社会社会社会社会社

有限有限有限有限有限
検　図検　図検　図検　図検　図 製　図製　図製　図製　図製　図

盛岡市立けやき荘解体工事盛岡市立けやき荘解体工事盛岡市立けやき荘解体工事盛岡市立けやき荘解体工事盛岡市立けやき荘解体工事

図面内容【けやき荘】図面内容【けやき荘】図面内容【けやき荘】図面内容【けやき荘】図面内容【けやき荘】

外部仕上表外部仕上表外部仕上表外部仕上表外部仕上表 NOSCALENOSCALENOSCALENOSCALENOSCALE
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【凡例】【凡例】【凡例】【凡例】【凡例】

例：□はアスベスト含有建材を示す例：□はアスベスト含有建材を示す例：□はアスベスト含有建材を示す例：□はアスベスト含有建材を示す例：□はアスベスト含有建材を示す

下地：均しモルタル（付着アスベスト含有）下地：均しモルタル（付着アスベスト含有）下地：均しモルタル（付着アスベスト含有）下地：均しモルタル（付着アスベスト含有）下地：均しモルタル（付着アスベスト含有）

　　　アスファルト防水層（みなしアスベスト含有）　　　アスファルト防水層（みなしアスベスト含有）　　　アスファルト防水層（みなしアスベスト含有）　　　アスファルト防水層（みなしアスベスト含有）　　　アスファルト防水層（みなしアスベスト含有）

※アクリルリシン吹付の除去方法は、　　　　　　　　　　『大気汚染防止法規則第１６条の４　第六号→別表第７　三号－イ及び石綿障害予防規則　第６条』により施工のこと。　　　　　　　　　　　作業レベル：レベル３※アクリルリシン吹付の除去方法は、　　　　　　　　　　『大気汚染防止法規則第１６条の４　第六号→別表第７　三号－イ及び石綿障害予防規則　第６条』により施工のこと。　　　　　　　　　　　作業レベル：レベル３※アクリルリシン吹付の除去方法は、　　　　　　　　　　『大気汚染防止法規則第１６条の４　第六号→別表第７　三号－イ及び石綿障害予防規則　第６条』により施工のこと。　　　　　　　　　　　作業レベル：レベル３※アクリルリシン吹付の除去方法は、　　　　　　　　　　『大気汚染防止法規則第１６条の４　第六号→別表第７　三号－イ及び石綿障害予防規則　第６条』により施工のこと。　　　　　　　　　　　作業レベル：レベル３※アクリルリシン吹付の除去方法は、　　　　　　　　　　『大気汚染防止法規則第１６条の４　第六号→別表第７　三号－イ及び石綿障害予防規則　第６条』により施工のこと。　　　　　　　　　　　作業レベル：レベル３
※アスベスト含有成形板（みなし含有含む）の除去方法は、『大気汚染防止法規則第１６条の４　第六号→別表第７　四号－イ・ロ及び石綿障害予防規則　第６条の２　第１項』により施工のこと。　　　作業レベル：レベル３※アスベスト含有成形板（みなし含有含む）の除去方法は、『大気汚染防止法規則第１６条の４　第六号→別表第７　四号－イ・ロ及び石綿障害予防規則　第６条の２　第１項』により施工のこと。　　　作業レベル：レベル３※アスベスト含有成形板（みなし含有含む）の除去方法は、『大気汚染防止法規則第１６条の４　第六号→別表第７　四号－イ・ロ及び石綿障害予防規則　第６条の２　第１項』により施工のこと。　　　作業レベル：レベル３※アスベスト含有成形板（みなし含有含む）の除去方法は、『大気汚染防止法規則第１６条の４　第六号→別表第７　四号－イ・ロ及び石綿障害予防規則　第６条の２　第１項』により施工のこと。　　　作業レベル：レベル３※アスベスト含有成形板（みなし含有含む）の除去方法は、『大気汚染防止法規則第１６条の４　第六号→別表第７　四号－イ・ロ及び石綿障害予防規則　第６条の２　第１項』により施工のこと。　　　作業レベル：レベル３

１級建築士事務所１級建築士事務所１級建築士事務所１級建築士事務所１級建築士事務所

１級建築士登録　第285024号１級建築士登録　第285024号１級建築士登録　第285024号１級建築士登録　第285024号１級建築士登録　第285024号 伊五澤　和宣伊五澤　和宣伊五澤　和宣伊五澤　和宣伊五澤　和宣
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枚ノ内枚ノ内枚ノ内枚ノ内枚ノ内

区分区分区分区分区分

号号号号号
番番番番番
面面面面面
図図図図図

伊 五 沢 設 計伊 五 沢 設 計伊 五 沢 設 計伊 五 沢 設 計伊 五 沢 設 計会社会社会社会社会社

有限有限有限有限有限
検　図検　図検　図検　図検　図 製　図製　図製　図製　図製　図

盛岡市立けやき荘解体工事盛岡市立けやき荘解体工事盛岡市立けやき荘解体工事盛岡市立けやき荘解体工事盛岡市立けやき荘解体工事

図面内容【けやき荘】図面内容【けやき荘】図面内容【けやき荘】図面内容【けやき荘】図面内容【けやき荘】
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１級建築士事務所

１級建築士登録　第285024号 伊五澤　和宣
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縮尺
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号
番
面
図

伊 五 沢 設 計会社

有限

盛岡市立けやき荘解体工事

図面内容【けやき荘】

平　面　図 S=1:200

検　図 製　図
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厨　房　増　築

厨房断面詳細図　S=1:30

小屋伏図　S=1:100

厨房棚詳細図　S=1:30
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１級建築士登録　第285024号 伊五澤　和宣

盛岡市みたけ四丁目８番４０号　ＴＥＬ ０１９－（６４１）－５７５５
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縮尺
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番
面
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伊 五 沢 設 計会社

有限
検　図 製　図

盛岡市立けやき荘解体工事

図面内容【けやき荘】

Ｂ棟：厨房増築平面図，仕上表

S=1:200

S=1:30
S=1:50
S=1:100

矩形図，小屋伏図，倉庫棚詳細図
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